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○議事日程 

   日程 第 １ 認定第１号～認定第９号 那須烏山市決算の認定について 

          ※質疑～委員会付託 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開議］ 

○議長（佐藤雄次郎）  皆さん、おはようございます。東京オリンピックが２０２０年に開

催が決定をされまして、これは国を挙げての祭典であります。大変御同慶の至りでございます。 

 本日出席している議員は１７名でございます。全員出席です。定足数に達しておりますので、

ただいまから会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

                                    

     ◎日程第１ （認定第１号～第９号）那須烏山市決算の認定について 

 

○議長（佐藤雄次郎）  日程第１ 認定第１号 平成２４年度那須烏山市一般会計決算の認

定についてから、認定第９号 平成２４年度那須烏山市水道事業決算の認定についての決算認

定９議案を一括して議題といたします。 

 なお、これより代表監査委員にも出席を求めておりますので、御了解願います。 

 本案については、去る３日の本会議において、市長の提案理由の説明及び代表監査委員の決

算審査の報告が終了しております。直ちに質疑に入りますが、所管の委員会に関する事項につ

いては、委員会の審査において質疑されますようお願いを申し上げます。 

 それでは、質疑に入ります。 

 １番田島信二議員。 

○１番（田島信二）  ５点ぐらいあるんですけれども、それをお願いします。４７ページ、

旧七合中学校書庫整備用書架９８万７,８４０円、これは七合中学校は閉校になったのに何で

なのか。 

 ５１ページ、公用車のリース料、１０９万２,９８０円ですけど、これは何年間のリースな

んですか。個々の自動車のどの部署で使っているか、メーカーなどを教えていただきたいです。 

 ６７ページ、防犯対策費６３４万１,７１２円、この使い道ですね。ＬＥＤのあればかりで

はないと思うんですけど。 

 １５９ページ、大桶運動公園修繕費１１６万２,５８８円の使い道ですね。 

 １６９ページ、大桶地区防火水槽撤去工事７４万５,５００円、それに同じく大桶地区防火

水槽増築工事４３０万円何ぼありますけど、ぶっ壊したやつをそこのどこかに移転してつくっ

たのかなと思うんですけど。 

 ２３１ページ、土木災害復旧費３４９万１,３６５円ですね。この６点お願いします。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 
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○総務課長（粟野育夫）  まず１点目の七合中学校書庫整備用書架とありますが、七合中学

校は閉校いたしましても、校舎につきましては市で発生する文書及び教育委員会で発掘調査に

伴う出土品というんですかね、それらを収納いたしておりまして、整理目的のために書架を導

入したということでございます。 

 次に、公用車のリースの件でございますが、今、資料を探しておりますので、一番最後に答

弁させていただきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  ページ６７、防犯対策費６３４万１,７１２円、この内訳で

ございますが、この下にありますように、光熱水費、市で管理しております通学路防犯灯、

１５３灯になりますが、その電気料でございます。 

 修繕料については、自治会管理等の防犯灯の修理、球切れ等、そういうものに伴う経費でご

ざいまして、平成２４年度は約５００灯修繕を行いました。うちＬＥＤに９５灯、この修繕費

で変更、交換をしております。また、負担金、被害者支援センターとちぎと市の防犯協会、県

の防犯協会の活動費ということで負担金を支出している合計が６３４万１,７１２円でござい

ます。なお、市の防犯協会等におきましては、防犯対策のために各自警団、防犯パトロール隊

等で活動している車両につけていただくステッカー、また防犯、暴追啓発ののぼり旗等の購入

費用に使用しております。 

 続きまして、ページ１６９、消防で大桶地区防火水槽の関係でございますが、まず、７４万

５,５００円につきましては、大桶運動公園入口の防火水槽の撤去工事、これは今行われてい

ます国道２９４号線の道路改良工事に伴うものでございます。その後、入口の防火水槽がなく

なったということで、かわりを地元に紹介をしまして、栃木トヨペットの北側のポケットパー

ク内に新たに４０トンの防火水槽をつくりました。それがその下の４３０万５,０００円でご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江生涯学習課長。 

○生涯学習課長（堀江功一）  私のほうは１５９ページの都市公園管理費の中の大桶運動公

園修繕１１６万２,５８８円の質問についてお答えいたします。この修繕は主に４つの修繕が

ありまして、あそこにあります管理棟のインバーター交換で２９万９,２５０円、公用車車検

関係で２４万２,４３７円、トイレ等の修繕が２回行いましたが１４万３,８５０円、そしてト

ラクターとか草刈り機の修繕で３９万７,７４１円、それが主で、それで１０８万３,２７８円

ということで、主な修繕の内容でございます。 

 以上です。 
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○議長（佐藤雄次郎）  福田都市建設課長。 

○都市建設課長（福田光宏）  田島議員の２３１ページの土木災害復旧事業について御説明

させていただきます。皆さんのお手元に行財政報告の２１６ページを見ながら御説明したいと

思います。 

 平成２４年５月３日と４日の集中豪雨で災害を受けております。２１６ページのところにあ

るように、田野倉小白井線、滝田熊田境線、興野大沢線、この３カ所は国庫の災害復旧事業で

実施しております。あとその下の滝田霧ヶ沢線、興野大沢線、大木須美和村線につきましては、

市単独の災害復旧で工事を実施しております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  もう１点、公用車のリース代の件でございます。行財政報告書の

参考にしていただきたいんですけど、６９ページ、物品で自動車ということで平成２４年度末

１４８台、現在は１５４台を市で保有しております。そのうち、ここに出てくるリース代につ

きましては、総務課で管理しております市長プリウスとか研修用車両インサイト、あと副市長

が乗っておられます電気自動車等のリースでございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １番田島信二議員。 

○１番（田島信二）  そうすると七合中学校には整理棚をつくって書類をあそこへ入れてお

くということですか。了解しました。 

○議長（佐藤雄次郎）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  質問が６つとお願いが１つあります。まず、最初が決算のほうの

２７ページ、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金、この交付金は一体どこにど

のぐらいで使われているのか。たしか頸部がんのワクチンは昨年度あたりは全部は使っていな

かったんじゃないかな。昨年までは使いましたかね。その辺のところと。 

 あと次が、決算の中で２７ページと３５ページに、登校拒否に関することで料金が出ていま

す。歳入になっています。その費用は補助金で２３９万円ぐらいあるんですが、歳出のほうに

は１７７ページに不登校児補助みたいなので３万５,０００円しか出ていないので、どのよう

にお金を使っているのか。 

 次が、決算のほうの被災児童かな。２９ページ、被災園児、被災児童、被災生徒といろいろ

補助金等が出ているんですが、支援補助金。これはどのような使われ方になっているのか。個

人的に渡しているのか。それとも何か学費的なものなのか。例えば本とか流されてしまったみ

たいなので、そういうので出ているのか。 

 ４番が決算の９３ページの総合福祉ＳＷＡＮシステムという、何と読んだらいいのかわから
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ないんですけど、使用料というのは一体何なのか。 

 次が、５番目で１４５ページ、山あげ土地借地謝礼というのがあるんですが、一体どこの土

地を借りていらっしゃるのか。それにあわせてお願いとしてなんですが、行財政のほうにある

１８８ページとか、いかんべ祭とかいろいろ出てくるんですが、できたら今回というか、この

間の花火の事故がありましたね。テキ屋さんで発電機によって火災が起きて、大きな被害を受

けたのがあるので、もしもできましたら、いかんべ祭もイルミネーションもマラソン大会など、

八溝そばまつりとか山あげのときに、大体同じ場所で食品を扱ったりしているので、そのとき

の電気の管理として、配電盤みたいなのをつくってあるのか。そういうのがもしもあるのか、

今後そういうのを考えているのか。 

 もう一つ、最後になりますが、たしか雇用促進の中で烏山の名物もつくるという話が出てい

たと思うんですが、それはできたのか。 

 もう１個、昨年はたしか県庁前で栃木県の産物か何かのＢ級グルメか何かやったときには、

たしかやみぞカレーパンを出店したと思うんですが、そちらに出資をしていたのか。今後、ど

ういうふうなのを考えていくのかを教えていただきたい。 

 以上７つです。 

○議長（佐藤雄次郎）  青木こども課長。 

○こども課長（青木 敏）  まず、２７ページの子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特

例交付金ということで、予算上は小児用肺炎球菌２６０名とか、ヒブが２４５名、子宮頸がん

が１２３名ということで予算措置しているんですが、詳しいことは再度ちょっと調べさせてい

ただきたいと思いますので、これはどこへ交付しているかということですね。そういう形でよ

ろしいんですね。大変申しわけございません。ちょっと調べます。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  ただいまの川俣議員からの御質問の中で、２７ページの登校

拒否適応指導教室設置事業費補助金の件でございます。こちらにつきましては、どちらに充当

しているかということでございます。こちらにつきましては、１７５ページをちょっとごらん

いただきたいと思います。１７５ページの一番下ですね。その中に適応指導教室、いわゆるレ

インボーハウスというのが宮原にございます。そちらのレインボー教室の不登校の児童生徒、

こちらの事業関係をやっておりますが、こちらに充当している事業費でございます。 

 続きまして、決算書の２９ページでございます。被災生徒就学支援等補助金ということでご

ざいます。こちらにつきましては、一昨年の東日本大震災において被災を受けた児童生徒への

就学援助ですね。文房具とか修学旅行等々の関係ですね、あと医療費等を含めた就学支援をや

るということで、そちらに支払いをしているものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  それでは、１４５ページの山あげ祭土地借用謝礼９,１００ 

円になるかと思うんですが、これについては駐車場関係でお借りしたところの謝礼ということ

で、７件ほど謝礼をお支払いしたところでございます。 

 それと、花火の事故関係で燃料関係につきましては、いかんべ祭のときも消防関係の方が見

えられまして点検を行いまして、事故のないようにということでやりましたけれども、大きな

発電装置から引っ張るような形でそういったことで対応してまいりました。 

 配電盤関係につきましては、仮設になると思いますけれども、そういったことも検討しなが

ら対応していきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  県庁前でのイベント関係についてのやみぞカレーパンのＰＲとい

いますか、それらに関しましては特に援助はしておりません。これから、雇用関係のほうとタ

イアップしながら、今現在は中山かぼちゃアイスが出ていますが、梨とかほかの果樹関係につ

きまして、開発ができるものであれば農商工連携もしくは６次産業化に向けて検討してまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  答弁漏れはないですか。 

 青木こども課長。 

○こども課長（青木 敏）  お答えします。９３ページの総合福祉ＳＷＡＮシステム使用料

ということで、これについては保育料のいろいろな計算をするためのソフトをＴＫＣのほうで

お願いしているところです。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  子宮頸部がんのほうは後からで結構ですけれども、もう１個、できた

らばこの市では副作用があらわれたような人がいるのか。そういうのもわかれば、後で結構で

す。教えてください。 

 先ほど言った配電盤のほうなんですけれども、あれは実は結構おみこしの関係で私の趣味の

ほうで、筑波のお祭に行くと結構そういう、必ずてきやさんというか、商工会で露天を出すよ

うなときに、配電盤が後ろについている場合が結構多いんです。そうすると、もう発電機自体

を使ってないんですね。そこから直接線を引いて使っているのもあるので、そういう安全性が



平成25年第５回９月定例会 第５日 

－243－ 

必要になってくるんだとしたら、対策を考えると。特に、この町は常設している場所が多いの

で、できたらそういうのも考えていけるのかなと思いまして、今後のお願いとしてぜひ考えて

いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ３番渋井由放議員。 

○３番（渋井由放）  ページ数で申します。１７５ページですね。遠距離通学の支援事業、

どのような事業で対象者は何人ぐらいになっているのか。 

 １７７ページ、情報教育委員会サポート事業どのような事業で、対象はやはり何人ぐらいに

なっているのか。 

 次、１７９ページ、ペアレントトレーニング講師謝金というのが載っておりますけれども、

このペアレントトレーニングはどのような内容で、また参加人数は何人ぐらいだったのか。ま

た、どういう対象の方なのかということですね。 

 あと１７９ページに健康診断費というのがありますが、その健康診断の中に児童寄生虫卵検

査、生活習慣病予防健診・貧血検査等の検査があります。こういうことで今どきに寄生虫関係

なんかが発見されているのか。また、生活習慣病という子供の生活習慣病、どのぐらいの割合

で発生しているのか。 

 そして、１９１ページ、学校給食エレベーター保守業務、これはどのような内容なのか。 

 ２０５ページ、全国報徳研究市町村協議会、全国で何市町村が入っていて、どのような事業

を行っているのか。金額は少ないので横の連絡等ぐらいなのかもしれませんけれども、

２１７ページ、栃木ＳＣ後援会、今度議長もおっしゃいましたけれども、東京オリンピックが

決定いたしまして、そのほかに栃木県にはプロのいろいろな競技があるのかなと思うんですが、

この栃木ＳＣ後援会、どのような経緯で加入をしたのか。 

 ２１９ページ、南那須の武道館借地料、今、使われておりませんが、契約というのはどのよ

うになっているのか。いつまでになっているとか、期限はないんだとか、その辺のところ、あ

と解体したら更地にして戻すとか、そういうことがあるとは思うんですけれども。 

 ２２５ページ、学校給食米消費拡大推進費補助金という補助金が出ております。この補助金

はどのような内容なのか。 

 あともう一つが今度は行財政報告書の中にありますんですけれども、１２０ページ４番に在

宅高齢者支援というものがございます。あの中に緊急通報装置設置事業、これがどのような装

置が設置されていて、どのように通報されるのか。例えば２４時間で通報されるわけでしょう

から、市に来たり、休みのときには支援センターに行ったりということだとは思うんですけれ

ども、それとウに寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業というのがございます。前年度は３９回で
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ございました。平成２４年度は２０回と、約半減ということでございます。この半減した理由

はあるのか。その辺をお尋ねをしたいと思います。 

 あともう一つ、決算書とか行財政報告書、これをまとめてつくっておりますけれども、これ

を市民の皆様にどうやってお知らせをしているのか。その辺についてもあわせてお伺いしたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  お尋ねの第１番目の遠距離通学補助の関係でございます。

１７５ページの件でございます。こちらにつきましては、行財政報告書に２２５ページに書い

てございます。児童生徒の遠距離の通学補助ということで、小中学生の遠距離通学の支援のた

めに路線バス等の利用補助に係る経費を補助しているものでございます。対象者は行財政報告

書にございますように１２１名でございます。対象学校が荒川小学校、境小学校、烏山小学校、

七合小学校、烏山中学校という５校が対象となって、通学の補助金を出しているということで

ございます。 

 次は、情報教育、教育委員会サポート業務ですね。これについては、学校教育ネットワーク

システム事業がございます。その中でのいろいろな学習操作関係の支援関係ですね。操作説明

等々を含めての講師を派遣してもらったりとか、保守業務の支援をしてもらうということで、

こちらの管理をしていただいております株式会社ユーキャンのほうからの支援サポートをして

もらっている業務委託料になってございます。 

 こちらにつきましては、特別支援教育指導推進事業ということで、外部から講師を呼びまし

て特別支援に関する親子ともどもの支援体制をどうやるべきかということで、講師を呼んでい

るときの講師の謝金代ということで、１名の方に講師謝金を支払ったものでございます。 

 続きまして、健康診断費については、教職員の学校医関係の報酬を含めまして、それから児

童生徒の心臓、児童結核等の学校保健安全法に基づく健診に係る所要額がこちらに計上してご

ざいます。 

 続きまして、１９１ページでございます。こちらにつきましては、中学校市内の３校の学校

給食の配膳関係に使いますエレベーターが設置されております。こちらの法定点検等が必要で

ございますので、そちらの保守管理業務の経費、３校分が計上してあるのがこちらでございま

す。 

 それでは続きまして、ちょっと順番が飛ぶかと思います。学校給食米消費拡大推進費補助金

でございます。２２５ページでございます。こちらにつきましては、学校給食の中にパンと米

飯給食をやっておりますが、これまでパンのほうがずっと多かった経過がございますが、昨今
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の米余り等を踏まえまして、米飯の推進、米の消費拡大を推進するという意味で、学校給食に

おいて米飯の給食を増やすということで、市のほうからこちらの補助を出しているものでござ

います。 

 ちなみに、こちらに計上してございますのは、共同調理場で出しました上期分ですね。まだ、

今の学校給食センターができておりませんでしたので、平成２４年度分の上期については４カ

月分の小学生、中学生の米飯給食の分ですね。月１回分で４食分、４回分ですね、というもの

を計上したものがこちらでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江生涯学習課長。 

○生涯学習課長（堀江功一）  渋井議員の３点についての質問にお答えいたします。 

 まず、２０５ページの全国報徳研究市町村協議会の負担金ですね。これは負担金２万円を納

めていますが、全国で何市があり、どのような事業を行っているかという御質問でございまし

たが、今、全国では１８市町村が加盟しております。ちなみに栃木県は日光市、真岡市、茂木

町でございまして、主な事業というと年１回、その協議会の１市町で担当になりましてサミッ

トを行っておりまして、その中で情報交換を行っているということでございまして、ことしも

１１月に神奈川県で行われる予定でございます。 

 次に、２１７ページの栃木ＳＣ後援会ということで３万円の後援会負担金がありますが、ど

のような経過で加入したかという御質問でございますが、その当時ＪＦＩからＪリーグに入る

ときに地域の関係者であります方から、このような時期にＪリーグに加入するにあたって負担

後援会に入っていただきたいという申し出がありまして、加入したところでございます。 

 その結果、ことし、夢の教室ということで全小学校に来ていただくということが実現になっ

たというふうに思っているところでございます。 

 次が２１９ページの南那須武道館借地料ということですが、契約はどのようになっているか

という御質問でございましたが、契約は平成２３年４月１日に契約し、単年度の契約ですが、

何もなければ３年間継続できるということでの契約になっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  小口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（小口久男）  渋井議員の行財政報告書の１２０ページの在宅高齢者支援の

緊急通報装置設置事業と寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業について、お答えいたします。 

 これはどのような装置ということですが、この緊急通報装置事業につきましては、独居の高

齢者あるいは高齢者世帯の方で緊急を要する虚弱なお年寄りが心疾患等を持っている方が何か

苦しいことが起きた場合には、緊急に通報するシステムでございますが、このシステムについ
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ては、この緊急装置を電話のところに設置したり、また、本人がペンダントをぶら下げており

まして、いざというときに親戚やあるいは別居している家族の方に、また状況によっては民生

員等に連絡先を登録したものに通報が行くようになっています。そして、委託業者のほうにも

随時通報が行くようになっている装置でございます。 

 続きまして、寝具類等の関係ですが、３９回から２０回に半減した理由ということでござい

ますが、この乾燥事業につきましては、冬季と梅雨どきの２回実施しているところです。前年

度は２５人で３９回、２回利用した方がいるのではないかと思います。平成２４年度につきま

しては、２０人利用ということで１回ずつ利用していまして、２０回の利用を行ったというこ

とでございますので、このように半減したということになるかと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、行財政報告書、それから決算書の市民への周知は

どうなっているのかというような御質問でございます。行財政報告書につきましては総務課、

決算書につきましては総合政策課のほうが所管となりましてとりまとめておりますけれども、

私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、決算書につきましては、本議会で認定をいただいた後、市の広報紙でその概要につい

てお知らせをさせていただいております。あわせまして、予算、決算の状況につきましては、

市のホームページのほうにその概要を掲載をさせていただいております。 

 それから、行財政報告書、決算書とも市の図書館のほうに配置をいたしまして、市民の皆さ

んに閲覧をしていただくというような方法と、また、希望があれば有償で頒布させていただく

というような形をとってございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  ３番渋井由放議員。 

○３番（渋井由放）  まず、１７５ページの遠距離通学支援事業なんですけれども、行財政

報告書の中にありまして、烏山中学校が１８万４,３２２円と突出して大きいんですかね。こ

れにつきましては、自転車か何かの購入か何かそんなようなのがあったのかなというふうにも

思うんですけれども、１人当たりの補助平均額ということなので、その距離やそれによって違

うんだとは思うんですが、その辺をちょっと御説明いただければなと思うんですけれども。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  こちらにつきましては、公共交通機関でございますので、バ

スですね。烏山中学校の方については多分バスで通学されている方ですね。こちらの補助とい

うことになっております。 
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 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  ３番渋井由放議員。 

○３番（渋井由放）  そうだ、全部聞かないとだめだものね。済みません。１つ１つ聞いて

いたのではまずいので、あと１７７ページの情報教育委員会サポート事業ですね。これはどの

ような事業で対象は何人になっているのかというふうにお尋ねをしたんですね。内容は株式会

社ユーキャンで講師を派遣してサポートしてくれるんだということでございます。内容、どん

な中身を、例えば今度電子黒板やそういうものが導入されるということで、そういうような方

面に力を入れた内容だったのかどうか。その辺のところですね。 

 あとペアレントトレーニングの講師謝金、これについてはよくわかりました。 

 健康診断費ですね。健康診断に係る費用を支出していますというのはわかるんですが、それ

によってその寄生虫の検査の発見された例があるのか。あと生活習慣病予防健診というので、

多分いろいろなものが豊富にありますので食べ過ぎて、若年性の糖尿病もあるというようなこ

とのようです。そんなような検査だとは思うんですけれども、この辺で疑われるというか、そ

れに近いような生徒が結構いるんだよとか、また、烏山は元気で子供たちはこういうことにな

っていないんだよとか、というような話が聞ければありがたいなと思うんですけど。 

 あと学校給食のエレベーター保守業務、これはわかりました。各学校のエレベーター、３校

だということは、３階建てとかそこら辺の学校なのかなと思うんですけれども、これがどこと

どことどこなのか、３校分だけちょっと教えていただければと思います。 

 全国報徳会、これもわかりまして、栃木ＳＣ後援会、どのような経緯で加入したのかという

ことで内容は少しわかりましたが、烏山ではバスケットなんかも強いようですし、日光でアイ

スバックスなんていうのもございますけれども、それに入っていいのかどうかというのはまた

別にして、そういうところに加入ができるのか、その後援会ですよ。そういうようなことも東

京オリンピックを見すえて、バスケット競技なんかも、あと栃木県のほうで国体も開催されま

すし、その辺はどんなあんばいなのか、今後、御検討でもいただければということで、これに

ついては結構です。 

 借地関係もよくわかりました。 

 消費拡大については、これは４カ月分ですよということで、これが今年度はもっと予算がつ

くということですね。 

 緊急通報装置というのはペンダントぐらいの大きさで、今、聞き間違ったかどうかは知らな

いんですが、ペンダントぐらいの大きさなのか。そして、家族にも通報される、役所にも、役

所というか別なところにも通報されるというようなことで間違いないかどうか。 

 寝具類ですね。この利用料金はどうなのか。利用料金がかかって大変だというのでやめられ
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たとすれば、温かい布団に乾燥した布団にお年寄りが寝られるような、実際利用が半減という

ことの理由としては、やはりお金がかかるのかなというか、負担が大きいのかなと思うんです

ね。その辺のところをちょっとお願いするということと。 

 あと那須烏山市の決算書とか行財政報告書、私、南那須の図書館へ行ってまいりましてちょ

っと聞いたらば、うちのほうでは置いてございませんというふうに言われましたので、もう一

度置いてあるのかもしれませんが、確認をしていただいて、置いていただいて、私、行ってき

たので。私も探したので。間違いないかなと思いますので、ひとつその辺はしっかりと市民に

こういうことをね、見る人がいるかどうかはわかりませんけれども、その辺をお願いできれば

ということでお願いをして、それは結構です。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  それでは、まず、情報教育関係の御質問でございます。支援

サポート関係でございますが、こちらにつきましては、やはりパソコン等情報ネットワーク関

係の操作というものについて相当の専門性がございます。そういった形で新たな操作、新しい

機器等々が入った場合にはやはり専門家の操作指導、支援、こちらがないとどうしても先生方

もなかなか、お忙しい中取り組んでおりますので、そういった操作方法等の支援ということで

専ら入っているのが、こちらのサポート事業というふうに御理解をいただきたいと思います。 

 また、今回の補正予算の中で、電子黒板の導入ということがございました。こちらにつきま

しても、やはりプロが指導することによって電子黒板の操作の効率化も図れるかと思いますの

で、そういったものも今後、こういった予算を使いましてよりよい操作ができるような支援体

制を組むということでは考えてございます。 

 それから、健診結果の関係を今後どのようにフィードバックしているかというような御質問

かと思います。こちらにつきましては、特に小児習慣病、よく小慢、小慢と言うんですが、小

児の慢性的な病気ですね。肥満等々の関係が一番今、問題となっています。こちらの関係につ

いては、やはり個々の小学校で得たデータを健康福祉課等々、あとこども課のほうでこちらの

情報も把握しておりますので、そちらをあわせまして、これから大人になる前に、上に進む前

に、そちらの芽を少しでも治療をして大きな形で生活習慣病等にならないように、小中学生の

うちに根絶できるような形で指導に結びつけていることがございます。 

 答弁漏れまして、もう１件、エレベーターでございます。エレベーターについては３校、下

江川中学校、荒川中学校、烏山中学校、こちらの３中学校でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  小口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（小口久男）  まず、緊急通報の関係で、緊急時には登録者の方の通報と委
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託業者の連絡が入りまして、市にも連絡が入ります。常時委託業者のほうから連絡がつかない

という場合には、市のほうに連絡がありまして、どのようになっているかということの連携も

図っているところでございます。 

 ペンダントで常に自分の身につけておきまして、緊急のときは通報できるようになっており

ます。また、電話回線を利用していますので、電話機のところにも設置してあります。 

 続きまして、布団の関係ですね。寝具類等の消毒サービス事業についての利用料金について

でございますが、１回５,０００円以内を上限といたしまして補助しております。 

 以上でございます。 

○３番（渋井由放）  了解いたしました。 

○議長（佐藤雄次郎）  質疑はございますか。 

 ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  ５番久保居でございます。私は七、八点お伺いしたいと思います。 

 まず初めに、市民課関係についてでございますけれども、この行財政報告書と先週いただい

た那須烏山市住民基本台帳人口についてお尋ねしたいと思います。先日いただいたこの住民基

本台帳の人口は、ことしの９月１日現在で２万８,７６６人となっております。 

 しかし一方、下野新聞が毎月出している市の人口は、今月の場合２万７,８９８人だったか

な。そうすると、住民基本台帳と下野新聞が出している人口、これは８８８人の誤差があるん

ですよね。この誤差は当然住民票を置いて東京などに学生として向こうに住んでいるという方

なんかの差だと思うんですが、実際に住んでいるのは下野新聞に書いてある２万７,８９８人

が正しいのかなと。 

 それで計算すると、くだらないと言われるかもしれませんけれども、住民基本台帳で２万８,

７６６人、それで高齢者人口が８,５３２人、２９.６６％の高齢化率だということであります

けれども、実際住んでいる方が仮に下野新聞のあの実数である２万７,８９８人だと高齢化率

は実際３０.６％になります。実際に住んでいる人の高齢化率はもう既に３割を超えているん

だなというふうな感じがいたしました。 

 それで教えていただきたいのは、限界集落、準限界集落、これが本市に何集落あるのか、も

しおわかりでしたら教えていただきたいと思います。これが第１点でございます。 

 それから第２点は、今度は予算書のほうの５９ページ、２款１項８目の企画費についてであ

ります。企画管理費ということで、備考の欄に説明がございます。１３９万９,０００円、こ

れはことしの春に本市がイメージキャラクターをつくった総費用かと思います。 

 前にも１回聞いたと思うんですが、もう一度聞きたいんですが、このキャラクター募集、こ

れは市民に募集を図ってキャラクターをつくるということだったわけですよね。そのときのキ
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ャラクターは当初から３体の予定でいたのか。１体の予定でいたのか。その辺のところをまず

伺いたいと思います。それから、今３体あるわけですが、大体ほかの市は１体が多いんですね。

それを３体にしたその理由は何なのか。 

 それから、どこの市もこのイメージキャラクターを持っています。いろいろな活動をして市

のイメージアップをどう高めていくかという競争をしているわけですけれども、本市の具体的

なそういう構想とか運営や活動、それから戦略などは今後、どのように考えているのか。その

キャラクターに関するそういうビジョンとか、今後の運営活動とか、戦略のようなこともあれ

ばお伺いいたしたいと思います。 

 ３点目は、同じく総合政策に関することでありますけれども、同じページに総合計画策定事

業費というのがあろうかと思います。総合計画策定事業費に業務委託料として総合計画策定支

援２１０万円とありますけれども、この総合計画策定支援２１０万円の内容についてお伺いい

たしたいと思います。 

 ４点目は、同じ備考欄の中にあるんですけれども、地域振興事業費の同じく業務委託料那須

烏山市魅力発信事業１２４万６,５７０円の事業内容についてお伺いいたしたいと思います。 

 ５点目は、６１ページの備考にございます一般コミュニティ助成事業５００万円のその内容

についてお伺いいたしたいと思います。 

 続きまして６点目、６５ページの１２目の地域交通対策費、これは、昨年の１０月から始ま

ったデマンド交通の業務委託料としてのデマンド交通運行業務とコールセンター運営業務に対

して７９６万５,０００円支出されているわけであります。 

 ここでお聞きしたいのが、昨年の１０月からことしの３月までのこのデマンド交通の利用者

は延べ何人になるのか。その人数がわかれば、７９６万５,０００円がデマンド交通にかかる

総経費だとすると、１人当たりのコストは幾らになるのか。その辺のところをお伺いしたいと

思います。 

 また、今年度は烏山地区についてもデマンド交通を導入するということで検討しているよう

でありますけれども、その辺の進捗状況についても伺いたいと思います。 

 それからもう１点は、１１１ページ、４款１項１目の熊田診療所特別会計繰出金についてで

あります。これは私、毎年熊田診療所の運営はどうなっているんだということをお伺いしてい

るわけでありますけれども、ことしもまた、一般会計から１,４５８万９,０００円の繰出金が

あると思うんですが、熊田診療所の運営状態はどのようになっているのか、伺いたいと思いま

す。 

 それから、８点目が２１５ページ、３項５目郷土資料館についてであります。これは郷土資

料館関係で７１６万４,４６９円の支出がされております。これを一方、行財政報告書のほう
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で見ると、開館日が１６１日、入館者が３２１人、１日当たりの入館者数が１.９人というこ

とであります。これは単純に割ると１人当たり約３,６００円の経費がかかっているわけであ

りますけれども、私、この件については、もう数年前から山あげ会館の中に入れて、郷土資料

館を活用したらどうかと。そうすることによって、山あげ会館の入場者数も増えるのではない

かというようなことを再三申し上げているんですが、私の意見はともかく、そういうような考

えがあるのかどうか。それもあわせてお聞きしたい。それから、コスト的にもちょっと１人当

たり３,６００円を負担してこの資料館、今のままであるのはいかがなものなのかと。ですか

ら、私が提案するような山あげ会館なり、適切なところに移設して、もっと効率のいい運営の

仕方ができないかということを伺うものであります。 

 以上８点であります。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、総合政策課関連の部分につきましてお答えをさせ

ていただきます。 

 まず、第１点目の住民基本台帳人口と下野新聞のほうで発表している人口の違いでございま

すが、下野新聞のほうは、毎月人口統計調査という調査の結果を総合政策課のほうから報告さ

せていただいておりまして、その数字が掲載されているのかなというふうに思っております。

毎月人口統計調査につきましては、平成２２年度に実施いたしました国勢調査の人口から毎月

の自然増減、社会増減の数字を増減させたものでございまして、住民基本台帳人口は住民基本

台帳に登録されている人口ということで、若干母数に違いがございまして、数字の違いが出て

くるということでございます。 

 国勢調査の人口につきましては、住民票の登録云々ではなくて、実際１０月１日の基準日に

市内に在住していたということになりますので、より実数には近い数字にはなろうかと思いま

すけれども。 

 それから、限界集落、準限界集落の関係でございます。こちらにつきましても、平成２２年

度の国勢調査に基づいて調査したものでございます。また、限界集落については６５歳以上の

人口が５０％以上という定義がございますが、平成２２年度国勢調査の結果に基づきますと、

那須烏山市につきましては１地区でございます。それから、準限界集落でございますが、こち

らは５５歳以上の人口が５０％を超えている地区ということでございますが、国勢調査の結果

１８地区が準限界集落の状況。 

 まず、限界集落につきましては市内の愛宕台地区です。準限界集落につきましては、１８ご

ざいますが、地区をそれぞれということでよろしいですか。まず、烏山地区ですけれども、中

央地区、中央１丁目、２丁目、３丁目。南２丁目、向田、小原沢、小木須、横枕、大木須、白
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久でございます。南那須地区につきましては、高瀬、曲田、八ヶ代、熊田でございます。限界

集落、準限界集落については以上でございます。 

 それから、３点目の企画管理費の中のイメージキャラクター作成事業ということでございま

すが、広く市内外から公募をいたしまして５０１点の応募がございました。この中から最優秀

賞１点、優秀賞２点の３点を選定いたしたわけでございますが、当初最優秀賞ということで

１点の着ぐるみの作成の予定でございましたが、選定された３点、いずれもすばらしい作品で

ございまして、市といたしましても、県内のイメージキャラクター作成ではかなりおくれてお

りまして、本市のほか数市町しか作成していない自治体がなかったということでございまして、

できるだけ市のイメージアップを図っていきたいということで、３点を作成するということに

いたしました。 

 それから、このイメージキャラクター、５月に行いました八溝そばまつりの会場で最初のお

披露目を行いましたけれども、その後、これまで延べ１８日間各種県のイベントであるとか、

また市のイベント、そういったものに出場させていただいております。まだまだ県内にも知名

度が高いという状況ではございませんので、今後も積極的に県内の各種イベントに参加をさせ

ていただきまして、その知名度アップを図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから、４点目の総合計画策定後期基本計画の策定事業費２１０万円の内容ということで

ございます。平成２４年度につきましては後期基本計画の策定ということで、前期基本計画、

平成２０年から平成２４年までの基本計画のそれぞれ施策の進行状況のほうを内容をチェック

させていただきながら、計画の策定を進めてきたところでございますけれども、この中で前期

基本計画の中で、まちづくり編のほうには９５の施策を掲げてございました。この施策の１つ

１つを４月から８月まで計７回にわたりまして、総合政策審議会のほうでつぶさに内容のチェ

ックをさせていただきました。 

 あわせて、平成２５年度から５カ年間、重点的に進めていくチャレンジプロジェクトである

とか、行財政改革アクションプラン、こちらの検討を行ってきたところでございます。そのチ

ェック作業の過程におきまして、各課のほうからこの９５施策、行革アクションプランそれぞ

れにつきまして、細かな実績、現状と課題、そういったものをまとめましたシートを提出をい

ただいたところでございますが、こちらを各委員のほうに配付をさせていただきまして、委員

の皆さんに内容をチェックをしていただいたものを意見として提出をしていただいたわけです

けれども、それらをとりまとめた上で、審議会の中で総括的な審議をしていただいたというよ

うな手順を踏んでございます。 

 このための資料の収集整理、非常に膨大でございました。そういったものの支援をいただく

ということと、後期計画の素案につきましては、庁内のプロジェクトチームを設置いたしまし
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て、原案を検討してきたところでございますが、その原案を作成するためのプロジェクトチー

ム会議でいろいろ使っておりました参考資料の作成、それから、最終的な素案のとりまとめの

作業、そういったものを総括的に業務を委託してとりまとめたということでございます。 

 それから、那須烏山市の魅力発信事業でございますが、こちらにつきましては、平成２４年

度の補正予算で計上させていただきましたけれども、震災対応緊急雇用対応事業という交付金

を受けまして実施している事業でございます。こちらにつきましては、下野新聞社のほうにお

願いいたしまして、月２回、本市の観光イベント情報であるとか、魅力のある情報を掲載をい

ただくという事業でございます。 

 平成２４年度から平成２５年度、今年度にかけての事業でございますが、平成２４年度につ

きましては下野新聞社のほうで編集作業のための人員の確保であるとか、そういった準備の期

間、３月１カ月間でございましたが、そういった準備のための期間ということでございました。

平成２５年の４月からほぼ月２回のペースで下野新聞の地域版の県央版のほうにこちらの記事

を掲載をさせていただいております。 

 それから、一般コミュニティ助成事業でございますが、こちらは自治宝くじのほうの還元金

を使いまして実施をしているものでございます。平成２４年度につきましては、愛宕自治会、

屋敷自治会それぞれにおきまして、太鼓のほうの整備を行った事業でございます。２団体それ

ぞれ２５０万円ずつということで５００万円の事業費になってございます。 

 総合政策課関連は以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  ６５ページ、デマンド交通でございますが、平成２４年度の

下半期半年分の実績でございますが、輸送人員は１,８０７人でございます。ですので、これ

から、市が支出した１人当たりの経費を割りますと４,４０８円。以上のような状況になりま

す。 

 なお、烏山地区へのデマンド交通の検討ということで、６月下旬に地域公共交通会議を開催

しまして、現在のデマンド並びにそのほかの公共交通の体系等についての状況の説明とまた、

委員との意見交換会を実施しております。また、今月に入ってからも、陸運支局のほうへもい

ろいろ意見聴取、また、そのようなことで担当のほうで行っておりまして、間もなく考え方等

を素案をもとにしまして、今後内部で詰めて、また、来期へ向けての体制、考え方をまとめて

いく予定でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  大野市民課長。 

○市民課長（大野治樹）  私のほうから熊田診療所の運営状況についての御質問についてお
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答えしたいと思います。 

 熊田診療所の運営につきましては、毎年御指摘をいただいているところでございます。なか

なか新規の患者さんが増えない状況にございまして、これまでの患者さんの御利用ということ

から、極端な回復というのが難しい状況にございますが、今年度の行財政報告書の２６７、

２６８ページに状況が出てございますが、利用件数等は全体で５１件、１.１％減ということ

でございます。こちらの患者数は年間で延べ患者数が４,６１２人ということで、前年度から

比べますと５１人減少している状況にございます。これを診療日で割りますと、１日平均、平

成２４年度については１５.７人ということで、昨年度が１５.９人ということで若干減少して

いる状況にございます。 

 国民健康保険診療について減少しているということで、若年層の利用が少ない状況で、その

他の診療が若干増えているということは高齢者等の利用が多い状況にございます。この辺、も

う少し分析をさせていただいて、地域の皆さんと先生との信頼関係を築いて、より多くの方が

来所されるように今後も努力していきたいと考えてございます。 

 本年度も繰入金については１,４５８万９,０００円ということで、昨年度に比べまして

１４６万１,０００円増加している状況にございますので、今年度新たに、診療所において、

国民健康保険連合会主催ではございますが、診療所のロビーをお借りしまして熱中症対策の健

康教室みたいなものを開催してございます。そういった地域の方との交流できるような事業を

もう少し検討させていただいて、信頼関係を築きながら患者の増加を図ってまいりたいと考え

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江生涯学習課長。 

○生涯学習課長（堀江功一）  私のほうからは２１５ページになります、その中の郷土資料

館費７１６万４,４６９円の内訳と内容ということでございますが、この中のまず業務委託料

なんですが、被災展示資料整理活用事業と古文書等の歴史資料整理活用事業、これは災害が起

きたものの資料を緊急雇用創出事業の指定を受けて、ということは１００％の補助を受けてこ

れを整理をしているところでございまして、合計で約６００万円ほどの事業費になっておりま

す。 

 その下の施設管理委託料は、施設を管理するにあたっての４つの事業なんですが、その中で

先ほど久保居議員からありましたように、開館日が示されましたが、今、開館日は週４日、火、

木、土、日の４日開館しておりまして、それにつきまして、シルバー人材のほうに委託してい

まして、その費用でございます。そのほかは費用管理ということで、施設管理の中では１０７ 

万６４０円ということでの内容になっております。 



平成25年第５回９月定例会 第５日 

－255－ 

 この資料館とか南那須の郷土資料館分の資料につきましては、今、七合中学校に保管してい

るところでございますが、これについて今後の対策については現在、まちづくりプラン１１の

中で仮称歴史資料館等基本構想策定委員会を開催し、設置場所や規模、そして展示の構成など

を今協議中でございまして、その中で山あげ会館の中というのも一考でございますので、その

中で現在進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  私の初めの質問ですね。人口に関する部分について、また限界集

落について、限界集落は現在１地区、準限界集落が１８地区ということで、各地域の名前を挙

げていただきました。わかりました。これは総合計画か何かに入っている人口の高齢化率の計

画だと、高齢化率が３０％になるのは昭和２７年のころじゃなかったでしたっけ。私も今、ち

ょっとここに持っていないのでわからないんですが、それがことし、２９.６６％、実際は私

の計算でやった３０.６％というような統計はとらないにしても、２９.６６％であるというこ

とは、来年度は間違いなく３０％になっていくのかというふうに考えたわけであります。 

 また、あわせて当然高齢化率が上がれば、こういう限界集落、それから準限界集落も増えて

きますので、この行革の報告書の各年代ごとの人口配分を見ると、本当に子供が少なくてお年

寄りが多い。ゼロ歳から１５歳の間の人間よりも７５歳から９０歳ぐらいの方のほうが人口が

多いんですね。だから、少子高齢化対策も本当に慎重にやっていかなければならないなと改め

て認識をしたところであります。 

 続きまして、２番目の質問、企画管理費のキャラクターについてでありますけれども、これ、

そもそも初めは１点だったんでしょう。それで、たまたまいいのが出てきたから３点つくっち

ゃうかということになったんだと思うんですよね。大体ほかの市は、私が見ている限り、キャ

ラクター１点つくるのが多いと思います。その１つのキャラクターを売り込むのにもなかなか

苦労している。 

 それぞれの市やそれぞれの担当者がいろいろな工夫をして戦略を立てて、アピールの仕方と

か、そういうことも全部考えながらやっているんだと思いますが、本市の場合はキャラクター

を１点決めようというのがいつの間にか３体になった。その３体の関連性、これ、１回新聞に

出ていました。八ヶ代のあそこの桜の辰街道の桜の前でやまどんを助けたここなす姫が友達に

なって２人で今度は那珂川に来て、那珂川にからすまるがいたんでまた友達になったとか何と

かなんていう説明がありましたが、それはいいんですよ、そういうやはりコンセプトをつくっ

て、それとキャラクターね、１体１体のちゃんとキャラクターの設定をしっかりしないとだめ

ですよ。 
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 それから、私はこれは市長にもこのキャラクターが動いているときにお話ししたことがあっ

たんですが、ほかのキャラクターは確かに声を出しません。うちのキャラクターも声を出さな

いのが設定なんですということなんですが、ただ、３体ね、のこのこ会場に出ていっても、あ

まりアピール力がないんじゃないのかな。ですから、ほかの自治体は声は出さない。くまモン

にしたって、ひこにゃんにしたって、そのキャラクター自身は声を出しませんけれども、やは

りみんなの前に行く前に、３体並んで紹介するときには、それぞれのキャラクターの声でお姫

様だったらかわいい女の子みたいな声で、今からみんなのところへ行くよ、友達になってねと

か、おいどんはやまどんだいとか、拙者はからすまるじゃとか、今からみんなのところへ行く

から友達になってくれよ、那須烏山市へ来てくれよぐらいの、そういうメッセージを最初に与

えて、そういうのを出して、その後、会場の中に散らばっていく。すると、会場の中で、どう

いうときにはどういうパフォーマンスするというようなことまできっちり訓練してやっていっ

たほうが、よりＰＲ力が上がるんじゃないのかなと。 

 どうも今、皆さん一生懸命やっているんだと思うんですが、何かのこのこって出てきて、の

このこと入っていって、そのパフォーマンスもそれぞれがばらばらで、何か１体でも目立たな

いのが３体になっちゃっているから、何が何だかわけわからなくなってきちゃう。子供たちは

当然、かわいいって言って来ますよ。だけどもうちょっと何かメッセージ性を高めたほうがい

いんじゃないのかなというのが私の提案であります。そのようなことも大変でしょうけれども、

どうせつくったんですから、お考えになったらいかがかなというふうに思いました。 

 それから、３番目に質問いたしました総合計画策定事業費に総合計画策定支援２００万円は、

これは要は業務委託してある会社にお金を払って、この総合計画をつくっていただくお手伝い

をしてもらっているということですね。これは前から私は自前でつくったらどうだということ

を言っているんですが、相変わらずやはりそういうところの力をかりないとできないようであ

ります。これはこれで結構であります。 

 続きまして、地域振興事業費の業務委託料那須烏山市魅力発信事業１２４万６,５７０円、

これは下野新聞社の記者の補助で採用された方の費用なのかなというふうに思います。大分う

ちのほうは多いですね、このとちぎテレビとか下野新聞社に宣伝料として出しているお金が。

とっておき那須烏山とか、ＣＲＴの。かなり多額な宣伝料を投資しているんですけど、これの

効果のほどはどのように検証されているのか。これもまたこの後、伺いたいと思います。この

費用対効果といいますかね。 

 それから、５番目の一般コミュニティ助成事業、これについてはわかりました。 

 ６番目が地域対策交通費デマンド交通についてですけれども、全体の総費用を計算すると昨

年の１０月から１,８０６名だか１８０５名だかの利用があった。そうすると、７９６万５,
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０００円をこの人数で割ると１人４,４０８円になる。これ、デマンド交通、確かにいいこと

だし、続けていくべきだと思うんですが、今のままでは１人当たりのコストがちょっとタクシ

ー並みになっちゃいますよね、４,４００円というとここから烏山でも南病院へ行くのでも４,

４００円あれば往復行けるのかな。そのくらいのタクシー料金と同じぐらいのコストがかかっ

ているわけですよね。 

 ですから、もうちょっと周知をするとか、烏山でも今度はデマンドを交通やるんでしょうか

ら、その運営形態が同じにするのか、また、違った形にするのか、その辺のことについても、

もうちょっと具体的に御説明をいただきたいと思います。 

 それから、７番目の熊田診療所の特別会計、熊田診療所の運営について、私は毎年お聞きし

ているんですが、どうもあまり好転していないようであります。本当にこれ、先生ももちろん

頑張ってやっていらっしゃると思うんですが、先生と患者さんの信頼関係をもっと図っていた

だいて、収益が上がるように、この市のほうからの繰出金が年々少なくなるように努力をお願

いいたしたいと思います。 

 ８番目の郷土資料館について、これはいろいろな資料の手入れや何か全てを入れての金額だ

ということは私も承知しております。ただ、そちらにもお金がかかるんですが、これ、早く全

て山あげ会館だけとは言いませんけれども、山あげ会館も入館者数は減っているわけですよ。

もう過去七、八年前からじゃ３分の１以下に落ちているわけ。つい先だっては入館料５００円

を３００円にして何とか入れようという方策をとっているわけでしょう。 

 ですから、あそこをもう一度見直して、物販売り場とか上の展示場を見直して、あそこにや

はりこういう郷土資料館も一緒に併設する。そして、郷土資料館を見る場合にはただ、山あげ

会館に入る場合にはお金をいただく。そういう工夫をしていただきたいと私は前から言ってい

るんですよ。これもう、３年か４年前から言っていると思う。ちょっと対応が遅いんじゃない

ですか。 

 以上、ちょっと二、三答弁を求めるところがあると思うんですが、御答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、総合政策課関連でございますが、まず、第１点目

のイメージキャラクターの関係でございますが、今、御指摘ございましたように、今後パフォ

ーマンスをどうやって高めていくかというようなことにつきましては、着ぐるみ策定時から庁

内に若手職員で検討会議を設けて、いろいろ検討を進めておりますので、今後ともこのパフォ

ーマンスを高めていくための研究は進めてまいりたいというふうに考えております。 

 またあわせまして、できればその市の特産物等にキャラクターが活用できないかどうか。そ
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れもあわせて検討してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、下野新聞のほうの那須烏山市の魅力発信事業でございますが、こちらにつきまし

ては４月から約半年、これまで掲載してまいりましたけれども、下野新聞社のほうともよく協

議しながら、もうちょっと費用対効果の上がるような手法等も今後検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  デマンド交通の件についてですが、昨年の半年間の実績、

１日当たりの乗車数が１５名ということで、やはり皆様からももっと周知を図るべきという御

指導をいただきまして、ことしの８月の１カ月、１日当たりの平均は２３.８人ということで、

徐々に周知活動、また利用についての理解が図られてきたのかなということで、引き続きその

利用者の確保に努めていきたいと思います。 

 また、烏山地区での運営形態、それらについては、南那須地区とはまた違った条件がござい

ます。市営バス、コミュニティバス、そこら辺の運行もありますし、これらについてまた、先

ほどの１人当たりの単価が通常タクシー料金よりも非常に高くなるような状況もございますの

で、これらを全て含めていろいろな方策、やり方がありますので、検討している段階でござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  大野市民課長。 

○市民課長（大野治樹）  それでは、熊田診療所関係でございますが、議員御指摘のように、

熊田地区の地域の方との交流を深めながら、熊田診療所を中心に健康にかかわる交流等の事業

を検討しながら、利用者の増加に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江生涯学習課長。 

○生涯学習課長（堀江功一）  郷土資料館の運営につきまして、先ほど申しましたように、

まちづくりプランの中の歴史資料館の基本構想策定委員会、全庁横のつながりを受けて検討し

てまいりますし、その中で山あげ会館の中の運用についてとか、郷土資料の学校の授業として

の関連とか等をよく調整しながら、先ほど言いました場所とか中身、どういうのを展示するか

を今後も引き続き検討会の中で協議していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（佐藤雄次郎）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  私はこれで最後の質問になりますけれども、今、答弁いただきま

した。このキャラクターについてはとにかく企画力を高めていただきたい。ほかの市もどこに

もあるわけですから、そこの中でやはり１本抜けるには同じようなことをやっていちゃだめで



平成25年第５回９月定例会 第５日 

－259－ 

す。とにかく企画力を高めていただきたい。パフォーマンス力とかいろいろな見せ方がありま

すから、役場の職員の中だけでどれだけ知識のある方がいるのかわかりませんけれども、いろ

いろなものを見て勉強をしていただきたい。じゃないとなかなかメジャーになっていかないん

じゃないのかなというふうに考えるところであります。 

 それから、後は緊急雇用や何かを使って地域、那須烏山市の魅力発信事業とか何とかという

ようなところに、緊急雇用という名目の名のもとに近年使われているようですけれども、これ

も費用対効果をきちんと検証してください。民間の場合には、幾ら投資した場合に、どのぐら

いの効果が上がった。これは金銭的なものじゃなくて、市民に対するサービス、市のＰＲにし

てもどのくらいの効果が上がったかというものを検証するのが民間であります。そういう観点

から、費用対効果をよく検討して、無駄なところにはいくら国からくれる補助金であっても、

県から来る補助金であっても、そういうところには投入しない。もっと生きた金を使うという

ことを徹底していただきたいと思います。 

 それから、郷土資料館についてでありますけれども、何年も何年もくすぶっていないで、ど

こに新たな展示場所を求めるのか、私はそういう対案も前から出しているわけですから、もっ

とスピード感を持ってやっていかないと、毎年毎年同じような経費がだらだらだらだらかかる

ということになりますので、よろしくその辺を考慮していただきたいと思います。 

 私の質問を終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  それでは、ここで暫時休憩します。 

休憩 午前１１時３５分 

 

再開 午前１１時４５分 

○議長（佐藤雄次郎）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 なお、先ほど川俣議員の質問に対して答弁漏れがありましたので、答弁させます。 

 青木こども課長。 

○こども課長（青木 敏）  大変失礼いたしました。川俣議員の御質問に対しましてお答え

をいたします。申しわけございませんでした。 

 まず、市が行っています乳幼児の予防接種に対しまして、その費用に対しまして県の補助金

として子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金ということで、予防接種の費用に対

して県から補助金が来るものです。補助率につきましては２分の１です。 

 続きまして、子宮頸がん関係の副作用なんですが、中学生なんですが、４月に１件、５月に

１件ということで、計２件ということで、いずれもそれほど日数を置かず回復しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ７番髙徳正治議員。 

○７番（髙徳正治）  一般会計の決算書の中の８１ページ、社会福祉事業費の中の地域福祉

ネットワーク事業２００万円、この内容についてお伺いいたします。 

 また、８５ページ、障がい者のほうの委託事業で障がい者相談支援８３７万３,０００円、

またその下で地域活動支援センター事業費８４７万３４０円、また、その下の日中一時支援事

業１７２万４,７１４円。 

 これとまた、９７ページ、地域版プラットフォーム事業１１５万２,３２４円。 

 １０１ページで、これは、にこにこ保育園で保育士派遣が１６３万２,１２０円、また、

１０９ページで大田原日赤赤十字病院の移転新築事業費で１,８００万円でありますが、他市

町村はどういう状態になっているのか。 

 また、１１９ページ、雇用対策事業費の中の業務委託料緊急雇用創出事業費４８７万７,

６１６円、これは単年度の事業であるか、その辺もお伺いいたします。 

 １２３ページの業務委託料の地域ブランド発信番組制作事業費が１,５００万円、この辺の

内容もお伺いいたします。 

 あと最後に２０７ページで史跡公園土地借り上げ料が１４万９,３１５円、この内容をお伺

いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  小口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（小口久男）  それでは、健康福祉課関連について答弁いたします。 

 まず、８１ページの地域福祉ネットワーク事業ということについてですが、これについては

小地域見守りネットワーク事業ということで、ボランティアコーディネーター等の人件費でご

ざいます。この市小地域見守りネットワークというのは、安心して暮らせる思いやりのまちづ

くりということを目指しまして、高齢者や障がい者などの方へ地域で見守って支え合いましょ

うという体制づくりをするものでございます。 

 続きまして、８５ページの中ほどですね、障がい者相談支援ということで８３７万３,

０００円ということでございますが、これは大和久福祉会のほうに委託いたしまして、南那須

地区の障がい者に対する相談の支援センターということで、那珂川町と案分して負担しており

まして、そのような事業の委託料でございます。 

 続きまして、その３段ぐらい下ですね、地域活動支援センター事業ということでございます

が、ここについては地域のいぶきとかあすなろ、すずらん、ひまわり、やみぞ等に障がい者等

の活動支援ということで事業を行っているものでございまして、行財政報告書の１１５ページ
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の（キ）になりますね、この関係の一番上の地域活動支援センターということで８４７万円と

いうことで金額は載っております。 

 続きまして、その下の日中一時支援事業ということでございまして、やはり同じページのと

ころでございますが、１７２万４,０００円ということで、これについても大和久福祉会ある

いはくれよんクラブ、社協等への補助金ということで出しております事業でございます。 

 続きまして、１０９ページのこれは大田原の赤十字病院の移転新築に伴う市の負担金でござ

いますが、他市の負担金は幾らかということですが、ちょっと手持ち資料がございませんので、

後で報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  青木こども課長。 

○こども課長（青木 敏）  御質問にお答えをいたします。地域版プラットフォーム事業と

いうことで、この事業は県の事業であります。基本的には地域力を生かした子育て支援という

ことで、行政とＮＰＯ等が協働して行う事業で、平成２４年度ＮＰＯ法人のうさぎクラブとこ

ども館が一体となって行った事業であります。事業の内容につきましては、全部で６種類の事

業を行っております。例えば夏休みわくわく塾とか、あとは子育て応援冊子をつくったり、子

育てに関する後援会、シンポジウムとか、そのような全部で６種類の事業を昨年度行っており

ます。 

 続きまして、大変申し訳なかったんですが、９９ページのにこにこ保育園の賃金ということ、

そこを再度御確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 大変申しわけございませんでした。保育士派遣ということで、平成２４年度臨時保育士、臨

時職員を募集したんですが、その時点では保育士の応募がなかったため、やむを得なく民間か

ら保育士１名を派遣していただいた費用となっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  １１９ページの緊急雇用創出事業４８７万７,６１６円の内

訳ということでございますけれども、これは緊急雇用補助を得ながら実施しているものでござ

いまして、これは地域人材育成事業ということでＮＰＯ法人、１団体が事業を実施したもので

ございまして、内容的には荒廃放置竹林の伐採と河川下りによる那珂川流域環境保全、人材育

成事業ということで、この事業所に委託をいたしまして事業を展開したということでございま

す。 

 この緊急雇用の雇用人数につきましては、４人を雇用しまして対象になったということでご

ざいます。この事業は単年度ということで御理解いただきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  １２３ページの地域ブランド番組の発信関係ですが、御存じのよ

うにＣＲＴ栃木放送の経費でございます。１,５００万円ですが、うち８３４万２,７８３円が

常時４人雇用してございますが、その４人の人件費でございます。残りにつきましては、大宮

駅の発信イベント、それから、社用車の燃料費もろもろ諸経費が約半分、人件費につきまして

は総額の５５.３％が人件費という形になってございます。番組につきましては、４月から平

成２４年度は４８回、毎週木曜日１０時１５分から２５分までの１０分番組ですが、那須烏山

市のイベント、祭り関係はもちろんでございますが、行政に関する防災訓練の状況、それから

ＰＲ、それと烏山高等学校の持久走の様子とか、イベント、祭りばかりではなく、農産物の特

産品関係の発信等もしていただきまして、その都度リスナープレゼントということで、梨です

とか、ブドウですとか、そういう農産物のプレゼントなどもしておりまして、これらにつきま

しては、隣接県までＣＲＴの電波が届いておりますので、県外などからも応募がありまして、

那須烏山市のそういう特産品のＰＲにはなっているのかなというようなことで考えてございま

す。 

 さらには、大宮駅での生放送の番組で電波を送っていますが、１日３回やっていますが、そ

れらを聞いていただいて、山あげ祭に来たり、いかんべ祭に来たり、やなに遊びに来たりとい

うような費用対効果、経済的な波及効果等も生まれているのかなというふうな感じでございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江生涯学習課長。 

○生涯学習課長（堀江功一）  ２０７ページの上段にあります史跡公園土地借り上げ料でご

ざいますが、これは南那須地区にあります既存の史跡公園、小志鳥の城跡、そして愛鳥の森、

そして曲田の横穴周辺の土地なんですが、その遺跡の土地の借り上げ料でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ７番髙徳正治議員。 

○７番（髙徳正治）  以上で内容はわかりました。それで、若干質問は変わりますが、烏山

城に上る関東ふれあいの道ですか、その道というのは現在は道は借地として使っているんです

か。それとも指定された道として使っているのか。その辺をちょっとお伺いいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  申しわけありませんけれども、資料がありませんので後で御

報告したいと思います。関東ふれあいの道の土地関係の借地になっているか、それとも赤道に
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なっているかとか、そういった状況がどうなっているかということでよろしいわけですね。後

で報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

○議長（佐藤雄次郎）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 なお、質疑の前に午前中の髙徳議員の質問に対しまして答弁漏れがありましたので、商工観

光課長より答弁をさせます。 

 羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  先ほど髙徳議員の質問で遅くなりましたけれどもお答えした

いと思います。 

 関東ふれあいの道は県の林務のほうで指定しているものでございますけれども、それで市と

いたしましては、道については借用はしておりません。昔からの山道を利用して遊歩道みたい

な形でつくらせていただいたところなんですが、山の上には展望台とか烏山城の跡ということ

でありますので、今、現段階で木の倒木と雑草等がありますので、それらを対応しながら道と

して歩けるように今後してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  小口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（小口久男）  午前中の髙徳議員の質問の中で、赤十字病院の新築移転に伴

う負担金ということでございますが、負担金は均等割で利用者割ということで積算されており

ますが、那珂川町は３,２００万円です。そして、主な那須地区の市町の負担金については、

大田原市が約８億８００万円、那須塩原市が約５億６,７００万円で、那須町が１億２,

５００万円です。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  それでは、質疑に入ります。 

 ８番佐藤昇市議員。 

○８番（佐藤昇市）  私からは行財政報告書の中から３点、水道事業に対して１点を質問い

たします。 

 まず、１４２ページ、保育園関係の支弁額の補助金関係なんですが、決算を見ますと大体私

立の保育園はことしの平成２５年度を見てもわかるんですが、大体２億４,０００万円ぐらい、

公立は約３億１,０００万円ぐらい出資しているんですね。そうすると、合わせると大体５億
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５,０００万円だと思います。そういう中で、平成２５年度から保育所に関しては民営化の方

向性でということで、前にも市長のほうからもそういう方向で今、検討しているということで

ございますので、まず、最初にそういう保育園の将来に向けてどのような方向性でいきたいの

か。その点をまず１点お伺いします。 

 あと今、民間の私立保育園３園あります。公立も３園で、市内の委託分が１園で、そういう

ことで合計７つぐらいでお金は出資しているんですが、この年間支弁額が、私、勉強不足で申

しわけありません、その保育園ごとに年間お金を払っています。補助金額も払っています。そ

ういう査定はどのような方法で金額を算出するのか。わかる範囲でお願いしたいと思います。 

 また、個人的な保育園を見ると、人数１５０人定員とか、５０人定員ということでございま

すが、その延長保育なんていうのはもうほとんど定員に関係なく同じ金額なんですね。そうす

るとそれは延べ人数保育も同じなのかなと。一括してのお金なのかと、そこら辺までちょっと

私もわかりませんので、お聞かせ願いたいと思います。 

 次に、同じく国民健康保険ですね。２６１ページかな。国民健康保険の決算のほうですね。

国民健康保険、大変決算を見ても監査委員の報告にもありますように、大変不納欠損も多い。

ただ、この繰入金、特別会計、一般会計のほうからの繰り入れも４億円ということでなってい

ます。今後、この繰入金を一般会計から入れて、なるべく個人の保険料は上げないのか。いや、

もうそろそろこれからもうこういう時期に来ているから、やはり個人の負担も増やしていくの

か。方向性はどのようになっているのか。その点をお伺いしたいと思います。 

 あと診療所の関係で、同僚の久保居議員も熊田診療所の話も出ましたが、七合の２つの診療

所を見るとすばらしく成績がいいというか、患者が多いというか、病人が多いのかなというか、

熊田診療所は少ないんですが、一次医療ということで、これから国も何年か後には一次医療か

ら二次医療ということで進めていくようでございます。熊田診療所もそういう中でおおむね５,

０００万円頭でやっているんですが、同僚議員も言ったように繰入金も１,４５８万９,

０００円ということでございますが、やはり熊田は病院へ行かないというか、一次診療が大き

いところへすぐ行っちゃうのかなと、そういうことも考えられますね。 

 そういうことで、これからの考え方としては、やはりどうしても国も一次診療に行ってから

二次診療に行かせるという、何か厳しい診療ができるように今、なっているんですが、これか

らの問題ですよ。そういうことでやはり一次診療をぜひよく市民に徹底してやれるような方向

でやれればいいなと思うんですが、その考え方についてお伺いいたします。 

 あと１点は、事業会計の水道ですね。水道に関してはこの間の一般質問にも水道有収率、い

っぱい話が出ています。これはやはり大きな危惧だと思います。これは改良してもらうにして

も計画を持ってやるにしても、えらいお金が多分かかると思うんですよね。そういう計画とい
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うのは大事だと思いますが、去年もそんな話も出たのかなと私は思っています。また、１年た

ってもまだ同じ経過なんですよね。この漏水調査はしたにしても。 

 そういう中で、今、漏水しているやつを直すのは結構なんですが、私は新しいものを布設か

えしても、そこから漏っていることもあるんですね。その検査方法、前も言いましたけど、ど

のような方法で今、検査しているのか。再度お聞きしたいと思います。 

 以上１回目。 

○議長（佐藤雄次郎）  青木こども課長。 

○こども課長（青木 敏）  それでは、佐藤議員の御質問に対しましてお答えしたいと思い

ます。 

 まず、第１点目なんですが、民営化等についてなんですが、こども課のほうで平成２４年度

に公立保育園等運営検討委員会というのを立ち上げました。その中で、公立保育園等運営に関

する提言書をまとめました。また、平成２６年度中に策定をいたします子ども・子育て支援事

業計画の中で、保育園の人数とか総合的に勘案して、その計画の中でいつごろがいいのかとか、

そこらを検討する必要があるものと考えておりますので、その辺については再度検討を進めて

まいりたいと考えております。 

 ２点目なんですが、特別保育事業関係なんですが、これにつきましては、年度初めに各保育

園からどのような事業をやるのか、計画書を出していただきまして、その中で例えば烏山保育

園であれば延長保育、通常午前７時１５分から延長で午後７時１５分までやりますよと。例え

ば宮原であれば、午前７時半から午後７時までということで１５分は違ってしまうんですが、

延長をやりますよとか、そのような要望を聞きまして、金額的には１５分までやると金額的に

決まった額が支給されます。あとは利用した人数によっても若干金額が変わることもあるんで

すが、一応そのような過程で２点目と３点目についてはお答えという形でさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  大野市民課長。 

○市民課長（大野治樹）  それでは、私のほうから２点の御質問についてお答えしたいと思

います。 

 まず、第１点目の国民健康保険事業の繰入金等の考え方についてということでございます。

議員おっしゃるとおり、国民健康保険の医療費等年々増加する状況にございます。また、繰入

金についても、ルール分ということで国や県の助成がある部分と市町村単独で足りない分を補

塡する分ということで、また、さらには基金の繰り入れということで多額の費用を投入してい

る状況にございます。 
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 また、国内の情勢といたしましては、新聞報道で国民健康保険事業の保険組合の都道府県へ

の移行というようなことで騒がれておりまして、そちらのほうも提言が出されているようで、

将来的に県のほうに移行するのかなという状況にございまして、そういったことで近い将来、

平成２９年ごろにはそういった動向になるのかなと思いますが、それまでの間、国民健康保険

事業への繰り入れについて、現在のところは何とか基金や一般会計からの繰り入れということ

でできておりますが、これが医療費が極端な増額が見込まれる場合には、今後、国民健康保険

税等の税率についても見直さなければならない状況になるかもしれないということで、現在、

将来の医療費等を見すえて、県内の動向等を調査しながら対応してまいりたいと考えてござい

ます。 

 それから、第２点目の七合診療所とかと比べると、熊田診療所の患者数が少ないということ

で、議員御指摘のように一次医療ということで、かかりつけ医を飛び越して大病院などを受診

すると、今後はその初診料を高額として、まずはかかりつけにかかって、その医者の紹介をも

とに大きな病院へ行かないと、いきなり飛び越えて二次医療あるいは三次医療の医療機関に受

診しますと高額な初診料が取られるというような制度改正がなされるようでございますので、

この一次医療、かかりつけ医のＰＲを、議員御提言のように市民にＰＲをして、最寄りの身近

な医師に常日ごろの自分の健康等を気軽に相談できるような診療所にしていくように、先生方

と相談しながら対応してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  上水道の有収率の関係で漏水調査をどのような形でやってい

るのかというような御質問だったと思いますが、漏水調査につきましては現在は音聴調査を行

ってございます。昨年の９月議会で佐藤議員のほうから配水管をとめて調査する方法もあると

いう御提言をいただきまして、そのような内容を担当のほうにも話しましてやっているんです

が、そうしますと断水する時間帯があるというような内容で、当面の漏水調査につきましては

音聴調査で行ってまいりたいと考えております。 

 特に、給水管の漏水件数がかなり多うございまして、給水管になりますと、佐藤議員が去年

お話になっていたような調査方法がちょっととれないのかなというふうに考えておりますので、

この９月の補正で漏水調査の関係もそのような形で進めたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ８番佐藤昇市議員。 

○８番（佐藤昇市）  保育園の関係は大体今の話でわかりました。平成２６年度から計画し

ていく民営化するかしないか、そういう計画の中にいくんだと思いますが、子供の教育ですか
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らお金には左右されなくてもいいとは思うんですが、民営化するのと、公立が今やっているこ

とを一緒にやると５億５,０００万円がざっとで言うんですが、４億円になるのか５億５,

０００万円を超えるのか、その計画にもよるとは思うんですが、やはり民営化するということ

になれば、やはり経費削減ということも頭に少しは、教育と同じですからそんなにあまり考え

なくてもいいと思うんですが、そういう方向にもなるのかどうか。ちょっとその点だけもう

１回お聞かせ願いたいと思います。 

 次、国民健康保険ですが、国民健康保険は県内外、どこでも厳しいとは思うんですが、やは

り独自の那須烏山市で私が委員長をやっていたとき、５年前に上げたのかな。そんな記憶がご

ざいます。それからまた５年がたったのかなということでございまして、基金もかなり少ない

ですよね。そういう意味では、私個人としては、市民に税金をあまり負担させたくないので、

できる限り一般会計から、範囲であれば、そのほうが私はいいと思いますので、その辺もよく

検討してください。 

 あと、熊田診療所ですね。やはり一次診療ということにこれからなりますので、ぜひあまり

病院行け行けではなくて行かなくていいんですが、かえって熊田のほうはどっちに行っている

のか知りませんが、病人が少ないということもありますよね。そういうことも私は中身はわか

りませんけれども、とりあえずまず、一次診療のほうで市のほうでもそういうＰＲをよくして

いただきたいと思います。 

 あと水道のほうですが、今、課長が漏水調査のことを言いましたが、私は検査のことを今聞

きましたね。どういうふうな検査で水道管布設替したやつを検査をして、水圧検査をして、今

やっているのかということを聞いたので、その漏水調査は漏水調査でいいと思いますので、そ

の新しいものから漏水しては何もなりませんので、その辺を第１回目に聞いたので、その辺を

もう１回お聞きしたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  青木こども課長。 

○こども課長（青木 敏）  ただいまの御質問についてお答えしたいと思います。 

 民営化にすれば、確かに経費は削減されるのかなと考えておりますが、現在のところ、大変

申しわけございませんが、そういう算出はしておりませんので、本当に申しわけないんですが、

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  大変失礼しました。新しく布設した管の検査方法についての

御質問でございましたか。昨年もやはり決算議会で答弁したと思いますが、１名がパスカルで

１時間という時間帯で、一般的に１０キロの圧力で１時間という時間の検査を行っております。 

○議長（佐藤雄次郎）  ８番佐藤昇市議員。 
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○８番（佐藤昇市）  今、課長から説明がございました。１時間の１０キロ、パスカルかな、

それでは全然漏水はわかりませんよね。それが本当に布設管をして、それが本当に漏っている

か漏っていないかというのはわかりません、１時間ではね。なおかつ、分水工事と本管工事と

いうのは別なので、ほかの市町村へ行くと、もう布設替えしたら、本管はもう本管でもう全部

１日がかりでやっているんですね。分水もからもみとかそういうのをさせないから、その分水

サドルをつけて注水までをもむ前にやる。水圧の試験しているんですよ、もう分水も。それが

普通なんですよ、今ね。 

 ここは多分一緒に分水もさせて、一緒に水圧かけているのか何だかわかりませんけど、区別

して、給水管と本管とのね、それを２つに分けてどこの市町村も今検査していますので、そう

いう検査の仕方もね。新しくせっかくつくって、多分１時間では大体水圧も下がりませんから、

波がありますからね、だから、そういうものをきちんとほかの市町村のやつも勉強して、新し

いものから漏水しないようにね、お金をかけても無駄になりますので、分水の給水のほうもそ

ういうことで１個１個別に、本管からもまないうちに検査をして、もんでまた検査をして、そ

ういうことで立ち会いでやっていますから、多分ここは立ち会いないと思いますので、そうい

うことも含めて、もし手間かけると業者も泣きますけど、それの中でうまい方法をとっていた

だければなと思いますので、課長もう１回お願いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  新規の検査につきましては、ほかの先進事例などを十分研究

させていただきまして、今後、変える必要があるかどうかを内部で検討させていただきたいと

思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  質問に対する答弁漏れはありませんか。 

 ９番板橋邦夫議員。 

○９番（板橋邦夫）  過去１年間の行政活動、非常に分厚い冊子で報告になったんですが、

なかなか内容的に見るとつかみにくい、把握できないというのが実態でございます。そういう

中で、何点か質問をしてまいりたいと思います。 

 まず、決算書１２ページの、これは今まで質問がなかったようなんですが、歳入であります。

本市にとって一番の問題である、そして毎回指摘をされております税収の関係ですね。これは

担当者におきましては最善の努力をされたと思いますが、このような結果になって、本当に残

念であるわけでございます。 

 また、前からも話が出ておりますように、８月６日の新聞報道にもあったように、県全体で

は１３年ぶりに９０％を超えた、税収収納率でございますが、本市においては前年度に続き最

下位の地位にいるということで大変不名誉な数字になっているわけでございます。 
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 今までの過程を見ると、県内の市町の内容を見ると、山間地帯、しかもゴルフ場が設置され

ている市町、これがどうしても徴収率が悪くなっているような気がします。そういう状況にあ

るということを考えざるを得ないのではないかと思います。 

 それで内容を見ますと、そこでありますように、調定額が市税ですね。４５億４４１万７,

０００円、これに対しまして収入済額が２９億８,８９７万２,０００円、徴収率が６６.２％。

収入済額が１５億１６０万４,０００円、そういう結果であります。 

 また、不納欠損が１,８７５万円と非常に多額でございます。これは調定額に対しまして０.

４１％ぐらいになりますね。前年度は０.４３９％だったんですが、不納欠損率の計上は減っ

ております。しかし、まだ大きな数字が不納欠損として上げざるを得なかった。これは当然不

納欠損になる条件はいろいろあると思いますが、条件をクリアした数字がこれに載っていると

思うんですが、若干この不納欠損の個人市税、固定資産税があるんですが、個人あるいは法人、

その人数と会社の数、それから最高は、法人税はどのぐらいの額を不納欠損にしたか。それを

まずお聞きしたいと思います。 

 そこで、また不納欠損額の市民税、法人税、これは今申し上げましたように、内容を教えて

いただきたいと思います。この処理の問題なんですが、これは当然処理については市長の権限

で放棄するわけですね、債権を。非常に重要な仕事であると思うんですが、市長の権限で債権

を放棄するということになると思いますが、この決定に至るまで、処理するまでに、去年も言

ったかと思うんですが、審査会とかあるいは審議会とか、関係職員いろいろの方が集まってや

っているかと思うんですが、これらを慎重に処理されたと思うんですが、その経過についてま

ずお伺いします。それと、審議会の構成メンバーですね。今、申し上げましたようなことでご

ざいます。 

 それから、不納欠損で、帳簿から除去するわけですから、請求権が全く消滅するわけですね。

一般企業では、貸し倒れで処理しても、簿外資産として管理して請求している。そういうこと

もやっているんですが、この公共団体における不納欠損につきましては、その請求権があるの

かどうか。その辺お聞きしたいと思います。 

 次に、決算書の歳入で、１２ページの２款２項１目、自動車重量譲与税９,９８０万８,

０００円入金になっております。前年度からしますと９４３万円減っているんです。これ、交

付率が下がったのかどうかですね。下がってこのような実績になったのかどうか。これは以前

は重量税ですね、大体重量税の２５％が市町村に還元されるということを聞いておりましたが、

その算定基礎の問題、これ、変わったのかどうか教えていただきたいと思います。 

 同じく１４ページの６款１項１目の地方消費税交付金２億６,４５０万円でございます。こ

れも前年度より８６１万８,０００円大きく減っております。消費税と交付金は非常に市にと
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っては大きな財源です。消費税は都道府県は５％の５分の１の１１分の６かな、市町村は

１１分の５ということで、以前は交付率があったようですが、この８６１万８,０００円減っ

たというのは、この全体の消費が減って減少したのか。あるいはまた、交付率が下がったのか

どうか。その辺また、これもお聞きしたいと思います。 

 １４ページの８款１項１目の自動車取得税交付金、これが４,９０５万１,０００円、これも

従来までは１００分の９５の７０％、これが交付率になっていたと思うんですが、これの変更

があったかどうか。まず、それをお聞きしたい。 

 それから、１７ページ、１２款２項２目の民生費負担金、これが８０万２,０００円の不納

欠損で処理しております。これは何年ぐらいで、最高幾らぐらいの分が処理されたのか、お聞

きしたいと思います。 

 次に２９ページの１５款３項３目、長峰ビジターセンターの管理委託金が２７万６,

１５０円入っています。１４９ページの観光施設費の中では、観光施設費として８２万３,

９６７円支出しているんですね。持ち出しが５４万７,８１７円、大体毎年この程度持ち出し

ているんですね、ビジターセンター。これは以前からも話が出ていると思うんですが、毎年毎

年この入館者もそれほどいないと思うんですが、大きな問題だと思うんですよね。金額は

５４万円ぐらいですが、１０年たつと５００万円ですから、この辺のビジターセンターの運営

管理ですね、これは十分県と協議して検討するべきだと思うんですね。ひとつその辺お聞きし

たいと思います。 

 それから、時間外手当の問題、この使用内容ですね。職員に対する時間外手当、この決算書

から見ると総額で５,１７２万８,７４８円支払っています。前年度は５,８１５万８,４５８円、

前年度よりは６４２万９,０００円ほど大きく下回っておりますが、平成２３年度は震災関係

の仕事で残業がかなり増えたので、このような結果になったことは予測できますが、これ、残

業手当というのは、今さら申し上げるまでもなく、労働基準法で定めた労働の対価を当然支払

わなくちゃなりませんが、そこで、ことしは減ったんですが、残業手当の支給の方針、考え方

ですね。どのような考えで支払っているのか。例えば１日２時間以上超えないとか、超えてや

ってはいけないとか、あるいは土曜、日曜出勤した場合は代休を与えるとか、あるいは全く規

制していないのか。その辺をひとつお聞かせ願いたいと思います。 

 各課別に見ますと、非常に増えたところと極端に増えたところ、減ったところがあるんです

よね。例えば総合一般管理費では去年からすると５８６万円も減っているんです。また逆に、

税務総務費においては２５％ほど昨年度より増額している。内容的に見ますと、増減がかなり

各課ごとに違っているんですね。それと道路橋梁費は昨年度対比では６７％ほど減っておりま

すね。それらの支給の内容、どういうあれでやっているか。ひとつお聞きしたいと思います。 
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 それと、水道事業ですね。これ、毎年問題になっている有収率の問題でございます。そのた

めに平成２３年、平成２４年にかけて漏水検査を多額な費用をかけて実施したわけでございま

す。平成２４年度は６６６万円ほど漏水検査費用を支出しております。 

 そういうことで漏水検査をしたんですが、有収率が６３.５９％で前年度より若干増えてい

るだけで上がっていない。これは非常に検査した効果が出ていないような気がいたします。今

も佐藤議員からこの漏水検査の問題が出ましたが、この点、どのように判断されているのか。

また、県内市町の状況、有収率、これをわかっていればお聞きしたいと思います。 

 それと、３９８ページの収益的収入及び支出でございますが、水道事業収益は５億５,

４８１万９,０００円で、水道事業費用が５億９１２万７,０００円、これを差し引きますと４,

５６９万２,０００円の利益になるわけでございます。 

 それで、４０２ページの損益計算書、これを見ますと、４,２０２万６,０００円になってい

るんですね。この前の表と比べると差額が３６６万６,０００円ほど出ているんですね。これ

は消費税の絡みがあるのかどうか。それで、損益計算書のほうは減っているのかどうか。それ

をまず、お伺いしたいと思います。 

 資本的収入及び支出の欄ですが、結局、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、これが

本年度は２億７,６９９万４,０００円でございます。この不足する額は適用にありますように、

過年度分損益勘定留保資金と消費税と資本的収支調整額で補塡したわけであります。 

 ここには当年度分の留保資金が表示されていないんですが、その関係はどうなっているのか。

補塡の充当順序というのは過年度分、それから当年度分、消費税等の調整分、そういう充当順

序になっているかと思うんですが、ここには当年度分が載っていませんが、この辺をお聞かせ

願いたいと思います。 

 ４０２ページの損益計算書、これが過年度損益修正損ということで１１６万３,６５４円が

出ております。これは不納欠損であると思うんですが、前年度より大きく増えているんですね。

これについても何人で幾らか、金額はわかるんですが、何人ぐらいいるのか。内容はどうなの

か。大幅に増えた要因、それについてお聞きしたいと思います。 

 水道事業の損益計算書は、ここに運営のほうに税抜き表示とちょっと入れてもらうと、前の

表と一致しない面が出てきちゃうんですよね。だから、ちゃんと上のほうの税抜き表示という

ことをやってもらえば見やすいと思うんですが、そういうことで差額などもよく見ないとわか

らないですね。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  澤村税務課長。 

○税務課長（澤村俊夫）  それでは、板橋議員の質問にお答えいたします。 
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 まず、決算書１２ページから１３ページにかけての税収関係でございます。県全体の徴収率

は９０％ということで、本市につきましては６６.２％ということだったわけですけれども、

これについては過日もお答えしましたけれども、大変申しわけなく思っておりますけれども、

大口滞納の関係でどうしてもこういう結果になってしまったということでございます。 

 御質問の不納欠損関係の件数と人数ということでございますが、申し上げます。最初に、今

回は現年課税分は不納欠損というのは平成２４年度はございませんでした。過年度だけでござ

います。平成２４年度個人市民税滞納繰越分ですが、９０人、３３５件でございます。法人市

民税滞納繰越分が１０社、１５件でございます。固定資産税の滞納繰越分１３０人、５６８件

でございます。軽自動車税の滞納繰越分３８人、５６台分でございます。滞納繰越分は以上で

す。 

 次に、収入未済額関係でございます。収入未済額の（「それはいいですよ、未済額」の声あ

り）じゃあ、滞納繰越分は以上でございます。 

 あと、処理の問題ということで、昨年度も御質問いただいたんですけれども、どのような経

過で決定しているかということでございましたけれども、これにつきましては、地方税法に基

づきまして市長等の裁量権、非常に少ないものですから、地方税法の第１５条の４とか、第

１８条とかに基づきまして、時効とか執行停止３年を経過したものとか、即時欠損とか、そう

いった地方税法に照らしまして税務課内部で決裁をいたしまして、それを市長に最終的に決裁

で上げまして決裁をいただいているというところでございます。 

 次に、不納欠損につきましても簿外資産として扱って、請求権があるかどうかということで

すけれども、これは時効になりますと、全てそういった請求権はございませんので、それで徴

収は終わりということになります。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、総合政策課関連の譲与税関係の積算の基準につき

ましてお答えさせていただきます。 

 まず、第１点目の自動車重量譲与税でございますけれども、こちらにつきましては、国のほ

うで徴収いたします自動車重量譲与税の定額の３分の１相当額が市町村に譲与されるものでご

ざいます。その積算の基礎となりますのは、市町村道の延長、面積で案分されるものでござい

ます。なお、平成２４年度前年度より下回っている要因はということでございますが、こちら

のほうにつきましては、国のほうの算定でございますので、金額などについては把握をいたし

ておりません。 

 それから、地方消費税交付金でございますが、こちらは消費税５％のうちの１％が地方分と
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して徴収されております。そのうちの１％の２分の１を人口、企業従事者数の割合で市町村に

案分され、交付されるものでございます。こちらにつきましても、県の算定でございますので、

減額の要因というのは把握をいたしておりません。 

 それから、自動車取得税交付金でございますが、県が徴収いたしました自動車取得税額に

９５％を掛けまして、その９５％を掛けた額の１０分の７相当額が市町村に交付されるという

ことでございます。率にいたしますと、県市税分の６６.５％ということになりますけれども、

こちらにつきましても、市道の延長面積で案分されて交付されるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  長峰ビジターセンター管理関係でございますけれども、確か

に支出のほうは８２万３,０００円というようなことで、収入は２７万６,０００円ということ

で５４万７,０００円、これが市の単独の持ち出しということになりますけれども、県といた

しましては、打ち合わせをしまして、市のほうで管理運営をやっていただけないかというよう

なことで、全額市のほうから移管するような話もありますけれども、やはりその移管をされま

すとこの２６万７,０００円もなくなってしまいますので、うちのほうとしては県の施設であ

りますので県の委託金でやりたいというようなことも言っているところでありまして、また、

近くに国見緑地公園ということでキャンプ場もございます。キャンプ場ももう老朽化がかなり

進んでおりまして腐食しているところもございますので、これらについても修理するかどうす

るか。今後検討するような形になるんですが。 

 それともう１点はあそこの今はわらび荘もありませんけれども、管理用道路が県のほうで管

理をしているところでございますので、施設等がなくなってしまった場合には、その管理をど

うするかなんていう話もありますので、キャンプ場と長峰ビジターセンターも含めて、小木須

の自治会等々にも国見の連絡班に委託しているところでございますので、今後、どうするかと

いうことで、国見自治会に委託をお願いしているところでございますので、今後、その両施設

をあわせまして検討していきたいなというふうには思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  時間外手当関係で２つの御質問でございますが、まず、１点目の

残業手当の支払い等の考え方、方針でございますが、市では当初予算作成時期に積算するとき

に職員１人当たりおおむね１００時間ということで、努力目標でございますが、一応１人当た

り１００時間ということで積算し、また、職員に対しては先ほど来ありますように、努力目標

ということでお願いしている状況でございます。 
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 あと支払い等についてはという御質問なんですけれども、議員御指摘のとおり、時間外手当、

職員にとっては労働の対価でございますので、ブラック企業等とは違いまして打ち切り支給は

してございません。要求があれば、補正をしながら、働いた分については全額お支払している

状況でございます。 

 あと２つ目の増減ですね。主な増減の要因はということでございますが、これも議員御指摘

のとおり、平成２３年度は震災の応急、復旧工事というんですかね、対策にあたりましたので

平成２３年から比べれば、平成２４年、当然災害対策がなくなった分、減らなければいけない

ところではございますが、御存じのとおり、昨年、知事選挙及び急遽な衆議院解散によりまし

て、これだけの時間外での７６４万５,４１１円かかっておりますので、相対的には平成

２３年に比較すると１００万円増えましたけれども、これらが下がらなかった要因なのかなと

考えております。 

 これに加えて、職員数が１００％欠員補充されておりません。平成２３年から平成２４年を

比較いたしましても、前年度対比職員数が１２名削減されております。この削減分を誰か職員

が補わなくちゃならないということで、なかなか時間外も減ってこないのかなと考えておりま

す。 

 もう一つは、例えば人事異動によりまして、主幹がやっていたところに課長補佐とか係長が

来ると、当然時間外手当を払わなければなりません。また、課長補佐から主幹になった場合に

は、今後、時間外から管理職手当という別な形でお金を支払うような形になりますので、人事

異動による要因もかなりの部分、占めるのかなと考えている次第でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  青木こども課長。 

○こども課長（青木 敏）  ちょっと遅くなりましたが、決算書の１７ページ、民生費の不

納欠損８０万２,０００円についてお答えをいたします。 

 この８０万２,０００円につきましては、保育園の保護者が支払う保育料になります。不納

欠損なんですが、平成１４年から平成１９年度までの全部で１０件分になります。その不納欠

損総額は８０万２,０００円という形になります。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  水道事業の関係で御質問いただきましたので、順次お答えい

たしたいと思います。 

 まず、有収率の問題でございまして、平成２４年度の有収率は６３.５９％で、前年より１.

３６％上がってございます。漏水調査の結果につきましては、平成２３年度で烏山地区が
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４１件、烏山の簡水地域が１２件、平成２４年度で行いました南那須地区が１０件というよう

な状況でございました。特に、個人が布設しました給水管の漏水箇所が多うございました。 

 昨年の漏水修繕の金額につきましては、決算書の４１３ページに収益的支出の配水及び給水

費の修繕費２,２４４万４,０００円の中の内訳としては書いてございませんが、１,５７２万

２,０００円ほど、件数で７０件ほど支出しております。そのうち、配水管が１１件で給水管

が５９件ということで、給水管の漏水が多いという状況でございます。どうしても老朽化して

いる管がまだ使われているというような状況にありまして、そういう結果になっているかと思

います。 

 また、県内の有収率の状況ですが、手元にある資料は、まだ平成２３年度の部分しか出てお

りませんけれども、県全体の平均が８２.６％でございます。それで、市のほうで一番高いと

ころは小山市の９１.４％、それで一番低いのは大田原市で７２.６％、町では一番高いところ

が野木町の９８.３％、低いほうが塩谷町の６９.０％でございました。全体的に見まして、那

須烏山市が一番低いというような状況は変わりございません。 

 次に、決算書の３９８ページの収益的収支の水道事業収益から費用を引いて４,５６９万２,

０００円となるというようなことと、４０２ページの純利益の４,２０２万６,０００円と合致

しないと、議員が申されましたように、これは消費税の関係でございます。消費税につきまし

ては、差引の４,５６９万２,０００円から、４００ページの一番下にあります充当財源の中に

消費税資本的収支調整額の３５６万２,０００円、何百円もつきますが、それと同じページの

棚卸資産購入限度額の消費税相当額１０万３,７５９円を先ほどの４,５６９万２,０００円か

ら引いていただきますと、４,２０２万６,０００円という数字が出るかと思います。 

 先ほど御指摘ありましたように、３９８ページ、４００ページにつきましては消費税込みで

ございまして、その後の損益計算書、貸借対照表は消費税抜きの計算となっておりますので、

そういうふうな違いが出てきているというような状況でございます。 

 次に、４００ページの資本的収入及び支出の部分で過年度分の損益勘定留保資金と消費税等

資本的収支調整額で減しているわけでございますけれども、この点につきましては、昨年、平

成２３年度決算でも申し上げたと思いますが、消費税の資本的収支調整額をまず第一義的に充

当しまして、残りを過年度分損益留保資金で充当しまして、それでもさらに過年度分が５,

２７６万９,０００円ほどの残がございます。 

 御質問の当年度損益勘定留保資金でございますが、平成２４年度決算では２億７,５２４万

６,６６７円の当年度損益勘定留保資金が出ております。これは平成２５年度に繰り越させて

いただきまして、平成２５年度では過年度損益勘定留保資金という形で処理するという考えで

ございます。 
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 それから、４０２ページの過年度損益修正損でございますが、これは不納欠損したものでご

ざいまして、件数としましては１９件でございます。水道料金につきましては債権でございま

すので、一応２年という時効期間でございますが、公平性を保つ意味でほかのものと同じよう

な形で、５年で不納欠損というふうな形を考えておりますが、時効の援用というか支払い拒否

ですね、時効の援用がないと欠損もできないという理由から、なかなか進んでいないのが現状

でございまして、今回行ったものは平成１４年度から平成１６年度の一部の不納欠損でござい

ます。 

 以上答弁終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  澤村税務課長。 

○税務課長（澤村俊夫）  先ほど１番目の質問で、私、根拠条文を第１５条の４というふう

に言ったかもしれません。地方税法第１５条の７と、第１８条になりますので、もし第１５条

の４と言いましたらば、第１５条の７ということで訂正をお願いしたいと思います。 

 それと、１点答弁漏れがありました。法人の不納欠損は幾らが最高だったかということにつ

きましては、今、手持ち資料がございませんので、あとでお答えしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ９番板橋邦夫議員。 

○９番（板橋邦夫）  いろいろ内容のある答弁をいただきまして、大体わかったわけですが、

再質問をしたいと思います。 

 まず、不納欠損、今、お話がありましたように、個人、法人でかなりの件数が出ております。

これもやむを得ない処理であるということも感じておりますが、債権の放棄する段階ですね、

放棄する場合は税務課内で決裁を受けて、そして市長が決裁する。別に組織というのは審議会

というのはないんですね。その辺もう一度、これは債権放棄の重大な仕事ですから、それまで

のあれが相当慎重に処理された経過がないと、ただ、５年が経過したからこれは時効だという

わけで上へ上げるのではなく、そういう経過の審議というのは当然必要だと思うんですが、今、

答弁があったようなことでやっているということですが、もう一度その辺、それでいいのかど

うかお伺いしたいと思います。 

 それから、歳入関係ですね。今、課長からお話がありましたが、自動車重量税、これは前は

４分の１でやったんですが、これ、３分の１という話をちょっと聞いたんですね。これ、いつ

から改正になったか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 これは当然、県のほうの集めた金を市のほうへ還付されるわけですから、市でいくら努力し

てもどうしようもないことなんですが、ただ、参考にお聞きしたいと思います。 

 それと、この地方消費税、これは９５％の１０分の７ということですね。ですから、これは
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わかりました。 

 それから、取得税ですね。これ９５％の１０分の７、６６.５％が県、残りが市に入るとい

うことですね。 

 それと、自動車の課税価格、前は課税客体が１５万円以上ということで聞いていたんですが、

今幾らになっているか。その辺ちょっと、３０万円になっているんだか、課税客体ですね。例

えば３０万円以下は取得税はかからないというのがあるんですよね。その辺、わかっていれば

お願いしたいと思います。 

 それと、民生費の負担費、これは自分の分野のことを質問してしまって申しわけないです。

あとは質問しません。 

 時間外手当、これも大体わかったんですが、一応私、心配しているのは規制をね、財源が厳

しいので、上から規制をするということね。一番それを心配したら規制はしていないというこ

とですね。年度当初で１人当たり１００時間を目標としてきちんと積算してやって配布してい

る。それに基づいて作業手当は支払っているということでね。そういうことであれば、これ、

当然いろいろ職員の欠員もあるようですから、当然減らせということはできませんよね。増え

てくるのは当たり前のことで、そういう規制をしていないということで私もいいと思いますの

で、これについては理解をいたしました。 

 それから、水道事業ですね。これは今も答弁がありましたが、いずれにしても、県下で今話

があったように最下位ということで、全く税金と水道、この不名誉なことから早く脱却をした

いという考えはもちろん担当者はあると思うんですが、そのように考えております。漏水検査

なんですよね。これは徹底的にある程度金をかけて、これを見ると、伊藤さんというのかな、

業者、ほかにも業者があるかどうか、そこら辺を検討して、せっかく金をかけるんですから、

あるいはこれ以上かけたっていいと思うんですよね。 

 例えば簡易水道なみの８５％、あと１０％ちょっと上げれば、これはもう５,０００万円ぐ

らい収益が出てくるんですよね。中山議員がこの間話したように、２億９,０００万円、

１００％まで上がってくると思うんですが、１０％上げてもそこで５,０００万円できたのは、

５％でいったら５,０００万円ぐらいになる。そういうふうにかなり収益上がっているんです

よね。だから、漏水検査の体制あるいはその頼む業者、これらも十分にただ頼んだからやって

もらったではあれなので、十分その辺はお金をかけても徹底的に、これからこれを一番問題解

決しなくちゃ水道事業は容易じゃないと思うんですね。徹底的にこれをやっていただくように

お願いしたいと思うんですが、その辺、わかる範囲でお伺いしたいと思います。 

 それから、収益的収入及び支出、片方は消費税抜きで計算している。片方は消費税込みで計

算しているということなので数字が合致しないというんですね。先ほど言ったように、この表
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の上に、この表は消費税含むとか、税抜きであるとか表示をすればいいと思うんですが、その

辺もう一度お願いしたいと思います。 

 それと、留保資金の問題なんですが、決算書を見ると、当年度分というのは４０２ページの

損益計算書、これで留保分に繰り入れするのは減価償却費とプラス資産減耗費をプラスしたの

が当年度分の留保資金として繰り入れるということになるんですよね。 

 最後に、ビジターセンター問題、これはひとつ国見の地域の人だといろいろやっていると言

うんですが、よく地域の人と検討、協議して、２つの組織があるんですが、いろいろ問題もあ

ると思うんですが、これは早く何とかして、持ち出しがないような方向で行くべきだと思うん

ですが、その辺もう一度お伺いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  澤村税務課長。 

○税務課長（澤村俊夫）  それでは、第１点目の債権の放棄関係でどのような手続をしてい

るか。市税務課内でということで先ほどお答えしたわけですが、審議会等で決裁というような

ことはどうかというお話がございました。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、

地方税法の中で非常に裁量の範囲が狭くなってございまして、地方税法の第１５条の７第４項

では、執行停止をいたしまして、３年継続いたしましたものにつきましては、その段階で時効

になってしまうということで、その執行停止の要件としまして、滞納処分をすることができる

財産がないときとか、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある

ときとか、そういったいろいろな要件が決まってございます。これらの要件に合致した場合は、

そのまま審議会とかを経ずに税務課内で処分をしているということでございます。 

 また、第１５条の７の第５項では、即時消滅ということで、これは現年度、平成２４年度は

なかったわけですけれども、具体的に言えば、即時消滅の要件としましては、滞納者が死亡し

て相続人もいないようなケースとか、そういった場合には即時消滅できるということになって

ございます。また、法人等が廃業して事実上事業の再開が見込まれないケースか、そういった

場合にもこの即時消滅という要件に合致しますので、これも当てはまりますとそのまま時効に

なる。不納欠損に最終的にもっていくということでございます。 

 また、５年経過した場合、これは地方税法の第１８条に基づくわけなんですが、５年間過ぎ

ますと、これはもう時効の援用なしにそのまま消滅してしまうということで、例えば執行停止

を３年間かけていたとしても、その間に督促してから５年間経過しますと、もう時効というこ

とで、これは自動的に時効になってしまいますので、そのようなことから、おおよそ現在は内

部の決裁だけで行っているということでございます。 

 また、大口滞納の関係、これにつきましては、若干内部いろいろ、それらに照らしての条件

が合うかどうかということが重要ですので、これにつきましては、課内の全係長以上の大口滞
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納対策班の中で十分検討いたしまして、決裁を上げているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、自動車重量譲与税の関係でお答えさせていただき

ます。 

 この自動車重量譲与税は、国税といたしまして昭和４６年に法が施行されてございますけれ

ども、当時からその収入額の３分の１に相当する額が譲与税として市町村に譲与されるという

ことでございましたので、私の理解といたしましては、従前から３分の１ということではなか

ったのかなというふうに思っております。 

 それから、自動車取得税交付金の課税標準はということでございますが、制度上、課税標準

は取得価格ということでございまして、その税率につきましては、軽自動車及び営業用の自動

車が１００分の３、その他の自動車が１００分の５ということになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  漏水調査の関係から申し上げますと、決算書の４１１ページ

にあります契約の関係で、漏水調査は伊藤ライニングという会社でございますが、これは伊藤

ライニングを含めて６社で入札をして決めたものでございまして、ほかの実績がある会社も一

応入っているという形で業者の決定はしてございます。 

 ですが、ほかのいい方法があれば、研究して、来年度以降も計画的に漏水調査をやっていか

なければならないと考えておりますので、検討させていただきたいと思います。 

 それから、決算書に消費税込みとか抜きとかという表示をというのは、来年度の決算書から

そういうことで表示してまいりたいと思います。 

 それから、当該年度損益勘定留保資金の関係でございます。おおむね減価償却費と資産減耗

費を除く費用でございますが、計算式的には収益的収入の資金ベースで５億４,９６９万６,

０００円から、収益的支出のうち減価償却費と資産減耗費を除いた費用で２億７,２４８万２,

０００円と、築造品購入費の２１７万８,０００円を引きまして、そこへ築造品取付費２１万

１,０００円を足しまして、２億７,５２４万６,０００円となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  長峰ビジターセンターの管理運営ということで、持ち出しを

なくすようにということでございますけれども、なかなか難しい問題かなというふうには思っ

ているところでございますけれども、やはり委託団体と協議をしながら、歳出の削減、そして
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一方では県の施設でもございますので、県のほうの補助金の増額要請とか、そういったものを

強く要請しまして、極力持ち出しがないように今後対応していきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  ９番板橋邦夫議員。 

○９番（板橋邦夫）  それでは、各課長から懇切丁寧な回答をいただきまして、大体理解を

しましたので質問を終わりたいと思いますが、どうぞこの一番の問題、税金の問題ですね、税

収。これについてはさらに一段の努力をして、ひとつ不納欠損額が増えないように御努力をお

願いしたい。さらに、水道事業については何と言っても漏水問題ですから、これをなるたけ減

らして有収率の向上に努力をしていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（佐藤雄次郎）  ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１４分 

 

再開 午後 ２時２６分 

○議長（佐藤雄次郎）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 澤村税務課長。 

○税務課長（澤村俊夫）  先ほど板橋議員の御質問でお答えできなかった部分がありますの

で、お答え申し上げます。 

 税収関係で法人の不納欠損額の中で最高額はという御質問がございました。平成２４年度の

最高額、この１０社１５件のうちの中で最高額は３０万円でございました。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  それでは、質疑に入ります。 

 １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  大分時間も過ぎていますので、少しだけ質問していきたいと思いま

す。その中で学校教育課関係なんですけれども、平成２４年度は通常の事務ベースでいけば、

それを除くと七合小学校の体育館工事、烏山中学校を除く小中学校のエアコン工事、そして、

給食センター関係、建設ありましたね、が目玉的なものだったのかなというふうに思いますけ

れども、私はそれと同等に３月に学校再編関係の答申書が出ましたけれども、それをやはりこ

の行政報告なりに載せるべきだったんじゃないかなと思うんです。 

 市のホームページなんかを見ても、どこにもそのことが書かれていないんですけれども、

３月に報告書が出た後、どんな取り組みをしたかということをまずお聞きしたいと思うんです

ね。 
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 学校関係、統合関係は市長も意気込みもありますけれども、それとはほど遠く、そういうふ

うなことになっておりますのでちょっと気になりました。そして、先ほども言ったように、そ

のことを周知するためにどんな方策をとっていたか。まずそれをお聞きしたいなと思っており

ます。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  学校再編の件の御質問でございます。こちらにつきましては、

昨年度中、市長のほうから学校再編についての検討を検討委員会のほうにお願いをしまして答

申をいただいたところでございます。こちらにつきましては、平成２４年度の年度末にこちら

の答申等がまとまりまして、市のほうで５月１日に市長のほうに教育委員会の意見を付して提

出したところでございます。 

 そういった関係で、平成２４年度中についてはその審議中と検討委員会の中で審議というこ

とがございましたので、その審議内容についての公表的なものは、ちょっとできなかったとい

うことでございます。それを受けまして、市のほうで５月に市長のほうに出した後、この前の

８月の広報のほうでその答申内容についてお知らせをいたしまして、現在、７月中に下江川地

区、それから荒川地区の２地区の説明会を実施しております。 

 また、これから来週になりますけれども、小学校、中学校の保護者を対象としまして、この

答申内容についての説明をしていく予定になってございます。御指摘のとおり、確かにちょっ

と情報が少なかったかということもありましたが、やはり答申を受けて、内容をこれから地元

にいろいろ説明をして、幅広く意見を聞いて、そして方向性を出していくということがござい

ますので、現段階では各地区に出向いたり、関係者等に説明をして聞いているという状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  この答申を見ても、３年以内をめどにということなんだよね。だか

ら、実は去る６日に再編を考える会の役員が市長と議長宛てに要望書なるものを出したときに

は、私も立ち会ったんですけれども、今、課長が言うように、全く今年度は何もしていなかっ

たと。いきなり我々は新聞発表の前に聞いていましたけれども、新聞発表、そして説明会とい

うことで、彼らが言うには寝耳に水だと言っているんですよね。 

 だから、決して合併を否定するものではないと言っているし、私もそのいろいろな方々には、

早くクラブ活動できたり、そういうふうな学習効果の上がるようなことの対策をとってくれと

言われていることのほうが多いので、彼らにはその旨は言っていますけれども、やはり事務局

の対応、本当に今まで、課長が言うように、後手にというよりも、何もしていなかったという
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ふうに保護者の方々はとっていますので。 

 その６日も平成２７年の４月では拙速だというようなことも言っていましたけれども、やは

りこれは１年でも早いほうが本当はいいのであって、その内容を理解できるように執行部と、

そしてあなた方保護者が中心になってやらないと、地域を巻き込んだら本当に混乱を起こすだ

けだからというようなことで話はしましたけれども、ちょっとその７月の説明会でも、私も指

摘したように本当に質問の内容が執行部に聞き取れないようなマイクの感度の問題の中での説

明会だったので、感情を害した部分もありますので、その９月１７日に今度説明会をするとい

うことですけれども、その内容と、じゃあこれから具体的に２年後、平成２７年の４月開校に

向けて、どこをどんなふうにすることが決まっているならば、ちょっとその辺のところの取り

組みというのをお願いしたいなと思っています。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  今後の予定ということでございます。その前に私どもでもこ

のスタンスですね、答申を受けて、市のスタンスについては現段階では先ほど申し上げました

ように、また地区説明会でも申し上げましたように、答申が出て、それをまず説明をしてとい

うことで、その中で市民の皆様の意見を十分聞いて、最終的に方向性を出すんだよということ

を申し上げて説明会に臨んでいるところでございます。 

 ただ、今、御指摘のありましたように、ちょっとマイクの調子等が夏の暑い中の体育館で扇

風機をあおったりとか、あとはマイクの方向がちょっと悪くて聞きづらかったという話をお聞

きしたところでございますが、私どもではその答申内容、やはり答申については各有識者等の

委員が全部入っております。そこで、９回にわたる審議の結果、熱い思いがそこの中に凝縮し

ております。一刻も早くこの困った状況等々をメリット、デメリット等を分析しながら、最終

的には検討委員会の答申としまして、早急にというか３年を目途にということで、こういった

ものは是正をして児童生徒の学習の機会均等は必ず早く確保してあげることが絶対必要だよと

いう思いがありまして、私どもでは恣意的にはいろいろございません。答申の中にありますよ

うに、３年以内にという目途が書いてございますので、それに従って現在は説明をして皆様の

意見等を拝聴しているという状況でございます。 

 これの答申の中から、スケジュール等いきますと、今言ったように、平成２７年の４月が

３年以内ということでございますので、それから逆算してこの答申内容でいくと平成２７年

４月に新たな新しい学校として開校できるようなスケジュールになってくるということで、具

体的にはまた今度逆算しまして、いろいろな保護者等に対する説明とか、それから、具体的な

通学方法とかそちらに向かっていろいろなスケジュールがばたばたと目途の日にちが決まれば

入ってくるということで、現在スケジュールは考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  そういうことだとは思うんですけれども、ただ、誰も平成２７年

４月が３年だと思っていないですよ。２年だと思っているから。だって、３月で市長に報告し

たのは５月１日でしょう。だから、もう全然そこからスタートが違うんですよ。だから、拙速

だということなので、３月に答申が出たんだったら、それは年度の割と初めでいろいろな問題

で大変だったとは思うんだけれども、一刻も早くして、そして市長に報告すべきだし、やはり

これ、説明会は確かに１２０人ぐらい下江川中学校へ来ましたよね。だけれども、ホームペー

ジあたりでもどんどん私はすべきだと思う。若い人対象なんだから。 

 私もけさ、時間かけていろいろ見てみたら、１つも出てこないんですよ。だから、それはそ

の説明会に行かなくても若い人だったら、もうどんどんそれ行ったと同じような効果がありま

すから、そういうことでこれからこの１年半、内容を詰めて、そしてやることはたくさんある

と思いますけれども、円満な形で。 

 意見を聞いてということ、最初我々が説明を聞いたときに、ある程度きちっとしたことでも、

それを納得してもらう以外ないんじゃないのという話をしましたけれども、意見を聞いていた

ら、本当にまとまるものもまとまらなくなっちゃいますから。だから、その辺はしっかりと腰

をすえて、聞く耳を持つことも大変でしょうけれども、内容も十分に執行部内で詰めて、そし

て、円満な形で平成２７年４月の開校を迎えられるようにお願いしたいと思います。市長、ど

うですか。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  水上議員の御意見等は本当に貴重だと思います。過日６日に考える会

からも、議長と私宛てにその要望書という形でお出しいただきました。その中の意見もよく分

析をしながら、今後の対応をしてまいりますが、私はその委員の方にもお話をしたんですが、

これは対等な統合ですよと。吸収とかそういうことじゃなくて、今までの両校の伝統を引き継

ぎながら、新しい中学校をつくるんですよということを強調したつもりでございます。したが

って、そのようなところをしっかりと誠意を持って説明をして、予定どおり円満な形でできる

ように私は取り計らっていきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  休憩します。 

休憩 午後 ２時４２分 

 

再開 午後 ２時４３分 

○議長（佐藤雄次郎）  再開します。 
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 １１番平山 進議員。 

○１１番（平山 進）  私、２点について質問させてもらいたいと思います。 

 １点目は、行財政報告書のほうの１２８ページですね。いつも私、これからは本当に少子高

齢化が進む中で、年とっても医療費が上がらない方向、こういったもので平成２３年度ですか、

高齢者肺炎球菌ワクチン予防ですね、これをスタートさせてもらいました。この報告書を見る

と、去年の接種した予防者が９５１名というようなことで、全体の１４.３％、それに比べて

本年度２５１名ということで４.３％。なぜこれ、こんなに下がったのか。また、これを上げ

ていかないと、年をとって死亡率の高いがんに次ぐ肺炎というのも怖い病気ですので、こうい

ったものを、市民にいかにうまく情報を流して元気老人をつくろうという１つの方策を展開で

きてもらえればありがたいなと、これ、関係課長、どのように考えているか伺いたいと思いま

す。 

 もう１点は、やはり財政報告書の中で１７８ページ、ここに定住促進事業があります。ここ

でちょっと聞きたいんですが、確かに行政としていろいろな保障というんですか、新築には

２０万円、中古物件に関しては１０万円というようなことで、いろいろな補助金を出されてお

ります。そんな中でちょっと疑問に思うんですけれども、１つ、市の職員で市外地から何名ぐ

らいの人がいるのか。特に、ことしの新規採用者、何名採用して、その中に市外地から通勤さ

れている方がどのぐらいいるのか。この２点についてですがお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  小口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（小口久男）  それでは、行財政報告書１２８ページの高齢者肺炎球菌ワク

チンが１４.３％から４.３％に低くなったという理由はどういうことかということなんですが、

これにつきましては、平成２３年度、昨年度実施いたしまして、この予防接種につきましては

生涯１回のみの接種ということでございますので、平成２３年度に対象者が６,６３８人のう

ち９５１名接種したということもありますので、次年度、対象者が５,８００人に対して２,

５００人ということで若干４.３％で落ちているところなんですが、このような理由も１つの

原因かと思います。 

 また、この接種については通知等をしまして、予防接種の勧奨を行っているところなんです

が、なかなか接種に来られない方もいますので、今後は予防接種率の向上に向けまして、また、

高齢者の予防対策に向けまして、受診率の向上に向けていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  市外地から通勤する職員は何名ほどかという質問でございますが、

内訳で申しますと宇都宮から１６名、真岡市から３名、大田原市から４名、矢板から２名、さ
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くら市から６名、茂木から１名、市貝から１名、芳賀町から３名、高根沢から１６名、那珂川

から１名でございます。合わせまして多分５３名になるかと思うんですけれども、市外地から

の通勤者は５３名でございます。残る方は市内居住者ということでございます。 

 なお、平成２４年度新規採用でよろしいんですか。平成２４年度新規採用職員は１３名いる

んですけれども、先ほどの内訳の中の数字でありまして、ちょっと１３名だけは抜き出してご

ざいませんので、追って調べて御報告申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １１番平山 進議員。 

○１１番（平山 進）  じゃあ、最初の肺炎球菌の話ですけれども、これ、できたら今、定

期検診がありますよね。ああいったところに多分この制度がこういうような形で７,５００円

普通だとかかりますと。そのうち３,５００円は市のほうで負担しますよというような、そう

いうふなものを同封してもらえれば予防接種される方が増えるのかなと。こんなふうに思いま

すので、ひとつ参考になればと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。 

 それと、定住促進なんですね。今、職員は１９４名ですか。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  行財政報告書の４７ページをお開きいただきたいと思うんですけ

れども、今年度４月１日現在でお金を払っている方ですね、いわゆる通勤手当等を含んで払う

方で２５８名でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １１番平山 進議員。 

○１１番（平山 進）  確かに採用されて職員になったと。どこで住所を構えて生活しよう

がそれは選択肢は各自あるわけですけれども、少なくても新規採用する場合の１つの条件の中

に、採用されたらば少なくとも親元から通うというようなものを３年とかある程度限定しない

と、この地域で市役所に勤めて生活するのは隣の高根沢で生活する。じゃあ、その固定資産税

なり市民税なりというようなものは地元に入ってこないわけですよ。言葉だけは定住促進とい

う言葉はいいけれども、まずはやはり職員がそういう自覚というものを持ってもらわないと、

これはどんどんどんどん衰退していっちゃいますよね。 

 これ、本当に真剣に考えて、先ほど少子高齢化の話が出ました。確かにここの報告書の中を

見ると、ことし、去年、もう２けたですよ、出産件数が。死亡率っていったらもう４５０です

から、４６０から自然減なんですよ。 

 確かに企業誘致する、また転入者を受け入れるというようなことでスタートしたと思うんで

すが、まず、職員がそういう自覚がなければ、これ、意味ないですよ。採用されました。親と

一緒に暮らすの嫌だから隣の町へ行きますと。そこから通っているわけですよ。その職員には
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通勤手当も払っているわけですよ。当然残業やれば残業も。でも、市で採用されて、採用され

た人が地元に残ってくれなかったらば、じゃあ、誰が支えるのかということです。 

 こういう小さいことですけれども、そういうふうな目でこういうふうな報告書というものは

まとめてもらいたいと。こんなふうに思うんですね。何人新しく出産して、何人亡くなるのか。

もう、これ自然減でもう減るのはわかっている。その減るのをどうしたらとめられるのかとい

うようなものが大事だと思うんです。そういった意味で、もう来年の新規採用者には少なくて

も５年、いや３年から５年は定住してもらうということを条件に入れてもらいたいなと、これ

は希望です。どんなふうでしょうか。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  私からのお答えは事務的な範囲でしか説明できないのかなと思う

んですけれども、市の行う採用試験は地方公務員法の第１９条であらかた規定されております。

その内容が競争試験の公開と平等なんですね。住居制限とか年齢制限とか昔は結構つけていた

時代もあったようでございます。特に、性別に関してはあったようでございます。また、現在

も年齢だけは設定している状況でございますが、住所に関しましては憲法上の解釈で第２２条

なんですけれども、住居の選択の自由というのがありまして、どこに住んでも憲法下保証され

ている。そういう兼ね合いがありまして、なかなか憲法に違反するような条件の設定というん

ですかね、それは事務的には募集要項上は非常に難しい。 

 ですから、新規採用はあと各市長以下面談者がおりまして決定されていきますので、その面

接試験の中におきまして、採用予定者の住居の予定とかそういうのをお聞きになって、採用に

加味していくことは十分可能なんじゃないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １１番平山 進議員。 

○１１番（平山 進）  確かに生活まで縛るということは、これは確かに違法ですし、でも、

やはりこの地域を何とかしようよと言って、烏山線向上を何とかしようというようなこともあ

ります。少なくともノーカーデーみたいなのをつくって、市外地から来ている人は少なくても

１カ月に１回ぐらいは烏山線なりを利用してもらうというような、これは強制ではないですけ

れども、やはり地元那須烏山市の一住民というような考え方をまず教育してもらって、これか

らの採用なりそういったものの取り組みというのもひとつ考えてもらいたい。こんなふうに思

います。 

 終わります。答弁はいいです。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  先ほどの質問でお答えできなかった部分でございます。市内
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１１名でございます。芳賀町から１名、高根沢から１名ということでよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  １３番小森幸雄議員。 

○１３番（小森幸雄）  随分多くの議員から質疑が出て、少なくなりましたが、絞って絞っ

て４点について細かい話は中山議員にお願いしておきましたので、私は総務課で１点、議会関

係１点、学校教育課１点、社会体育１点、この４点についてお伺いしたいと思います。 

 まず、総務課関係でありますが、けさ冒頭に清水室長のほうから、災害の関係の受け付けが

終わったよと言っていただく。９時４０何分かにメール発信をされましたね。そういう中で、

平成２４年度分はこの報告書の７９ページに記載されてありますから、数字はわかります。 

 今までに全体で何世帯、そして幾らこの災害関係の見舞金を支給したか。これがまず１つ。

そして、被災の住宅復旧工事の助成金といいますか補助金も支出しておりますが、平成２４年

度分はここに書いてありますけれども、平成２５年にずれ込んだ分はなかったのかどうか。そ

れと、罹災証明は今でも申請で受け付けがされるのかどうか。この３点ですね。まず、これは

総務です。 

 議会関係の中で平成２４年３月６日、平成２４年、中山議長が就任をしておりますが、そう

いう中で、県の議長会の会長あるいは関東の副会長、そして全国の理事と、こういう重要なポ

ストに、議会の代表として中山議長がそれぞれの会議に出席をしたわけでありまして、小さい

那須烏山市でありますが、中山議長、声もでかいし、宣伝力もあるということで、かなり全国

議長会あるいは関東議長会の中で、大いにこの那須烏山市を宣伝してくれたのではないかなと、

私はそう思います。 

 その中で、同行した局長なりあるいは係長、感じとして中山議長の行動力、発信力といいま

すか、そういうのをどういうふうに感じ取ったのか。まず、この辺についてお聞かせを願えれ

ばなと思っております。 

 学校教育に入ります。１７７ページになると思いますが、小中学校の海外派遣の事業とあり

まして、小学生はどこに行っているのか私はわからないんですが、中学生はメノモニー市、ア

メリカだったと思います。そういう中で、その学校ごとの３中学校ありますね。その割り振り、

例えば２０人の中で烏山中学校が７人とか何人とかという、その数字がわかりましたらお示し

をいただきたいと思います。 

 それと、児童の表彰がありますね。すこやか表彰ですか、あとわかあゆ表彰もあったような

気がするんだが、わかあゆというのがすこやかに変わったのかな。そんな関係で、旧はそんな

わかあゆなんていうのもあったような気がしたものですから、ちょっと聞きたいんですが、こ

のすこやか表彰は年に何回、学校に出向いていって、各中学校３校、小学校５校、そういう中
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で年度末におそらくスポーツがよかったとか、あるいは下の子の面倒見がみかったとか、生活

態度がいいとかという理由があって、多分表彰していると思うんですが、各学校の状況といい

ますか、わかりましたらお示しをいただきたいと思います。 

 同じく１７９ページにスクールガードリーダーという文言があって、この事業内容ですね。

スクールガードリーダーというのは何をやって、ガードだから守るんだとは思うんですが、ど

こでどう守ってその仕事の内容、報告がどういう報告が上がってきて、今までに何ら問題があ

ったのかないのか、その辺の状況がわかったらお示しをいただきたいと思います。 

 最後になります。社会体育関係で、この報告書を見ると、各施設の利用状況がずっとありま

す。社会体育の運動場、野球場からずっと運動場を含めて、あと学校開放の体育館の状況まで、

延べ利用人数にすると年間約２０万人利用しています。 

 こういう中で、けさ冒頭に議長がオリンピックが決まったという話があって、オリンピック

２０２０年、あと７年。その前に私、一般質問で２回ほど国体の話をさせていただいて、栃木

国体が決まったら、ぜひ、本市においても何かの競技をやるべきだと、市長も前向きに考える。

そういうやりとりがついこの間あったわけでありまして、そういう中でオリンピックが決まっ

たということになって、その前の年に２０１９年だと思います、国体があるわけですから、非

常に重要な時期に国体が開かれて、前の年ですから。それを逆算すると、何回も言うようであ

りますが、今、我が市にいる小学校上級の子供らから中学生、あるいは高校生あたりがちょう

どその選手層に入ってくる時期になりますよね。 

 そういう中で、この体育施設の整備というのは喫緊の課題だろうと思うんですが、この利用

状況から見て、震災でそのままになっております南那須の武道館あるいは南那須運動場、これ

は利用状況はゼロでありますから使っていないと。運動場は仮設住宅が恐らく建っていたとこ

ろなんでしょうけれども、この仮設住宅が撤去された後、元通りのように運動場としての機能

が回復しているのかどうか。 

 まず、それらについてもお聞かせいただきたいのと同時に、その体育設備の１１プラス２だ

か、１１プラス３だっけか、あの検討委員会、そういうので十分検討して、今年度中に結論を

出すようでありますけれども、やはりオリンピックが決まったということで非常に体育関係の

熱といいますか、市民の夢といいますか、大きくなるような気がするので、これはぜひとも工

夫をしながら進めてもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  まず、災害復旧支援金についてでございますが、先ほど朝一

番で今年度の予算、全部完了したということで、件数でございますが、平成２３年度から実施
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しておりまして、まだ、確定の数字はそのようなことであれなんですが、約２,５８０件、約

２億５,７００万円、そのような金額になっております。 

 また、被災宅地復旧工事助成金につきましては、平成２３年、平成２４年度中に全て終了し

ておりまして、これについては２８件、８,８００万円の助成をしております。なお、被災さ

れた方で罹災証明、瓦れきの処理、また、保険等の関係で必要な方もございますので、この罹

災証明の発行については、私ども危機管理室のほうで、うちのほうで調査してある部分につい

ては大丈夫なんですが、調査漏れ等のものについては写真等を持ってきていただいて、それに

基づきまして発行は引き続き行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  それでは、学校教育課のほうから、３点ほどございました。 

 まず、第１点目の海外派遣事業でございます。決算書のほうでは小中学校という名称を使っ

ておりますが、小学校については現在やっておりません。最初始まったのは小学校なんですね。

やっていた経緯があって事業名称としてこういうふうになっていますが、現在、小学生は派遣

しておりませんので、中学生派遣事業ということになってございます。 

 中身については行財政報告書２２８ページにございますので、内訳は記載されているとおり

でございますので、割愛をさせていただきます。 

 それから、続いてのすこやか表彰関係でございます。こちらにつきましては、小中学生の豊

かな個性や優れた能力を発見して、それらを表彰しましょうということでやっている事業でご

ざいます。対象者等の概要については、行財政報告書２３１ページをごらんいただきたいと思

います。④ですね。児童生徒表彰事業ということで、小学生については３回ということで

２５０名、学期ごとに各学校で実施しております。中学生は２学期１回ということで、表彰者

数は記載のとおりでございます。 

 続きまして、決算書１７９ページのスクールガードリーダーの件でございます。こちらにつ

いては、行財政報告書２２３ページをお開きいただきたいと思います。２２３ページに④で地

域ぐるみ学校安全体制整備促進事業ということで、ちょっと長い名称ですが、学校スクールガ

ードリーダーということで、旧町、昔の各々各町のほうからの区域割でちょうど５名を委嘱し

て、児童生徒の登下校の安全の確保ということで、いろいろな見回り等や児童生徒の安全確保

に御尽力いただいている事業でございます。これによりまして、大きなトラブル、事故等は現

在のところない状況で、この活躍によって今のところ、大きなものはないという状況でござい

ます。 

 以上でございます。 
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○議長（佐藤雄次郎）  堀江生涯学習課長。 

○生涯学習課長（堀江功一）  小森議員のスポーツに対する熱いお話ありがとうございます。

その中、オリンピックについては２０２０年ということで５６年ぶりということですが、国体

につきましては２０２２年です。ですので、２０１９年から４年連続、プレを混ぜて栃木県に

おいてはオリンピック等が２年間やり、その後プレ国体、そして本番の国体ということで、そ

ういうことでの計画になっております。 

 その中で、もう事前に８月２７日に栃木県のほうから事務レベル、担当者レベルでのまず

１回のヒアリングというか、訪問に来ていただきまして、動向ということですので、那須烏山

市は国体に何かの競技に参加したいという要望はまず第１段階でしているところでございます。 

 なお、南那須地区の運動場、仮設住宅であったわけですが、既に５月に仮設住宅が撤去され

ました。その後、原状に復しまして、これももとあったその施設を整備しまして、８月２７日

にゲートボール場ということで再オープンし、その日に記念のゲートボール大会を行って、今、

使われているところでございます。 

 先ほど２０万人の市民、スポーツしている方、施設を含めて整備をする部分が大変多うござ

います。今、体育施設整備検討委員会の中で武道館、体育館を含めた施設の再検討を内部の中

で検討中でございますので、先ほども久保居議員からも質問がありましたように、その検討委

員会を早く進めろという話ですので、体育施設整備検討委員会についてもスピーディーに進め

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  平山議会事務局長。 

○議会事務局長（平山 隆）  小森議員の質問にお答えしたいと思います。 

 行財政報告書の９ページの中ほどに、中山議長は平成２４年４月に県内１４市議会で構成す

る栃木県議長会の会長就任、あわせてその上部組織である関東市議会の副会長、全国市議会議

長会の理事を務めましたということで書いてございます。 

 関東議長会とか全国の都市の役員の市議会の規模は、人口５０万人以上とかそういった市議

会が多数ございます。関東市議会でも甲府とか水戸のように県庁所在地の市議会の議長さんが

なるというところが多いわけなんですが、栃木県の場合には県内１４市持ち回りということで、

ことしの下野市の会長で一巡するということで、人口３万人未満の弱小の那須烏山市でありま

すが、その中にあって、中山議長は就任期間中、そういった大規模な市議会と肩を並べまして

意見、交流を深めたところでございます。 

 平成２５年１月３１日から２月１日の関東市議会議長会の第２回支部長会議は、那須烏山市

の烏山城カントリークラブで行いました。各理事の方には好評を博したところでございます。 
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 以上で終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  １３番小森幸雄議員。 

○１３番（小森幸雄）  再質問になりますが、被災関係の支給関係、十分わかりました。今、

罹災証明を今でも受け付けるということは、また、罹災して住宅が、仮に修理とかあるいは新

築とかとなった場合には、また、それなりにあれは発生するんですかね。見舞金は終わりだけ

れども、住宅リフォーム代が大丈夫だと思うんですが、その辺の絡み、お願いします。 

 今、局長から議会関係の中で議長の１年間の活躍ぶりを御披露していただきました。決して

小さいけれども弱くはないからね、弱小と言いましたけど。決して弱くはないと思いますよ、

いたってみっちりしている市議会だと思っておりますから、それはちょっと弱小だけはお取り

消しを願いたいと思っております。 

 そういう中、関東市議会を烏山城カントリーでやったその話でありますが、もう１日日程を

とってもらって、あそこでゴルフでもしてもらえばよかったのかなと、後で気がついたもので

すから、この次、もし何かあったときには、ぜひそういう行事も折り込んでいただければと申

し上げておきます。 

 教育関係、派遣関係、児童の表彰関係、小学校、中学校の海外は以前は小学校でもあったと

いうことでありますけれども、メノモニーのアメリカへ、これ、１点だけね。この事業何年続

いておりますか、このメノモニー市。それと、ばらつきはあるようですから、これは本人の希

望とかいろいろあるんでしょうから、それは学校のバランスは別に気にしなくてもいいと思い

ますので聞きません。 

 あとはスクールガードリーダーの内容もわかりました。 

 最後になりますが、ごめんなさい、２０２２年の間違いで、前の年の国体なんて言っちゃい

ましたけど、その後の話でありまして、スポーツがオリンピックでかなりよくなってきて、本

市からも、できればオリンピック選手が、もちろん国体の選手はたくさん出てくるかもしれま

せん。そのときの壮行会、大変だと思いますが、その辺はそのころまでには足腰の強い財政力

になっていると期待を申し上げて、この質問を終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  ただいまのメノモニーについては、合併前の旧南那須の時代

から続いておりまして、ちょっと初めの起点の部分の年数、後で確認して報告いたしたいと思

います。申しわけございません。 

○議長（佐藤雄次郎）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  罹災証明につきましては、現在いろいろ法的な優遇とかそう
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いうものに使うということはないかと思いますが、瓦れきの処理及び保険の関係の申請、また

融資を受ける際とか、そのようなことで今でも申請に来る方がおりますので、随時そのような

ことで対応はしております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  質疑はございますか。 

 １４番滝田志孝議員。 

○１４番（滝田志孝）  それでは、私も何点か質問をさせていただきます。 

 ちょっと私はこちらのほうから質問させてもらいますので、よろしくお願いいたします。ま

ず、３ページの固定資産税、私も全員協議会に出られなかったときがあるものですから、ダブ

った質問で何言っているんだと、こう言われる可能性もありますが、お許しを願いたいと思い

ます。 

 まず、その中で固定資産税、これは非常に回収が悪い。そういう中で、不納欠損にするとい

うような話でありますが、それはそれで結構なんですが、それは９社、今、不納欠損になって

いるところ全部一括でやっちゃうのか。多少は、例えば２回に分けてやるのか。または、多少

ともいただけるところ、税金としてわれるところはないのかどうか。まず、それ１点をお伺い

するところであります。下野新聞なんかを見ますと、ここ２年ぐらいあまりいい話じゃないの

が出ていますので、ぜひともそこら辺のところは徴収できるように頑張っていただきたいと思

っております。 

 あと７ページなんですが、これは辺地対策事業、これはきっと那須烏山市は１地区だけが辺

地の対象になっていると思うんですね。この地域を広げてもらうというわけにはいかないのか

どうか。そのことをまず１点お伺いするとともに、また、過疎債もこの那須烏山市を挟んで両

町で過疎債を受けているわけであります。非常に有利なお金だと私は思っております。そうい

う中で、１年ぐらい前だと思ったんですが、新聞に全国の自治体は非常に財政的に苦しい。こ

のままだと財政破綻するところが出るんじゃないかと。過疎地域を広げるというような。 

○議長（佐藤雄次郎）  ちょっと注意いたします。質問者以外の議員はできるだけ静粛に願

います。 

○１４番（滝田志孝）  そういうことで、過疎債の地域を広げるというようなことが新聞に

出ていたような気がするんですが、そこら辺のところは今現在、県のほうと話をしているのか、

していないのか。また、したとしたら、現実に厳しいのかどうか。まずお伺いします。 

 それと、２２ページなんですが、上下水道の話で特に下水道ですね。旧烏山の場合、足利銀

行からちょっと先まで下水道を広げますよと。そういう話を去年だか伺ったような気がするん

ですね。それが今現在、どこら辺まで広がってきたのか。または、そういう賛同者、やっても
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いいよという方がどのぐらいいるのか。そこら辺をお伺いいたします。 

 あとこれは、ちょっとさわりだけで結構なんですが、前に一般質問の中で市の歌、市歌です

ね、それを今、募集をかけて、また文言を、詩ですね、募集をかけているようでありますが、

その進捗状況とさわりだけで結構ですけれども、わかる範囲でお知らせいただければありがた

いと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  澤村税務課長。 

○税務課長（澤村俊夫）  それでは、滝田議員の１番目の御質問にお答えいたします。 

 固定資産税の大口滞納の関係でございます。現在、１５億円の収入未済のうち１４億円が固

定資産税関係でございます。そのうち、１２億円余の金額が９社によります大口滞納関係でご

ざいます。 

 この大口滞納の関係につきましては、先の一般質問でもお答えいたしましたけれども、本年

度、一部納税があり、また、１社につきましては破産ということで、既に新たな所有者に変わ

ってございます。これらの関係でおおよそ合わせて９億円ほど、１５億円の収入未済のうち、

今、滞納繰越はそのうち１４億円ほどですけれども、そのうちのおおよそ９億円を本年度不納

欠損したいということで、全部のところではございません。１つのところで２社ダブっている

ゴルフ場関係がございますので、その分と、それから、破産になった分ということで３件につ

いて大きく不納欠損にしていきたいというふうに考えてございます。 

 残りの大口滞納につきましては、鋭意代表者の方を呼んだり、こちらから出向いたりして、

交渉しておりますけれども、地方税法に照らした中で差し押さえとかを実施しているわけでご

ざいますけれども、それ以上の回収がなかなかできないという状況でございまして、これにつ

きましては今後粘り強く各会社と交渉を重ねていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、２点目の辺地の関係につきましてお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 現在、那須烏山市内、辺地地区として事業を計画しているのが曲畑辺地でございます。事業

内容につきましては、田野倉曲畑線の市道整備を現在実施しております。市内のほかの地域で

辺地債が活用できないかというような御質問でございましたけれども、この辺地の指定の要件

と申しますのが、５平方キロメートル以内に５０人以上の人口があるということと、その地域

の中心地から小中学校、高等学校あるいは病院、市役所等の公共施設までの距離を算定をいた

しまして、その点数が１００点以上となることというのが辺地地区としての指定の要件でござ
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います。 

 その距離ですね。各中心地域から各公共施設の距離につきましては、公共交通機関を利用で

きるという場合には大幅にその点数を割り落としされてしまうということで、先に議会のほう

でも御質問ございまして、私どものほうでも市内の辺地の区域の見直しを進めてまいりました

けれども、どうしても烏山地区については市営バスの路線が走っているエリアが非常に多くご

ざいまして、そういった公共交通網があるエリアについては、なかなか１００点以上の点数の

積算が難しいという部分もございます。 

 再度その辺のところは今後、県のほうとも連携を図りながら、新しい辺地地域の発掘につい

ては検討してまいりたいというふうに思っておりますけれども、現状は以上のようなところで

ございます。 

 それから、過疎地域の拡大の件につきましては、特にまだ県のほうからも具体的な情報を得

ておりませんので、今後、情報収集に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  下水道関係の御質問にお答えしたいと思います。 

 下水道につきましては、平成２４年度に全体計画及び事業認可区域の見直しをいたしまして、

ことしの３月３０日で県から事業認可がおりまして、今まで烏山中央処理区のエリアが９９ヘ

クタールを１２４ヘクタールに拡大してございます。平成２５年度につきましては、その拡大

したエリアの詳細設計を行って、９月から来年の３月の６カ月の工期で設計を行いまして、平

成２６年度から管渠の工事を行う予定としております。 

 特に、那須南病院までの区間について、那須南病院で透析の病床を増やすということで、新

たに排水処理が必要だということで、できるだけ早い時期に那須南病院までつなぎたいという

考えでおります。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  市歌の制定の進捗状況について、結果等を御説明申し上げたいと

思います。 

 時系列に御説明申し上げます。本年６月、まず初めに、市のほうでは那須烏山市市歌制定委

員会設置要綱を定めまして、文化協会から２名、県立烏山高等学校から音楽の先生と国語科の

先生２名、那須烏山市の小中学校の国語科の先生と音楽科の先生を各団体及び学校から御推薦

いただいているところでございます。 

 加えて、３号委員というんですけれども、一般公募で３名ほど募集する予定でございました。

公募につきましては、７月１日号のお知らせ版で３名という形で募集をかけたところでござい
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ますが、実際に応募のあった方は２名でございまして、いずれの方も公募委員ということで選

任しております。 

 制定委員会の委員ができましたので、本年の８月にこれらの委員によりまして、那須烏山市

市歌、歌詞募集要綱を設置いたしまして、まず、手始めに歌詞を募集する。歌詞を募集して選

定した後に今度は曲を募集するという形をとりますので、これらにつきましては９月１日のお

知らせ版で１０月３１日ということで募集をかけている最中でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １４番滝田志孝議員。 

○１４番（滝田志孝）  最初の固定資産税の件なんですが、税金を納めてもらう、大変担当

課職員の人は苦労していると思うんですね。大変言い方は悪いんですが、ない人にくれと言っ

ても難しいんですね、これ、ないんですから。例えば会社が倒産しちゃったとか何とかという

人は、実際出ないわけですよ。ところが、持っていても払わない人も中にはいるのかなと、そ

ういう感じをしている人もいるわけですね。そういうところだけは何とか少しでも回収できる

ような努力をしていただきたいと思っております。 

 また、辺地対策、これは先ほど曲畑地区、それだと思っていますけれども、過疎債ですね、

これは県とこれからも詰めをするということなんですが、なかなか過疎というとちょうど過疎

は格好悪いんですよね。東京都内の中の過疎ならまだ格好いいんですが、同じ村でもそうです

けれども、そういう中で実際は名をとるか、実をとるか。言い方は悪いけども、私は実をとっ

たほうがいいような気がするんですね。 

 要はお金をいただくということが一番この地方へ来た場合ですよ、財源不足が火を見るより

はっきりわかるわけですから、ぜひともそういう中では実をとっていただきたい。それについ

ては何回となく打ち合わせをして、そこに昔から烏山は過疎になりませんかと言われたとき、

格好悪いからと言って断った時期があるみたいなんですね。そういうことがあるわけですから、

私もそのように聞いていますから、ぜひともそこら辺のところ、何とかしていただきたいと思

っております。 

 下水道の話なんですが、面積とかそういうのはわかったんですが、現実に今、何件ぐらいは

加入してもいいというところがあるかどうか。これ、ちょっと答弁漏れかなと思うんですが、

そこら辺も含めて御回答いただければ思っております。 

 市歌についてはぜひとも市民の皆さんが、またほかの人も、いとも覚えやすく口ずさめるよ

うな歌詞、そして曲をつくっていただきたいと、これは要望です。県と鹿沼ですか、今度全国

発信をした。ＣＤを出した。そのぐらいのものをぜひともつくっていただきたいと、こういう

希望をして２回目の質問を終わります。 
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○議長（佐藤雄次郎）  澤村税務課長。 

○税務課長（澤村俊夫）  最初の税金の集金の関係でお答え申し上げます。努力をしている

わけですけれども、持っていない人から取れないということでございますが、大口滞納の関係

でほとんどが差し押さえを実施しております。そういう関係で、もし財産等があるということ

が調査の上わかった場合には、それを換金するというようなことで行っておりますけれども、

いかんせん営業とかをしている方で営業不振というようなことでありますれば、その場合にそ

れをとめてまで資金の回収ということはできませんので、その辺が非常に苦慮しているところ

でございます。 

 もし、先ほどおっしゃられたように、預貯金調査等で回収できるものがあるということにな

れば、当然これは税務課として回収をすることにしておりますので、そのようなことで、今後

努力していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  過疎地域の指定につきましては、指定の要件、人口の減少率

であるとか、高齢化率とか、そういったいろいろな要件があると思いますので、その辺、地域

指定の要件も含めて、県のほうと今後、協議してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  加入の希望のほうについては答弁漏れで申しわけございませ

ん。昨年６月に行った今回の認可区域のエリアのアンケート調査では、約５０％強の回答があ

りまして、そのうち７割は必要だということで回答ありましたが、実際加入するというのは

３割程度だと記憶しております。昨年の８月の全員協議会のときの資料が一番新しい部分です

が、それをきょう、手持ちで持っておりませんで、細かい数字がお答えできませんが、そうい

うふうに記憶していますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  先般の報道で、宇都宮、鹿沼につきましては、市歌をカラオケで

歌えるという報道がなされたのは私も見ております。議員の意向は確実に制定委員会のほうに

お伝え申し上げたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  １４番滝田志孝議員。 

○１４番（滝田志孝）  大体理解をしたつもりでおりますし、説明いただいて、一番大変な

のはお金を集めだなと思っております。ややもすると、けがをしないようにぜひとも慎重にや

っていただきたい。そう思っております。 

 そして、最後の市歌については、総務課長、大いに期待をしておりますのでよろしくお願い
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申し上げまして、質問を終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  答弁漏れはありませんか。 

 ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４１分 

 

再開 午後 ３時５２分 

○議長（佐藤雄次郎）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 １５番髙田悦男議員。 

○１５番（髙田悦男）  それでは、この際、３件について質疑を行いたいと思います。 

 まず、一般会計１５９ページの補助金ですね。河川愛護会９４万７,２５０円、これは多分

自治会を初めとする各団体の補助金だと思うんですが、１団体当たりおよそ幾らぐらい支出を

しているのか。教えていただきたいと思います。 

 もう１点は同じ欄で、急傾斜地砂防施設づくり事業費４５２万３,１０８円ですね。これは

県の治山工事とは別の事業なのかどうか。それと、県の治山事業ならば地元の負担というのは

多分ないと思うんですよね。その点についてお答えをお願いします。 

 次は行財政報告書の６９ページ、物品、自動車なんですが、午前中、同僚議員からも質問が

あました。保有台数１５１台のうちリース車は何台かという、多分答弁がなかったように思い

ます。リース車は何台あるのか。そして、またリース車というのは大手ディーラー系のいわゆ

るリース会社のものだろうと考えますが、その点についてお答えをいただきます。 

 最後に、時間外勤務についてお尋ねをいたします。時間外勤務は、まず労使で三六協定を締

結して、その中に明記してある条件で超過勤務を行うと。これが基本だと思います。その中で

は、私の経験では年間の時間外勤務の時間数あるいは月間の締結した時点での時間外の総時間

外の勤務時間数を決めていると思うんですね。その点についてお尋ねをいたします。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  福田都市建設課長。 

○都市建設課長（福田光宏）  髙田議員の２点の質問についてお答えしたいと思います。 

 １点目が、河川愛護会の補助金、１団体幾らになるかという件について答弁させていただき

ます。決算書に９４万７,２５０円と書いてあります。河川愛護会は栃木県道路河川愛護会と

いう会がありまして、そこから補助金２２万４,７５０円、それと、市の補助金、先ほど言い

ました９４万７,２５０円、計１１７万２,０００円を交付金ということで交付をしております。

交付団体は６５団体でございます。１団体当たり１万８,０３０円という金額になっておりま

す。 
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 あと２点目の急傾斜地崩壊対策事業費という４５２万３,１０８円という数字の負担割合に

ついて答弁させていただきます。この事業は、小木須にある加熊と大沢にある川口という急傾

斜崩壊対策事業の負担金でございます。保全人家数、崖高、それと公共施設の有無、これによ

って負担割合が決まりまして、５％の負担で負担をしております。 

 小木須にある加熊地区は平成２４年度、５,５１８万５,５００円の事業をやっておりまして、

市の負担が２７５万９,２７５円という５％の数字になっております。あと大沢にある川口、

これは３,５２７万６,６７５円という事業費で、５％ですから１７６万３,８３３円という数

字になって、合計で４５２万３,１０８円という数字になっております。 

 あとこのページの負担金の脇に不用額という１０２万４,６４２円という数字があるんです

が、この数字は川口で年度末に山が突然崩壊してしまったために、事業ができなかったので、

次年度ということで不用額になっております。 

 あと治山工事と急傾斜の違い、治山工事は一般的に保安林に工事をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  まず、１点目の行財政報告書６９ページ、物品、自動車関係でご

ざいます。市の中で１５１台とありましたが、これは平成２３年度末なので、平成２４年度末

の保有台数は１４８台になるかと思います。 

 先ほど質問の中にありましたように、大手になるんじゃないかということでございますが、

市内の業者はリースできる会社はあることはあるみたいなんですけれども、実際にはできない

という回答を得ております。なお、リースをなぜするのかということでございますが、５年の

長期にわたって費用が５年間に配分できること。また、メンテナンスが確実に実施してもらえ

ること。あと、大手でございますので、競争原理が働きまして、市価購入より比較的に安価に

購入できることがありまして、最近の車の購入方法はこのリースのほうが多くなっているかと

思います。 

 なお、昨年末のリース台数でございますが、普通自動車が５台、貨物、いわゆるトラックと

かそういうやつですね、それが７台。バスが１台の１３台でございます。 

 次に、三六協定締結しているのかという話でございますが、確かに労働基準法で週５日、

８時間、昔は４０時間ですかね、今は１５分短縮されておりますので、７時間４５分になるか

と思うんですけれども、これを超えて時間外勤務を命ずる場合は、この協定に従ってという話

なんですけれども、残念ながら当市ではまだですね。組合と三六協定は締結しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １５番髙田悦男議員。 
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○１５番（髙田悦男）  まず、１番の河川愛護会ですね。１団体当たりおよそ１万８,

０００円という金額だったと思うんですが、実際に、その割り当てられた作業を委託するとし

たら１万８,０００円ではとてもできませんね。大体私の試算では、その１０倍ぐらいかかる

のかなと思っています。 

 なぜ、この質問をしたかというと、その割り振られた自治会、担当する自治会の会員が高齢

者、そして女性の世帯、本当に多くなっています。出られません、あるいはちょっと出られな

いからお金を出しますから。そういううちが増えていますね。 

 しかし、ボランティアの精神から言って、それは私はおかしい。ですから、あくまでも健常

者で、特に河川の堤防の傾斜、すごくきついですから、滑りどめのスパイクを履いて、それで

もなおかつ自分の体を支えるのが精いっぱいかなという部分もやらなければなりません。そう

いう中で、見直しをする必要が出てきたのではないかな。 

 ２年前にもちょっと一般質問で取り上げたんですが、２年たったら、ますます皆さん、高齢

化一途ですから、私もついに先日高齢者の仲間入りをしました。やはり足腰がちょっと河川の

堤防、かなりこたえますね。ですから、これは私は見直しをすべきだというふうに思います。 

 また、一部でやらない方はいいんですが、全く刈り払い機を持っていない自治会の班があり

ますよね。そういうところは１軒３,０００円ぐらい出して、それでシルバー人材センターに

委託をしているんですね。ですから、そういう実態も知っているかどうかですね。これこそや

はりボランティアの精神から言えば、お金を出して本来は公共団体がやるべき事業を負担して

いる。私はそんなふうに考えております。その辺について難しい答弁になるかと思うんですが、

もし、担当課長がだめならば市長か副市長にお願いします。 

 ２番目の急傾斜地の砂防施設ですね。これは内容は私も得意な分野ですので理解はするんで

すが、ただ、この治山工事でできない崖地というのは、ほとんど民地なのですかね。この辺も

ちょっとお答えお願いします。 

 問題は２番目のリースですね。５年間放っておけるというような感じのリースの利用方法だ

と思うんですが、そうすると、市内の自動車整備業者、全く市の仕事はできませんよ。そうい

う苦情をいただいたんですよ。ですから、主な特殊車両なんかについてはリースでやむを得な

いと思うんですが、例えばハイブリッドでも最近は市内の事業者でも多分できると思うんです

が、例えばＥＶ車とかあるいは消防のメンテナンスが非常に難しいような。ですから、そうい

うものを除いては、私はやはり市内の業者を使うべきだと、このように考えます。 

 あと、参考に、先日もパトカーが市内の整備業者でちょっといろいろメンテナンスをやって

いたようですね。ですから、県警でさえそうやって地元に気をつかっているわけですから、そ

の辺の考え方もひとつあわせてお願いします。 
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 あと時間外勤務なんですが、三六協定が結んでいないということはちょっと私も意外だなと

思っています。これは地方労働委員会でも多分指摘を受けるのではないかなと思いますので、

あくまでも時間外勤務を命ずる場合には労使で三六協定を結んだ上で、勤務の命令を出しなさ

い。こういう注意になると思うんですが、それはそれとして、特定の個人が残業というか、時

間外勤務が多いと感じるという声が市民の間からあるんですよ。いつ行っても、何かあの人が

いるな。あるいはうちへ行ってもいつも仕事なんですよって、伝えられて、何かちょっとどう

なんですかって、尋ねられたことがあります。 

 選挙時期とかイベント、お祭りとか、そういう特殊な事情は誰でも理解はできるんですが、

年間通しで時間外を何百時間もやるというような体制は、やはりちょっと改善をしなければな

らない。それだけ時間外をやる担当だったらば、結局は人員が足りないんだから、それを増や

すと。それしかないと思うんですが。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  福田都市建設課長。 

○都市建設課長（福田光宏）  髙田議員のおっしゃるとおり、各自治会で大変困っている状

況は私どもにも逐次入っております。私も自治会の１人として作業しておりますので、その状

況は認識しております。ただ、現実的には自治会が地域の環境は地域の住民が守るという基本

姿勢で実施をお願いしたいと思います。 

 ただ、いろいろな諸問題がありますので、これから栃木県が実施している愛ロード、愛リバ

ー、それから大田原市で道の里親制度とか、そういうものもあります。自治会を中心としてボ

ランティア作業をどういうふうに組み込めるか、あと自治会への助成制度もどうするかという

ものを全体的に検討して、いい方向に向けて実施したいと思います。地域の環境は地域の住民

が守るという基本姿勢を必ず実施したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 あと２点目の急傾斜も治山工事も基本的には民地に工事をやっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  初めに、公用車のリースの件でございますが、基本的には各課か

ら購入とか、リース契約を結ぶわけでございますが、市の総務課のほうでは車の購入またはリ

ースにあたりましては、必ず５０万円を超える場合は指名選考委員会に付されて、その中で条

件とかそういうのを見直したり何かできますので、現状ではリースのほうがウエートはちょっ

と高いかと思うんですけれども、今後は地元企業育成ということがありますし、また、大手リ

ース会社にとられてしまうと、その後の整備、車検、修理ですか、そこら辺も一切地元には回

ってこないという事態もございますので、入札の際には必ず地元で車検を受けるとか、修理は
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地元で行うとか、でき得る限りの条件をつけまして、地元企業の育成という観点から進めてま

いりたいと思います。 

 次に、三六協定でございますが、先ほど申し上げましたように、当市ではまだ三六協定は未

締結でございます。基本的には先ほど申したとおり、時間外を命ずる場合は労使協定に基づい

てという話になるんですけれども、今後、組合と交渉を重ねまして、締結できるものなら締結

の方向で進めたいと思っております。 

 また、個人的に一部偏りが見られるのではないかというお話でございますが、手元に時間外

の詳細を持っておりますので、参考までに申し上げますと、平成２４年度決算では最高１年を

通して時間外やった方が９４３時間でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １５番髙田悦男議員。 

○１５番（髙田悦男）  ３回目の質疑に入りたいと思います。まず、河川愛護会関係ですね。

愛ロードとか愛リバーも広めていきたいという答弁だったので理解をしたいと思います。その

中で１つお願いがあるんですが、やはりボランティアで草刈りをしているときに、一番危ない

なと思うのはガードレールの支柱の根本ですね。あるいは手すりのやはり支柱の根本。あそこ

にどうしてもきれいにやろうと思うと、歯が当たってしまうんですね。ですから、そのポール

を立てるようなところは少なくとも３０センチ四方ぐらいは土間コンというか、コンクリを打

って、その部分には草が刈らなくても周りから歯をあてるだけで大丈夫なように、そのように

工夫をしてもらいたい。こういう要望です。 

 急傾斜地については了解といたします。 

 それでは、リースですね。市内の整備業者なんですが、仕事がなくなるならば税金も払いた

くないななんて極端なことを私も相談されて、いや、それはちょっと考え方が違うんじゃない

かなという説明はしたんですが、やはりリースと一般の整備事業者とバランスをとって取り組

んでいただきたいなと強く思います。 

 三六協定については、締結するという考えを尊重したいと思うんですが、ただ、その１年間

９４３時間というのはちょっと大幅に多いような気がしますね。やはり健康の面でもちょっと

やり過ぎかなという感は否めないと思いますね。月にすれば８０時間ですよね。８０時間とい

ったらすごいですよね。毎日３時間。 

 私の経験では、やはり２０時間というのが大体月の限度額だったんですよね。以前、町の時

代ですかね、南那須町の時代ですかね、２００時間という制限が多分あったと思うんですよね。

それは市になってからはもう全然考慮されていないんですか。その点についてだけ答弁してい

ただいて、質問を終わります。 
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○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  先ほど板橋議員の質問でお答えしたかと思うんですけれども、予

算をつくるにあたりましては、１人当たり１００時間、また職員に対しては年間１００時間以

内でという努力目標なんですけれども、それを伝えまして実際やっているところでございます

が、先ほどの９４５時間は、災害復旧、長雨による農林関係で復旧にあたられた方ということ

でございます。よろしくお願いしたいと思います。（「そういう特殊事情はわかっていますか

ら」の声あり） 

○議長（佐藤雄次郎）  福田都市建設課長。 

○都市建設課長（福田光宏）  先ほどの髙田議員の要望の中のガードレールの下のコンクリ

ートを打っていただきたいという件について答弁させていただきます。 

 道路路肩の私どもは防草コンクリートと言いまして、交通量の多いところ、それから通期間

通学路、それから交差点、これには防草コンクリートを重点的に工事を施工しております。皆

さん、現在通って野上から神長に行く野上神長線とか、通称八溝グリーンラインという国道

２９４号線から小志鳥へ行く道路とか、そういう大きな幹線道路は防草コンクリートというコ

ンクリートをガードレールとか路肩につくって、通行の安全、それから草刈りの維持費の軽減

をやっております。今後もこの防草コンクリート、高齢化社会に向けて大変重要な交通安全の

対策にも有効な事業でございますので、これからの道路整備にはこの防草コンクリートは重点

的にやっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  次の質疑、ございますか。 

 １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  今回、議会に今提案されております決算に関する書類は、この行財

政報告、それに決算書、さらには監査委員から出されました意見書と全部合わせますと

８００ページに及ぶわけですね。その中から、私も絞るに絞って、およそ３０点ほど質問させ

てもらいます。 

 もう既に課長のほうには先週金曜日にお渡ししておりますので、内容は全て了解していると

思いますので、簡潔明瞭に、私が質問したこと以外のことは結構ですから、そのことについて

だけ答弁をお願いしたいと思います。余分なことは結構です。 

 まず、行財政報告書のほうからお伺いいたします。総合政策課の関係ですね。３１ページに

なすから教育支援ネットワーク事業として１２４万１,０００円ほど支出をしております。こ

の事業内容はここにも記載されていますが、この効果はいかがであったか。それで、今後もこ

の事業は継続するつもりなのか。この辺についてお伺いいたします。 
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 次に、総務課関係で４点ほどお伺いします。まず１点目は職員研修であります。この報告書

を見ますと、資質の向上に努めたと、こうあるわけですね。実際に４０ページに研修の実績が

記載されております。そこで、私の問題にするところは、接遇に対する研修であります。これ

を見ますと、内部研修１回で２１人が参加しております。職員は２５１名です。そのうちの

２１名といいますと、受講率はわずか８％です。そのほか、接遇のレベルアップの研修でもっ

て、３名が研修をされていますが、私、これ、大谷市長にお伺いしますが、この程度の職員の

接遇研修で満足されているのでしょうか。私自身は全然満足していません。市長はどのように

考えているか、この辺のところをお伺いしたいと思います。 

 ２点目、デマンド交通の件は、同僚の議員が質問をしておりますが、この費用対効果ですね。

平成２２年度はおよそ１,２００万円の予算を組みましたが、それだけは使わなかったようで

あります。それで、先ほどの答弁を聞きますと、平成２５年になってから１日２４人程度に利

用者が引き上がったと言いますが、そうしますと、去年よりもおよそ倍ぐらいになっているん

ですね。去年は１人当たり４,４００円かかっているわけですよ、費用が。そうすると、こと

し倍になっても１人当たり２,２００円ずつ利用者に税金のほうから投入しているということ

なんですが、これでこのデマンド交通が成功したとみなしているのでしょうか。この辺のとこ

ろをお伺いしたいと思います。 

 御承知のとおり、障がい者とか高齢者に対してはタクシー券というのは別途で交付していま

すが、私はこれをもうちょっと支給を拡大して、デマンド交通のほうはやめたほうがいいので

はないか。今はまだ試行の段階ですから、これからさらに烏山まで延ばすということになりま

すと、市長もこれはやめるにやめられない。こんな状況に陥らないうちに私は決断すべきでは

ないかと思っております。 

 ３点目、４７ページに職員数が記載されております。合併当時は３３０名だったものが今は

２５８名ですから、およそ７７名ほど削減をされていますが、この２５８名以外に、今、臨時

職員とか嘱託職員というのは昨年何名ぐらい採用したのか。この辺についてお伺いしたいと思

います。この臨時とか嘱託というのは、職員から比較しましたらずっと賃金も安い。しかし、

仕事の内容は同じような状況で、この仕事をさせていますよね。こういうことを市役所が許し

ていていいものかと私は疑問を持っているところから、この辺のところを質問したわけであり

ます。 

 ７２ページに自衛官募集の件がありますね。これは簡単なんですが、応募１８人に対して入

隊はわずか３人です。非常に私もびっくりしているんですが、今、この入隊は狭き門となって

しまったのでしょうか。簡単にお願いします。 

 次、税務課ですが、８４ページにコンビニ収納についてありますが、今、取り扱い手数料と、
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あと件数、去年の実績はどのくらいだったか。この件についてだけお伺いします。 

 次に農政課であります。１５５ページに農業振興費の関係が載っておりますが、ここで中山

カボチャブランド化に向けた助成事業というのは、農業費の中に含まれているのでしょうか。

具体的なこういった名称がありませんので、お伺いしたいと思います。 

 １５８ページに指定管理の件が記載されております。ここにはふれあい交流体験館、これは

パン工房のほうで２２０万円、いちご農園のほうで２３０万円交付しているわけなんですが、

現在、これだけの税金の投入していて効果はあるのかどうか。現状がどうなのか。それと多分、

これは来年度指定管理の期間が切れて、また更新、またはとりやめになるのかわかりませんが、

将来、課長はこのことについて、現時点でどう考えているのかをお伺いしたいと思います。 

 １６２ページに農業振興事業の関係で７事業の事業費１,３００万円、これが書いてありま

す。これはどんな効果があったのか。それと、平成２３年度でこのような事業を実施して、今

後もこういった事業は継続されるのかどうか。この平成２４年度だけで終わりなのかどうか。

この辺のところをお伺いします。 

 １６３ページに元気な森づくり推進事業としまして、昨年度は３１カ所でもって１,

１０４万５,０００円ほどここに投入をしております。それで、私が問題とするところは、環

境森林税として１人７００円ずつでしたか、徴収してそれを財源として、こういったそれぞれ

の市町村または県でもって、この森林の整備に努めているわけなんですが、これは納税者がわ

かるように、この整備したのは皆さんが納めていただいた環境森林整備税でやった事業ですと

いうのがわかるような、納税者が納得するようなそういった方法が必要なのではないかなと思

っておりますが、具体的にこの辺のところは効果があったのかどうか。担当課長、お願いいた

します。 

 それに１７１ページに、これは農業費関係なんですが、耕作放棄地の調査をしたそうですね。

調査をしたその結果、どのような対応をしたのか。この農家でもって今、耕作放棄地というの

はもうどうしようもなくなって、やむなく草ぼうぼう、場合によってはもう森に返っているよ

うな状況なんですが、これを農業委員会のほうでどのような説得をしても、特例をしても、私、

なかなかまだ農地に戻すということは非常に困難ではないかと思います。これをどのような有

効的な手段をとっているのか、お伺いしたいと思います。 

 次に、商工観光課の関係で３点お伺いします。１７８ページ、工業立地奨励金として４件交

付しております。７９９万２,０００円、これは１４１ページの予算書のほうにも載っていま

すが、この交付したこれらの企業は、交付された後、健全経営されているんでしょうか。その

辺のところを現状についてお伺いしたいと思います。 

 次に１８３ページ、これは緊急雇用創出事業として１７事業、雇用者１０２人ですね。事業
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費が１億２,３３８万５,０００円も投入しております。これは利用した企業数というのは何人

だったのか。それで、この１０２人を雇用したといいますが、この方々は雇用の定着につなが

っているのかどうか。この辺の追跡調査をされているのかどうかをお願いしたいと思います。 

 次に１１０ページ、観光物産宣伝事業として１５回実施したそうでありますが、その費用と

効果のほど、これは本当に宣伝効果があったのかどうか。具体的にあったとすれば、その辺の

ところをお伺いしたいと思います。 

 次に環境課では１点です。１９５ページです。機械式生ごみ処理機、もう既に２６８基で補

助金の交付累計５,７６１万２,０００円交付したとあります。この利用状況、これ、毎年毎年

交付しているわけですが、これは効果があるから交付を続けていると思うんですが、この追跡

調査はされているのかどうか。この辺をお願いします。 

 それと課長、この補助金額５,７６１万２,０００円と行財政報告書に書いてありますが、こ

れを２６８基で割りますと、１基当たりの補助金が２１万５,０００円にもなってしまうんで

すが、これは間違っていませんか。私はそのようにも感じているわけですが、この辺のところ

も後で検討してください。 

 次に建設課、これは１９７ページに登記事務促進の件があります。昨年は１７８件ほど、事

務を処理したそうなんですが、これはこの登記事務というのは職員がやっているのか。それと

も、職員にはできない委託でやっているのか。 

 次に２００ページに道路橋梁の安全管理と点検について記載をされておりますが、これは万

全なのでしょうか。去年の行財政報告をめくってみましたら、平成２３年度では４０橋を調査

して、橋梁の長寿命化の改善の計画委託料で４１５万８,０００円ほど支出をしているわけで

あります。課長も目を通したかと思いますが、今月の８月１４日に新聞報道されていますが、

橋の補修で９４％が手つかずというような報道もされていますが、この那須烏山市に至っては

どのような状況なのかをお伺いしたいと思います。 

 学校教育から介護保険に至っては、これは私の担当ですから、ここでは質問は申しません。 

 上下水道課についてお伺いします。これは２８４ページから農村集落排水、ここに加入者が

９７４人とか下水道も１,０１３人、それに下水道１,４２７人とあるわけなんですが、これは

人数なんですが、それぞれ戸数にしますと何戸なのか。戸数についてお伺いをしたいと思いま

す。 

 それと一番下、これは決算書のほうでした。私、この決算のほうに書くべきなのをここへ書

いてしまいましたが、決算書の３９２ページに財産について、これは総務課長のほうだと思う

んですが、記載をされています。その中の市の市有林、町の山ですね、そのうちの分収林が

２９ヘクタールありますね。課長御存じのとおり、県の森林公社というのは既に赤字で解散し
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てしまいました。現状はどうなっているのか。今後はどうなるのか。やはり県のほうが管理し

てくれるのかどうなのか。この辺の現状についてお伺いしたいと思います。 

 次に、決算書から８点ほどお伺いをしたいと思います。まず、歳入です。１３ページに軽自

動車税の滞納が１２９万７,０００円、これは現年度分です。昨年も１６２万５,０００円、こ

れは現年度分が滞納になっております。課長御承知のとおり、軽自動車税は二輪車で１,

０００円から軽乗用の一番高いのでも７,２００円と、１件当たり１万円足らずの税金ですね。

それがなぜ徴収できないのか、私は疑問に思っているわけなんですよ。 

 さまざまな苦労を重ねて、この辺のところは市長にお伺いしたいんですが、収納対策室を設

けまして、徴収対策にあたっているわけなんですが、現状の徴収対策は、根本的に私、見直す

必要があると思います。今の方法は失敗です。失敗だからこそ、決して滞納がなくならない。

こんな状況ではないかと思っておりますので、この辺のところをこれからいかにすべきなのか。

私は収納対策室は必要ないと思っています。その辺のところをお伺いしたいと思います。 

 次に、収入の１７ページからずーっと続くんですが、この収入未済額というのは予算額に満

たない科目というのが、私、ここに羅列していただけでも２０項目。これが今、まだまだ小さ

いのがありましたよ。これだけでも１億３,２５３万２,０００円も歳入不足ですよね。予算で

はこれだけ入りますと議会に対しても説明をし、その歳入に見合う額を歳出にも見ているわけ

です。この歳入でもって、この事業をやります。ところが、１億３,２００万円も歳入欠陥が

あるんですね。これ、なぜこれほど欠陥が生じてしまったのか。それで、本来なら各課長、

３月の補正で減額できなかったのでしょうか。これは私、皆さんのミスではないかと思ってお

ります。 

 それに、歳入欠陥になった部分ですよ、歳入がなかったんですから。それに見合う今度は歳

出も減らすべきですよね。これはみんな、この部分歳出も減らしてあるのか。その部分は決算

書の中から私はちょっと判断をしかねるところがありましたので、これは各課長にお願いした

いと思います。 

 次に３０ページに、土地の売り払い代金７０２万２,０００円ほど載っています。これ、詳

細は結構です。ここにも載っておりますが、現在、３カ所売ったそうなんですが、有効利用さ

れているのか。この辺のところを確認したかったわけであります。 

 次に社会福祉法人関係、これは私のほうの常任委員会の関係ですから、３点ほど省きます。

地域ブランドも先ほどもう既にこれは質問答弁ありました。 

 １２４ページに八溝そば街道まつりでもって１９０万円、これは税金投入をしているわけな

んですが、これは効果があったんでしょうか。相当のお客さんが来ましたよね。びっくりする

ほど来ました。来てあれだけのお祭りをやったんだから、あれで１９０万円の効果があったと
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みなすのか。しかし、あまり１９０万円のこれだけの投入をすれば、後につながらなかったら

ば、私は意味がないのではないかとそう思います。この辺のところについてお伺いします。 

 次に１３６ページに、イノシシの捕獲事業で１４５万５,０００円が載っております。この

実績と効果です。これだけの投資をして、実際に効果があったのか。イノシシの数が減ったの

かどうか。この辺のところをお伺いしたいと思います。 

 次に１４２ページに、観光計画策定事業の委託料として１,９４０万２,０００円ほど載って

おります。多分これはしおりの作成代ではないかなとは思いますが、具体的にここにそう明記

されておりませんので、もうちょっと説明をしていただけませんか。 

 次に１４４ページに、いかんべ祭補助金３２０万円、タウンイルミネーションが２００万円、

これはページが違いますが、２０９ページに山あげ保存会の補助金６６０万円ほど、こういっ

たこの事業に対して補助されておりますが、この補助し、その決算の結果、どのような決算に

なったのか。それぞれの担当課長は確認をされているのか。有効な利用方法があったのかどう

かをお伺いいたします。 

 一番最後になります。１４６ページに、山あげ会館の指定管理料、これが８５６万円でもっ

て、昨年は６,１０６人ですね。そうしますと、入館者１人当たり１,４００円税金を投入して

いるわけです。このことにつきましては、代表監査委員からも指摘のあったところであります

が、これは担当課長から、課長はこれでやむなしと見ているのか。改善すべき点があるのか。

具体的に改善しようとするなら、どのように考えているのか、この辺のところをお伺いいたし

ます。 

 以上で第１回目の質問終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  まず、私に与えられた質問は、行財政報告書のまず接遇問題について

触れられましたが、私も合併後、就任以来、この接遇向上は職員に対してずっと呼びかけてき

たんですが、なかなかその呼びかけがまだまだ届いていないというようなことも感じておりま

すが、しかしながら、接遇全般からすれば、大分向上してきたのかなと認識いたしております。 

 最も強調していきたいのは挨拶であります。やはり挨拶をできる職員ということで、これも

先手必勝、そして、目上あるいは来庁者、そういったことに対しても、いろいろな皆さん方が

お客様としていらっしゃいますから、そういったところを分け隔てなく率先をしてまずは先手

必勝で挨拶をする。そういったことを事あるごとに啓発をしてきたわけであります。 

 そういう中で、この今回の職員研修が多いか少ないかということになると、まず、こういっ

た講習会方式の接遇研修は、ブロックの研修の中でも取り入れておりますが、参加は少ないの

かなと感じております。また、この研修に参加することも大いにこういったことについては、
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多くの参加を望みたいと思います。ただ、私はこと挨拶なり接遇というのは、体験をしないと

やはり身につかないと思います。 

 そういうことからすると、仕事をしながらやはりＯＪＴ教育を進めていかなければ、この向

上は上がらないと思いますので、そのようなことに努めて今いるわけでございまして、まだま

だ満足のいく接遇はできていないかもしれませんが、徐々に向上はしているということは報告

できると思います。 

 また、新しく教育委員会発案で全市的にことしからＡＢＣ／Ｒ運動も展開をいたしておりま

すので、そのようなこともまずは挨拶を先にＡＢＣのＡは挨拶ということでございますので、

全庁的に市民にそのようなことも呼びかけておりますので、市民挙げてそういった挨拶運動は

さらにさらにおもてなしの心を醸成するように、これからも職員みずから率先をして取り組ん

でいきたいと思っています。 

 それと、決算書から収納対策室について不要ではないかというお尋ねでございますが、設置

をいたしまして、この設置の目的は一般質問等あるいは今回の総括質疑の中でもいろいろ御質

問いただいておりますが、本当に徴収率については全国でもワースト１というような汚名を何

とか返上しなければならないという思いで収納対策室を設置いたしました。 

 今、７人のスタッフでその対応をいたしておりますが、ことしになりまして、税務課長のほ

うから報告がありましたように、ある一定の成果が認められていると思います。今後にありま

しても、いわゆる悪質と思われるそういった滞納者については、この収納対策でもって収納対

策に取り組むようにしていきたいと思いますので、まだまだその実績は途中経過ということで

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、総合政策課関連の内容につきまして御説明をさせ

ていただきます。 

 まず、第１点目の行財政報告書中のなすから教育支援ネットワーク事業につきましてでござ

いますが、本事業につきましては、なすから教育支援ネットワークという団体が昨年５月１日

に会員１９名で発足いたしました。大きな目的は地域の社会教育の促進ということでございま

すけれども、平成２４年度から３年間、県の我が町協働推進事業という補助事業の採択を受け

まして、事業の実施に入ったものでございます。歴史、文化、自然資源を活用した事業を展開

するということで採択を受けております。 

 平成２４年度につきましては、市民団体、それからさまざまな人たちが集える空間というこ

とで、空き店舗を活用した活動拠点の整備を行っております。あわせまして、近代化遺産を活

用した環境教育プログラム、こちらについては市民の方４５名が参加をいたしました。 
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 それから、若者支援のための仲間づくりクッキングでございます。こちらは１８名の参加が

ございました。 

 ３つ目に国際理解教育講座ということで、５６名の参加を得て事業を実施しております。 

 平成２４年度にスタートした事業でございますので、平成２５年、平成２６年、３年間です

ね、今後、社会教育活動を中心とした活動を展開していくというところでございます。 

 それから、決算書でございます。収入額が予算額を満たしていない科目ということで、総合

政策関連につきましては、決算書２１ページの総務費国庫補助金のところが５００万円差額が

出ているということでございますが、この件につきましては、３月に補正予算で予算措置をい

ただきました国の大型補正予算にかかる過疎集落自立緊急対策事業ということで、里山大木須

を愛する会への公金でございますが、こちらにつきまして平成２５年度のほうに繰越をした関

係で差がございます。 

 それから、２５ページにまいりまして、総務費県補助金でございます。こちらの総務課関連、

それから総合政策関連の補助金が入ってございますが、予算との差が５６万５,０００円とい

うことでございますが、主なものにつきましては、一番上にあります市町村生活交通路線運行

費補助金、こちらのほうが事業費の確定に伴いまして３６万６,０００円ほど減となっており

ます。 

 それから、一番下になりますが、地デジ難視聴対策共聴施設の整備費補助金でございます。

こちらも県の補助事業の確定に伴いまして５万３,０００円ほどの減額となってございます。 

 それから、２９ページの総務費委託金の中の統計調査の補助金の関係でございますが、こち

らにつきましては、平成２３年度に実施いたしました経済センサス調査の平成２４年度が事業

調査の時期となってございましたが、当初１８万２,０００円ほどの予算を見ておりましたけ

れども、実質的に経費がかからなかったことから、県補助金のほうが入らなかったということ

でございます。 

 総合政策課関連は以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  まず初めに接遇の研修なんですけれども、市長答弁の中、あった

んですけれども、若干１点だけつけ加えさせていただきたいと思います。１回２１人というこ

とで参加が少ないんじゃないかという御指摘でございますが、この研修につきましては、接遇

の専門研修機関であります話し方教育センターに頼みまして、そちらの講師の要望がありまし

て、２０名程度で実施したいという条件がありましたので、参加者は２１名となった次第でご

ざいます。 

 次に、４７ページの職員数とその他の臨時職員、嘱託職員の数でございますが、臨時職員、
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嘱託職員合わせて１４３名でございます。 

 次に、分収林、農業森林公社の件につきましては、確かに総務課で分収林は管理しておりま

す。しかし、県森林公社が管理する部分につきましては農政課のほうで管理しておりますので、

この後、農政課長からお話があるかと思います。 

 次に、決算書のほうで３０ページの土地売払収入でございます。この土地は総務課分として

古いほうの旧興野小学校の跡地を売ったものでありまして、購入目的は専用住宅に供したいと

いうことで購入なされております。現時点でうちが建っているのかどうかまではちょっと確認

しておりませんが、那珂川町の方が購入しておりますので、本市の定住とかそういうことには

十分寄与しているものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  私のほうからは行財政報告書４４ページ、デマンド交通費用

対効果の課題はということで、これらにつきましては、先ほども運行経費、１人当たりですと

約４,４００円というようなことで御報告をさせていただきました。平成２４年度の実績で見

ますと、１人当たりの運行経費が約４,４００円。それと、収支率ですね、これが５％という

ことで、市営バス、そのほかのあれから比べると非常に低い数字になっております。 

 これらの面から見まして、今後、烏山地区への拡充にあたってどのような体系でもっていく

かというのは今、先ほども説明しましたように検討しているところですが、先ほど中山議員提

案の福祉タクシー券的なもの、これも非常に有効なものである。そのような議論もされている

ところでありますので、今後、いかなる、これは交通弱者を守るために市民の足確保というこ

とで、これらについて福祉目的でもありますから、採算を度外視してやってもいいのではない

かなという利便性の向上のためにはありますが、やはりこの費用対効果というのは避けて通れ

ませんので、それらを参考にしまして今後のよりよい方向づけをしていきたいと思います。 

 それと、７２ページ、自衛官募集の件でございますが、応募１８人で入隊者３人、狭き門か

ということですが、これについては、３名の方、地元の高校卒業の３名でございます。烏山高

等学校、馬頭高等学校、文星芸大付属高等学校、３名、出身校ということであります。これ以

上の詮索は私のほうでちょっと自衛官募集、自衛隊のほうのあれですので言えないんですが、

地元の高校生の方が入隊しているということだけ御報告をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  澤村税務課長。 

○税務課長（澤村俊夫）  それでは、質問にお答えしたいと思います。税務課関連では２点

ともう１点あったんですけれども、まず１点は、行財政報告書８７ページの関係でございます。
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コンビニでの納税取扱手数料と件数ということでございますが、コンビニの手数料は１件当た

り５５円に消費税を入れまして５７.７５円でございます。件数が６,８０７件、平成２３年度

は軽自動車税のみだったわけですが、平成２４年度から全税目コンビニ収納できるようになり

ましたので、件数が前年に比べますと４,３２１件ほど増えてございます。 

 次に、決算書の１３ページの関係でございます。軽自動車税、現年度滞納分の関係でござい

ますが、これにつきましては行財政報告書の９６ページに諸税ということで軽自動車税の調定

額の内訳がございます。軽自動車税につきましては、車検があるものとないものとございます。

したがいまして、これはある程度想像的なものもございますが、車検のときだけに払うという

ような人もいるというふうに聞いてございます。督促とか催告につきましては、通常の税の滞

納と同じく実施しているわけでございますが、前年度に比べて若干減ったもののゼロにまでは

ならなかったというところでございます。 

 なお、もう１点、最後につけ加えさせていただきますが、先ほど収納対策課についての御質

問がございました。この実績につきましては行財政報告書の９９ページに平成２４年度、新た

に実績が記載してございますが、本市の大口滞納の関係で固定資産税の関係で全体の徴収率は

低くなっているのでございますが、個々の徴収率を見ていただきますと、固定資産税の滞納繰

越分以外は個人市県民税、法人市民税、それから、固定資産税の現年課税分、軽自動車税の現

年、滞納繰越、両方ですね、それぞれ前年度よりも、微少ではありますけれども、全て徴収率

はアップしてございます。幾らか収納対策室の成果が微少ではありますけれども出ているかと

思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ここで申し上げます。本日の会議時間はあらかじめ延長します。 

 堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  款項目節でいきますと、まだ間にあるかと思いますが、行財政報

告書の順番でいきますと農政課ということになりますので。 

 まず、１５５ページの農業振興の中で中山かぼちゃのブランド化に向けた事業は組み込まれ

ていないのかというお話だと思います。決算書で申し上げますと、１２７ページの中段に丸印

で農林水産特産品開発事業の中で消耗品１２万６,５００円、それから、広告料ということで

３９万９,０００円ほど支出しております。これはかぼちゃの試作をしてもらうための消耗品

としての支出でございます。それから、アイスクリームが完成しました。そのパッケージに特

別那須烏山市ブランドですよというようなことでマーキングしていただいております。それら

のＰＲに関するパッケージの印刷等に関する経費でございまして、それらの支出がされており

ます。 
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 それから、１５８ページの交流館関係、パンいっぴといちご園ですが、平成２４年度につき

ましては風評被害等の影響がございまして、パン職人さんのほうは平成２３年９１２万円ほど

あったんですが、８８２万７,０００円、これはパン屋さんのほうはちょっと風評被害には影

響なかったかと思いますが、若干減っております。いちご園につきましては、平成２３年

７２５万円あったんですが、今申し上げましたような状況で４６１万円というようなことで、

若干いちご園のほうは風評被害のダメージがあったかということでございますが、平成２５年

につきましては順調にいっております。 

 さらに、いちご園とパン屋さん等と定例会等でいろいろ話をしたり、私のほうで指定管理者

のヒアリング等も行っておりますが、今現在のところでは、継続していただけるというような

内諾を得ておりますので、今後もこのような形で継続していければなというようなことで考え

ております。 

 次に、１６２ページの農業振興事業の７地区の関係でございます。これらにつきましては、

片方は共同活動支援交付金ということで藤田、高瀬、小塙、森田、大里、興野、神長という

７地区で草刈り等をそれらの作業をしていただいておりまして、ハード関係で舗装とかＵ字工

の設置がえ、これが藤田、志鳥、神長というようなことで実施していただいていまして、これ

らに関しましては、農家ばかりじゃなくて地域の方々が一体となって農道整備等、草刈り等も

やっていただいております。非常に環境整備につきましては効果が出ているのかなというふう

なことで考えております。さらに政権交代後、継続されるというようなこともございますので、

今後も続けてまいります。 

 １６３ページ、元気な森関係でございますが、これらに関しましては、市内かなりの広範囲

で３１カ所やってございます。中には通学路の脇の山ですね、それらの枝払い、草刈り等をや

って、非常に子供たちが安全にもしくはドライバーの方も見通しがよくなったというようなこ

ともお聞きしております。 

 さらには、鳥獣害、特にイノシシ関係ですが、ある程度田んぼから山のほう、３０メートル

ぐらい余計な木を切ったり、草刈りをしたりというようなことで、きれいにするとイノシシも

なかなかおりづらいんじゃないかなというようなことで、一定の効果は上げられているという

ように感じております。 

 それから、耕作放棄地につきましては、平成２４年度の調査でございますが、農業委員と補

助の方をお願いしまして、全市調査をしまして、３１０ヘクタールの耕作放棄地がございます。

それらに関しましては、徐々にではありますが集積事業を行ったり、農業公社に集積のお手伝

いをしていただいたりして、少しずつではありますが解消に努めております。 

 さらには、この耕作放棄地の調査のデータというのは、いろいろな農業関係の補助事業等を
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申請する場合に、那須烏山市の耕作放棄地の面積等々を入れて申請する国庫補助とか県補助が

あります。そういうもの等にも、非常にこの調査結果につきましては役立っているのかなとい

うことで、成果、効果的にはそういう効果が出ているというふうに考えております。 

 それから、総務課長のほうからお話がありましたが、分収林関係につきましては、財団法人

栃木県森林整備公社、御存じのように解散をされておりますが、平成２５年の１月に債務処理

につきましては、株式会社の日本政策金融公庫に都の合意を得られて、この平成２５年の４月

に解散したわけでございますが、それらにつきましては、公社の分収林関係は栃木県へ移管さ

れております、今現在ですね。そういう状況であります。 

 次に、決算書関係でございます。１５款の諸収入関係で農業費補助金、これらの減額が７,

４２０万６,０００円ということで御指摘をいただいております。大きなもので申し上げます

と、ＪＡ那須南さんの熊田につくりました梨の選果場の関係でございます。これが入札により

まして大幅な減が生じました。入札執行後、かなりの億単位の減額といいますか、入札の金額

だったものですから、その関係で７,３０４万３,０００円が県補助金、国補助金等の、県補助

金になっていますが減額をしているというものでございます。 

 そのほかにつきましては、県単の土地改良関係で１５５万円ほど減額になっておりますが、

これは実績に基づく減額でございます。あとは１０万円とか１９万円、小さいものはございま

すが、大きなものはその選果場の関係でございます。 

 それから、林業関係につきましては、大きなものとしましては元気な森づくりの関係でござ

います。これも面積の減でありまして、それに伴う補助金の減額２６９万円ほど減額になって

ございます。トータルでは２８３万９,０００円の減ですが、おおむねその元気な森の事業の

関係で２６９万円という状況であります。 

 それから、八溝そば街道そばまつりに関してでございます。これらに関しましては、平成

２４年度は入り込み数が主催者発表で１万６,０００人ということでございまして、経済波及

効果、統計上の経済波及効果の計算に基づきますと５,１６６万円ほど経済波及効果が生まれ

ていると。 

 平成２５年につきましては、もう既に終わっていますが、２万３,０００人で７,９００万円

ほどの経済波及効果が生まれているということでございまして、１９０万円の市単独補助金で

ありますが、市内の各商店、それから大きく見ればガソリン関係、それからコンビニエンス関

係、もろもろ合わせますと、そういう経済波及効果が生まれておりますので、もちろん当市の

東力士さんとか山あげ会館の入館、和紙会館等の入館、そういうものにも当然波及効果は生ま

れているというふうに考えております。 

 それと、決算書１３６ページ、イノシシの関係でございますが、これらにつきましては、平
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成２３年度は４９頭でございました。これは御存じのように、セシウム関係の風評被害があり

まして捕獲をしなかったというようなことでございますが、平成２４年につきましては、１頭

当たり１,０００円でございますので、決算書１３７ページの１３万９,０００円は１３９頭、

ということで、風評被害も落ち着いてきたのかなということで考えております。決算書のほう

は以上でございます。 

 農政課は以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  それでは、商工観光課関係でお答えを申し上げたいと思いま

す。 

 まず初めに、行財政報告書関係で、１７８ページの企業立地奨励金４件の交付の件というこ

とでございますけれども、これにつきましては企業誘致推進本部を開催いたしまして、企業立

地奨励金の承認ということで、４件の認可をしたものでございます。 

 先ほど質問にもありましたように、健全経営されているかというようなことでございました

ので、奨励金を今まで出したところにつきましては、調査はしておりませんけれども、倒産も

ないようですので、健全経営されているのかなというふうには思っているところでございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、１８３ページの緊急雇用創出事業関係でございます。これにつきましては、緊急創

出事業ということで、１７事業所、雇用者が１０２人ということで、事業費が１億２,３３８

万５,０００円ということでございます。 

 そのうち、企業へ委託した事業ということで、これは７事業者でございまして、雇用者が

３２人、事業費で５,１４５万５,０００円ということでございます。 

 企業に委託した以外の１０事業につきましては７０人で７,１９３万円ということで、これ

は市が直接雇用いたしました臨時職員ということでございます。雇用の定着につながったかと

いうことでございますけれども、この緊急雇用創出事業の制度、趣旨、そのものが短期間の緊

急的な雇用の創出ということでありまして、雇用の定着の必須目的でありませんけれども、中

身を見ますと、雇用されている方もいらっしゃるような形をとっているところでございますが、

実体的な雇用されているかどうかという追跡調査等はしていないというのが実態でございます。 

 それと、１９０ページの観光物産宣伝事業、１５事業でございますけれども、これにつきま

しては、費用につきましては旅費及び参加費、出店参加費等々でございまして、約５４万円と

いうことでこの１５事業を実施しているところでございます。 

 イベント等につきましては、都内や大宮駅ということで、県外とか県内とか宇都宮とか那須

とか大田原とかということで、そこで観光ＰＲ、パンフレットの配布や物産展関係ですね。和
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紙とかアユとかお酒とか、こういったものを宣伝し、多くの方に那須烏山市の観光、特産品と

いうものを理解して来ていただくために、こういった１５の事業を展開しているものでござい

まして、やはりその効果というものは山あげ祭に遠いところから来ていただくとか、いかんべ

祭とかそういったところで来ていただくということで、その効果はあるものというふうに考え

ているところでございます。 

 次に、決算書からの質問ということで、まず最初に１７ページからの１３款１項３目１節の

観光使用料についてでございます。これは国見緑地公園の施設使用料でございますけれども、

予算よりも少なかったために使用料につきましては９件でございましたが、８万円程度予算よ

りも減収になってしまったというような状況でございます。 

 次に、商工費の補助金ということで２７万円ほど減額になったということでございますが、

これは緊急雇用創出事業費補助金、それと地方消費者行政活性化補助金が一体となりまして商

工費補助金になっているところでございますけれども、やはり事業費が３月までの事業費にな

っておりますので、それらの事業費の確定後に補助金等の交付がありますので、そういったと

ころで補助基本額が減少したために補助金が減少したものでございまして、減額といたしまし

て予算よりも２７万円減少したということでございます。 

 次に、１８款の２項３目１節でありまして、富士見台基金繰入金ということで、やはり

３６万６,０００円、予算よりも減少しているということでございまして、これも３月までに

富士見台工業団地の看板の修繕とか水質検査、浚渫工事等々を行いまして、事業費がやはり

３月いっぱいまでかかりまして、それに基づきまして繰り入れを実行したものですから、当初

の予算額よりも実行金額が落ちたということになりますので、繰入金額もその分だけ落として

繰り入れをしたということで御理解をいただきたいと思います。 

 次に、１４２ページの観光計画策定業務委託料でございます。これにつきましては、市内の

ガイドブック作成及び観光振興計画策定業務ということで業務委託いたしまして、その内容と

いたしましてはそのガイドブックの計画策定の調査とか、そういったところで新規雇用者とい

うことで５名の人件費であります。人件費につきましては９７７万６,０８９円でございます

ので、５名を雇用いたしましてそれらで対応いたしました。 

 その他の経費ということで、これはるるぶ作成費ということで４万部これをつくりました。

これが６５６万２,５００円ということでございます。それと、観光振興策定費用ということ

で調査分析ですね。それと、印刷代、そのほかに諸経費ということで、合計で１,９４０万３,

３１３円ということになっております。 

 次に、いかんべ祭の補助金、タウンイルミネーションの補助金関係につきましては、決算書

等々も確認をしているところでございまして、いかんべ祭関係につきましては商工観光課内で
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事務局という位置づけになっているところでございまして、確認をしているところでございま

す。 

 最後になりまして、山あげ会館指定管理料委託ということでございますけれども、これにつ

きましては、この山あげ会館は指定管理料ということで、第２期ということで平成２０年４月

１日から平成２５年３月３１日までの５年間を指定管理ということで指定をさせていただきま

して、管理委託をしているところでございます。 

 平成２５年度からは新たな５年の委託料ということで契約を結んでいるところでございます

けれども、この内容を見ますと、指定管理料が８５６万円ということで、事業費につきまして

はそれと入館料等々を入れまして、支出の部ということで１,２６７万７,３２１円ということ

で、１,２００万円から３００万円程度の管理ということでなっているところでございまして、

職員２人、それと燃料費、光熱水費、そういったものとか、警備、消防点検料とかそういった

ものでそれらを経営をしているところでございまして、やはり山あげ会館関係の屋台とミニチ

ュアと映像、そういったものを通じまして山あげ祭を年間を通して見ていただくということで、

年間の経費がそこら辺にかかってしまうということでございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  小川環境課長。 

○環境課長（小川祥一）  それでは、環境課所管では行財政報告のほうからの質問でござい

ます。機械式生ごみ処理機利用状況追跡調査の件ですけれども、平成２１年度に調査をしまし

て、平成２１年度行財政報告ということで、平成２２年に報告をしているところでございます。

そのときに、５年間ほど調査をしたということですので、５年ぐらいの周期でまた追跡調査及

び効果を検証してまいりたいと思っております。 

 あと補助金の額ですけれども、大変これ、失礼をいたしました。これ、１けた多く間違って

おりまして、累計のほうなんですけれども、平成１２年度、南那須町時代からやっていたとこ

ろですけれども、訂正をお願いしたいと思います。１９５ページで累計が５９１万２,０００

円に訂正をしていただきたいと思います。おわびして訂正をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  福田都市建設課長。 

○都市建設課長（福田光宏）  都市建設課の御質問、３点あると思います。その３点につい

て答弁させていただきます。 

 行財政報告の２００ページの登記事務、平成２４年度登記件数、一番下の件なんですが、こ

の１７８件は全部職員がやっております。 
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 ２点目の行財政報告１９９ページにある橋の１４７橋の道路橋の安全管理と点検について答

弁させていただきます。現在、市が管理している１４７橋ありますが、そのうち架設年度が判

明している橋を分析しますと、昭和４０年代、５０年代につくった橋が大部分でございます。

平成３２年には、建設後５０年たった橋というのが４０％に達することになります。 

 そのため、点検する職員養成として、国土交通省、栃木県が実施している橋梁点検研修を受

講して、職員の資質向上をしております。現在はパトロールのみでほとんど点検をしておりま

せんが、今後、この５０年を過ぎるという重大な危機になりますので、点検のシステムをつく

っていきたいなというふうに思っております。 

 ３点目が、先ほども総務課長が決算書の中の３０ページの土地売払収入７２２万円という中

にあるんですが、この中に認定外道路等の払い下げがありますが、これは受益者の方からぜひ

とも払い下げをしていきたいということで、宅地等に利用されております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  山上下水道課長。 

○上下水道課長（山洋平）  上下水道課関係では、農業集落排水事業と下水道事業関係の

加入戸数の御質問がございました。農業集落排水事業の加入戸数は２９３戸でございます。下

水道の烏山地区中央処理区は３４０戸でございます。南那須地区は４７０戸。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  一通り全部もらいました。その中で何点か再質問させていただきま

す。まず、職員研修の件なんですが、市長は毎月の訓示の際、毎回このことは職員に対して、

礼儀その他について接遇についてはおっしゃっていると思います。私も議長在職中、年末と年

始は挨拶がありまして、その中でも私もこうあってもらいたいというようなことですね、願望

を込めたお願いをしたわけでありますが、市長、まだまだこの挨拶できないですね。 

 例を申し上げますか。実は私、ある課長のところへ、ことしになってからある用事があって

参りました。課長には答弁ができなかったものですから、その担当の職員を５０代の職員２人

を呼んで、そこでいろいろと聞いて、私も納得したんですが、そこへ来た２人の職員ですよ、

もう間もなく課長になるのではないかなという職員ですら、私に挨拶もしないんですよ。挨拶

できないんです。私もびっくりしましたね。 

 そのような状況で、この挨拶が徹底しているとか、徹底しつつあるとは全く私は感じられま

せんので、これからさらにこの辺は職員の教育、よろしくお願いしたいと思います。特に、こ

のことについて再答弁は必要としません。 

 デマンド交通について１点お伺いします。利用者から３００円をいただいておりますが、あ



平成25第５回９月定例会 第５日 

－318－ 

の３００円は市のほうの収入として入ってくるんでしょうか。違うんですね。わかりました。

それは結構です。 

 これは農政課の関係ですか、ＣＲＴの件なんですが、本人は継続したいという願望を持って

いるようなんですが、問題は継続させていいのかどうか。費用対効果のことを十分考えて、ま

だ少々時間もありますので検討していただきたいと思っております。 

 元気な森づくりですね。先ほどの御答弁ですと通学路等で刈り払いや何かをやっているそう

ですから、繰り返しますが、環境森林税といいましたかね、これを利用して整備しました。こ

ういうようなことを何か納税者にわかるようなことか必要なのかなと思いますが、これは担当

課でもってひとつ検討していただきたいと思っております。 

 商工観光課の緊急雇用創出事業１億２,３００万円ほど予算を使ったわけなんですが、結果

的にほとんどが雇用の定着にはつながらなかったようであります。この辺は予算があるからと

いうことですね。市でも臨時職をこれで採用した。また、企業のほうでも利用したわけなんで

すが、まず一過性に過ぎたのではあまり経済効果は上がらなかったのではないかと思いますの

で、これからもこういう事業があった場合には慎重に考えた上、後につながるような方法がぜ

ひ必要なのではないかと思います。 

 次に、観光物産の宣伝事業ですね。効果はあったと言っておりますね。私も議長在職中、大

宮の駅に２回ほど行きましたが、あれで効果があったかなと私自身考えております。これから

もああいう事業に参加をする場合には十分さらに検討されまして、本当にああいう方々が後で

那須烏山市に通ってさまざまな物産を購入してくれたのかどうか。この辺の検証をする必要が

あるのではないかと思っております。 

 それと、分収林ですね。これは県が引き受けたということは私も新聞の報道で知っておりま

すが、そうすると、従来どおり県がこの分収林については間伐、枝打ち、その他全部ですね、

管理してくれるんでしょうか。このことについては答弁を、これまず１点お願いをしたいと思

います。 

 決算のほうでは歳入金額が予算に満たない科目、私、ここに挙げた大きなことだけでも

２０項目ありました。それに対して担当課長がこういう理由ですというようなことがありまし

たが、３月の補正までには大体わかるのではないか。予測した数字で歳入歳出ともに減額すべ

きではないかと、来年の予算、もう間もなく来年の３月の補正になりますから、それまでには

来年度の決算ではこのようなことが起きないようにひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 最後ですが、山あげ会館の指定管理料ですね。１,４００円、私もさっきもお伺いしたのは

１,４００円でもって税金の投資効果があったとみなされるのかどうかということ、これが問

題なんですよね。投資効果です。この辺のところ、課長どう考えていますか。このことについ



平成25年第５回９月定例会 第５日 

－319－ 

ても御答弁をいただきます。 

○議長（佐藤雄次郎）  羽石商工観光課長。 

○商工観光課長（羽石徳雄）  １,４００円ということで、あそこの会館については先ほど

も申し上げましたように、山あげ祭の年間を通してのＰＲということで、屋台とか映像、そし

てミニチュアということでやっておりまして、１,４００円ほどかかってしまうんですが、こ

れにつきましては８５６万円につきましては、先ほども言いましたように、指定管理料という

ことですね。契約でなっておりますので、この金額を支出しているものでございまして、維持

管理とかそういったものにかかってしまうということでありますので、経費として妥当かどう

かというのはちょっとわかりませんけれども、維持管理をしていくためには先ほども申し上げ

ましたように、１,２６０万円程度が支出としてかかりますので、これは契約の中でクリアし

た数字でございますので、これは支出しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  分収林関係につきましては、今、お話のように県で対応していた

だけるというふうに認識してございます。それから、観光のほうにもＰＲ事業で出ていました

ＣＲＴの大宮駅のＰＲイベントにつきましては、３回の生放送をやっていまして、あれを聞い

たよと、議長さんの声を聞きました、市長のＰＲの宣伝等の声を聞きましたというようなこと

で、これで県外の方々に影響力を与えているものでありますので、効果がなかったとははっき

りは言えないかなというふうに認識しております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  再度申し上げますが、私、この山あげ会館とパンといちご、この指

定管理者については、慎重に次の契約までには検討すべきではないかと思っております。これ

は答弁は要りません。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ５時３２分 

 

再開 午後 ５時４１分 

○議長（佐藤雄次郎）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  それでは質問しますが、収入未済額が各会計ごとにそれぞれ多額に
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あります。私、総務所管なものですから、それ以外の内容についてお示しをいただきたい。現

年課税分と滞納繰越分の人数、金額ですね。それと、これは３月いっぱいまでの決算だという

ふうに思われますので、その後、これがどんなふうに対処されているのか。その辺の中身につ

いてお知らせいただきたいと思います。 

 まず、１４、１５ページでございますが、農林水産業費負担金、農業負担金、２５万

３７８円。１６、１７ページですね、民生児童員負担金、これは保育料だと思われますが、１,

３７３万１,８００円ですね。これを放置しますと５年間で不納欠損になる可能性があるわけ

でございますので、その辺、どういう対処をされているのか、説明をいただきたいと思います。 

 商工使用費の観光使用料、１１４万４,０００円ですね。次に土木使用料、住宅使用料、こ

れは市営住宅の使用料だと思われますが、８０万５,４００円。教育使用料、これは幼稚園の

利用料だと思うんですけれども１８万４,０００円ですね。 

 ２０ページ、２１ページ、国庫補助金ですね。総務費国庫補助金、総務管理費補助金、これ

が５００万円でございます。次に、土木費国庫補助金、道路橋梁費補助金、これが１,

６５０万円ですね。次に、教育国庫補助金、小学校費補助金ですね、これが１００万円。さら

に社会教育費補助金、１,３２３万８,０００円です。 

 次に、２４ページ、２５ページ、県補助金。民生費県補助金、社会福祉補助金、１億１,

６００万円ですかね。これが収入未済額になっております。 

 ２４７ページ、これは国民健康保険の関係でございますが、国民健康保険税の一般費保険者

国民健康保険税のこの区分の１から６ですね。それと、退職者保険等国民健康保険税、これも

区分１から６までの収入未済額ですね。これの現年課税分と滞納繰越分、その人数、それと現

在までにどのような状況になっているか、お示しをいただきたいと思います。 

 次に、３０１ページ、これについては後期高齢者でございます。この後期高齢者医療保険の

１後期高齢者医療保険特別徴収保険料が減額になっているんですよね。この３０万９,

４００円、その下で後期高齢者医療普通徴収保険料、これは年金から引くものだというふうに

思われますけれども、この区分１、２ですね。これは１のほうが５６万４,７５０円、２のほ

うが８３万６,０２８円となっておりますが、これがどのようになっていますか。 

 次、３１７ページの介護保険料、１第１保険者保険料の区分１から４まで、これについても

１区分が減額になっておりまして３４万４,６００円、その下が２、３、４が３５１万６,

０７４円、２８８万６,８８９円、そして２万８,６００円というふうになっておりますが、こ

れはその後改善が見られたかどうか、説明をお願いしたいと思います。 

 次が３４７ページ、農業集落排水事業の使用料関係でございまして、区分が１と２ありまし

て、区分１のほうが１３万３,４９３円、滞納繰越分が１万９,７９２円というふうになってい
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ますが、これはその後どうなっていますか。 

 次が、下水道ですね。３６１ページ、負担金１から４までの区分がありまして、１ですね、

公共下水道の事業の負担金５０万７,６００円、３公共下水道事業の負担金滞納繰越分

３９３万２,３００円、そして、４番の特定環境保全公共下水道事業の負担金滞納繰越分６万

円となっております。その下の使用料ですね、これについても区分１から４までありまして、

７万２,４８７円、１４万３,５９９円、４万４,０８１円、そして３万１,３１４円となってお

ります。この内容について御説明をいただきたいと思います。 

 次が簡易水道、３８３ページ、これについては現年課税分が４２万４,５１５円、滞納繰越

分が１４０万９,３２９円となっておりますが、これの現在の状況について御説明をいただき

たいと思います。 

 最後に４０５ページ、これについては未収金でございます。営業未収金が１,５７９万５,

９９１円ございますが、これについてはその後入ってきているかなというふうに思われます。

これについても説明をお願いします。 

 ざっとこれの説明を聞いていると、３０分ぐらいかかっちゃうかなと思いますので、後で各

課を尋ねてよく詳細に話を聞きますので、そういうことで御回答のほうはそういうふうに回し

たいと思います。 

 次、２番目はきのう敬老会に行きまして、私は下境担当だったんですけれども、行ったら旧

下境小学校の瓦れき集積ですね、これいつまでもやるかなというふうに言われました。話を聞

きますと、それを撤去するのか、持ち込むのかよくわかりませんが、粉じんが近所まで飛散し

ているということで、ごみ集積所になっちゃったよというふうに言われてきたんですが、これ、

行財政報告書では１９３ページにこの瓦れき処理があるようでございますけれども、これにつ

いてはどのような今の状況で、今後どうするのか。説明をいただきたいと思います。 

 次、これの関連でございますが、旧境小学校の校舎は解体をして売買をするというような予

定でございましたが、これについては今後どのような形にするのか。あわせて興野小学校の校

舎、建物関係につきましても、閉校して５年目を迎えておりますけれども、５年間は当分の間、

社会教育施設として利用するというような考え方だったんですけれども、これについても今後

どのようにされるおつもりがあるのか。どのように結論を出すのか、説明いただきたいと思い

ます。 

 ４番目の質問は、先ほども同僚議員のほうから、本年５月１日に那須烏山市学校統廃合の検

討委員会が出した答申書ということを踏まえて、今現在、下江川地区の説明会をやったという

ようなことです。しかし、この件に関しましては、確かに答申書を尊重して統廃合に向けてス

ムーズな住民の理解を求めた意向はそれは必要だというふうに思っておりますが、ただし、そ
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の統廃合検討委員会で出された結論が全てもう決まったということで、それが進められている

のかどうか。 

 一番問題なのは、下江川中学校を荒川中学校と統合する。その空いた江川中学校に江川小学

校を移す。こういうようなことを今、一般質問等々でも市長のほうで答えておりますが、何遍

も同僚議員の質問の中で小学校を耐震補強したほうが中学校を小学校に改築する投資的効果と

いうのがさっき出ていますけれども、それのことは十分検討していかなければならないのかな

というふうに思いますし、何よりも中学校の建物は中学生を基準に全てつくられているわけで

すよね。それを例えば思い入れがあるから、下江川地区の中心だからといって、子供が少なく

なっているのにもかかわらず、大きい校舎に無理やりそこに江川小学校をねじ込むというよう

なやり方でいいのかどうか。 

 私も前の一般質問で申し上げましたように、下江川中学校はもっと利用価値があるんじゃな

いのかなと。そういうことでまず、財政面から見てどうなのかというのが１つと、あとは子供

たちが少なくなっているのにわざわざ大きいところに入れるのはどうなのかと。３つ目は下江

川中学校はもっと利用価値が別な方法があるんじゃないのかと。こういう点から、やはりこの

問題については慎重にかかるべきなんじゃないのかなというふうに思います。 

 そこで、前のどなたかの議員も質問しておりましたが、この出されました入札状況調書の中

で、８月２９日に入札された江川小学校耐震診断第２次業務委託というのがありますよね。小

学校を使わなくして、もう下江川中学校に入れるんだというふうになれば、何でそんな第２次

診断までやる必要があるのかなというふうに、これもちょっと私、わからないんですけれども、

そういう点で、統廃合については地元住民の意向を聞きながら、スムーズにうまく進めるよう

に御努力いただきたいなと思うんですけれども、その後の江川小学校を現在のまま耐震補強と

か、耐震補強ということはもう骨組みから固めていくわけですから、ほとんど新築に近いリフ

ォームになると思うんですよ。そういうようなことをやったほうがお金がかからないのか。そ

れとも、下江川中学校を小学校にリフォームしたほうが金がかからないのか。 

 その辺、私、ちょっとわかりませんが、少なくてもその後、大きい校舎の子供たち全部に目

が通ればいいけど、目が通らないで高いところから落っこちるなんていうことになったらば、

誰も責任が負えないわけですから、全国でそんな事例がいっぱいありますからね。そういう安

全性も踏まえて、やはり慎重にかかるべきじゃないかなと思うんですけれども、その辺、どん

なふうに考えているか御答弁いただきたいなと思います。 

 最後の質問ですが、行財政の２５４ページにスポーツ教室ということで子供たちにさまざま

なスポーツ教室をやっているんだと思います。これにかかわられている指導者の皆さん、本当

に御苦労さまだというふうに思われます。特に、各地域の少年スポーツ活動につきましては、
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スポーツ少年団を通じていろいろとやられているんだろうというふうに思うんですけれども、

それは熱心にやられて本当にありがたいんですが、それと地域の育成会活動というのがあるん

ですよね。 

 その辺がスポーツ少年団でレギュラーを獲得するためには、その育成会に参加したのではレ

ギュラーになれないということで、育成会活動をやっている皆さんから見ると、その辺、何と

か役場のほうで調整して、なるべく育成会のイベント、行事には、参加していただけるように、

スポーツ少年団のほうにもお話しいただけないのかなというふうに言われてきましたので、そ

の辺の考え方についてお示しをいただきたい。 

 以上です。１つ目の質問はいいです。各課回りますから、時間なくなる。 

○議長（佐藤雄次郎）  小川環境課長。 

○環境課長（小川祥一）  質問にお答えしたいと思います。 

 敬老会で下境のほうに行ったという件でございました。一応８月１５日号のお知らせ版で

１１月の最終水曜日までということでお知らせをしたところでございます。あと、毎年、アス

ベストの調査なども現在しているところでございます。平成２５年もやはりアスベストの調査

をする予定でございます。 

 あと、近々自治会長のほうにも追っていつごろ終わりになりますということで、またお世話

になりましたということで行ってまいりたいなというふうに思っているところです。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  ２点目の旧境小学校の件でございますが、（「所管だから、委員

会で詳細に答えろと」の声あり）わかりました。（「興野小学校は社会福祉施設とは違うんで

しょう、一般行政財産ですか。じゃあ、総務委員会で結構です」の声あり） 

○議長（佐藤雄次郎）  池澤教育長。 

○教育長（池澤 進）  私のほうから学校再編問題検討会についての私の理念をお話し申し

上げ、数的なものについては学校教育課長から答弁させます。 

 水上議員から、やはり学校再編の考え方について御質問を頂戴いたしました。また、平塚議

員から同じように学校再編についてのお尋ねをいただきました。私ども、下江川中学校と荒川

中学校の学校再編については、私もあるいは地域の方も学校再編はないほうがベストなんです、

これは。しかしながら、今の現況を見ますと、一方ではまだ統合が早いぞと、もう少し丁寧に

という方と、いつまで待たせるんだと、教育長、遅いんじゃないかというお叱りも説明会のと

きにいただきました。まさに一方を立てれば一方が立たずという二律背反です。 

 したがいまして、今の３点についてお尋ねいただきましたが、私どもは学校問題再編検討会
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の答申を可能な限り尊重しながら、地域の方と丁寧にお話し合いをし、子供たちのこれからを

最優先にして再編を進めたいなと思っておりますので、その理念については御理解をいただき

たいと思います。 

 数については今から学校教育長に説明をさせます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  ただいま基本的な理念につきましては、教育長のほうからお

話があったところでございます。私のほうからはそれ以外の御質問の点についてお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、下江川中学校、答申の中で下江川中学校が今度統合で空いた場合にはということで、

次に江川小学校をそちらに持ってくるという答申の内容になってございます。こちらにつきま

して、やはり両方とも現在の下江川中学校、江川小学校と両方が対象になるということでござ

いますが、下江川中学校に現在の江川小学校が移転した場合、これについてはこれまで烏山地

区でも境地区でもやったように、やはり小学生向きに階段、それから窓の件、黒板等々、あと

トイレ等を含めまして細かいものについては、やはり小学生用に改修することは今後計画が進

んだ段階では十分そちらは考慮するということでございます。 

 また、なぜ下江川中学校と荒中学校が対等に合併する場合に、荒川中学校にもっていくんだ

ろうという話もございましたが、こちらについては。（「そういうことは質問していません。

下江川中学校に何で江川小学校をぶち込むんだという話です」の声あり）下江川中学校の規模

が多いところに小さな生徒ということですけれども、こちらにつきましても、やはり江川小学

校については昭和５４年建築でございまして、築３４年が経過しております。また、下江川中

学校については平成４年、築２１年ということで十数年の開きもございます。また、耐震にな

っているということでございます。そんな関係上、あそこが空いた場合には下江川中学校にも

っていくのが妥当だろうということで、答申の中でうたっているところでございます。 

 規模的には確かに児童数は少なくなって、大きな学校の中の少ない人数という御質問かと思

いますけれども、やはり施設としては下江川中学校が最適だろうと、県道に面してもおります

し、利便性等からとってもそちらがよろしいかなということでございます。 

 もう１点の江川小学校の耐震の件でございます。耐震診断でございます。これは昨日もちょ

っと申し上げたかと思いますけれども、これまでやっているものについては、あくまでも１次

診断でございます。今回は詳細に２次診断をやらないと本来の耐震度ＩＳ値等、こちらの数字

がつかめないということで、今後のいろいろな形の利活用あるいはそれを基盤とする数値とし

ても、やはりきちっとした第２次診断をやっておかないと、基本がないと使える使えないとか
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いろいろ議論しても、その耐震の度数をきちっと確認しなくちゃいけないということで、今回、

第２次診断を江川小学校についてやるということで御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  堀江生涯学習課長。 

○生涯学習課長（堀江功一）  私のほうからは、今最後に質問がありましたスポーツ少年団、

そして育成会並びにスポーツ教室の関係ということでございますが、スポーツ教室は体育協会

の各部の方が計画を立てて実施しているもので、各自自由に参加していただくものでございま

す。スポーツ少年団の関係は、団長はそういう組織の中で研修会を受けて、教育とか監督指導

の方法をいろいろ勉強しているものでありますので、その方が練習に行ったからではないとい

うふうなことは多分ないと思いますし、スポーツとしてはいろいろやっていますので、試合と

の関係はあまりないかなと思いますが、育成会との関係になりますが、育成会関係も大体スポ

ーツ少年団との関係で子供たち中心ですので、その方との育成会会長とスポーツ少年団の団長

の考え方をうちのほうからよく指導して、そのようなことがない、育成会に出たら、スポーツ

少年団に出られないということはないように、私のほうからももう一度指導したいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  確かに江川小学校は昭和５４年に建築されておりますけれども、

１次診断では３棟ありますが、０.７９と０.６３というのが３棟のうち２棟あって、ＩＳ値の

目安ですね、これは一般質問等でも同僚議員から出ましたけれども、地震に対して倒壊または

崩壊する危険性が低いというふうになっている施設でございます。したがって、０.４２とい

う建物だけが低いことになるわけですから、その分だけ補強すればいいわけで、もし、江川小

学校を下江川中学校に行っちゃいますと、今度、江川小学校そのものの使い方がこれがまた問

題になっちゃいますよね。どんなふうに有効に使うのかね。だから、やはり一番問題なのは、

役場の職員もほかの町から通っている人が多いですけれども、なぜほかの町に若い人が行っち

ゃうのかというと、働く場がないからなんですよね。 

 そういう意味で、若い方が一番いいのは、でかい企業でも来てもらうのが一番いいんですけ

れども、なかなかそうでない場合には、やはりそういう若い方々が職を手につけるような施設

をつくっていただいて、そして技能を磨いて地元で働いてもらう。こういうような施設にすれ

ばいいのかなというのは、私の持論でございまして、そういう意味で、何も下江川中学校に小

学校を無理やり入れる必要はないんじゃないのかなというふうに思いますが、その辺、もうこ

れは決まったこととして住民には理解していただくという考えなんですか。市長、どうですか

ね、この辺の問題については。 
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○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  説明会の中ではこの検討委員会の、そして教育委員会の妥当というよ

うな意見を付して尊重するという発言をさせていただいております。ただし、前から議員各位

からも御指摘いただいているように、やはり一番問題は、今、御指摘のように費用の問題だと

思いますね。ですから、これからやはり比較をするには、まず、費用がどうかかるのかという

ところをまずひとつ考えていかなければならないと思います。 

 ということは、江川小学校、第２次診断をやりますから、これで正確なＩＳ値評価、詳細な

報告があると思います。その場合に、小学校として、これはやはり今のままでは大変老朽化し

ておりますから、耐震化プラスリフォームというか、雨漏り対策、これ、大規模改修がやはり

必要だと思いますよ。その際に、その費用が新築同様かかっちゃうのか。あるいは本当のその

リフォームあるいは雨漏り、そういった最低限の費用で済むのか。そして、仮設も必要なのか

どうかとか、いろいろやはりありますから、そういった総経費がどのくらいかかるんだという

試算を組む必要があるだろう。 

 あわせて、下江川中学校についても、耐震化はできているけれども、小学校に対して小学生

が入るわけだから、そういった安全対策あるいは階段であるとか、トイレについての費用がど

うかかるのかという比較だろうと思うんです。 

 ですから、そういったところで、その費用がどのくらいかかるかということをまず、しっか

りと積算をして、その比較をしながらあとの利用も含めて、しからばこちらのほうが財政的に

は有利だというようなことになった場合は、その残ったほうの利用をこういう利用だと。今、

前にも質問いただきましたけれども、そういった研修学校、これは理想だと思いますね。あと

やはり企業誘致をするとか、そういうふうに進めていくことになるだろうと思いますけれども、

そういったことから、比較をまず、しながら、私は費用対効果が高いほうがやはり小学校とし

ての利活用がいいというような判断になるのかなと思いますけれどもね。 

○議長（佐藤雄次郎）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  いずれにしましても、この出された答申については尊重してやるの

は結構ですが、やはりさっきから同僚議員のほうから出ていますように、やはり財政も厳しい

折でございますから、そういう投資的な問題あるいは何と言っても子供たちの利用しやすい安

全面、そういうことも踏まえて、それと残った施設をどう利用するのかということも踏まえて、

総合的に検討を進めていただきたい。安易に答申に下江川中学校に行くんだよということが決

まったかのような説明はしないでいただきたいということを訴えまして、質問を終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  １８番山隆四郎議員。 

○１８番（山隆四郎）  行財政報告書の４２ページ、これをまずは見ていただきたい。こ
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の内容はどうかというと、これは財政の問題なんです。ここに書いてある幾つかの項目があり

ますが、この中で３点ほど、財政力指数と経常収支比率と公債費比率、この３つを検討して、

那須烏山市の財政構造はどうなっているか。これは数値を見ると非常に危ういわけであります。 

 まず、最初の財政力指数、これに関しては平成２２年から平成２３年、平成２４年、これが

大分少しずつ減っているんですね。ここに書いてあるのは平成２３年度、平成２２年度は０.

４７４だったんです。それが今度は平成２３年は０.４５、平成２４年は０.４４と、こういう

ふうに減ってきているわけなんです。 

 これは財源というか自主財源がないということですよ。これがどんどんどんどん減ってくる

ということは、これは危機的状況ではないですが、非常にこれから先、注目しておかなければ

ならない。先ほどから工場がないとか、いろいろなものがないと、そして財政力が落ちてきて

いる。これはこのままではとまらないと。 

 それともう一つは、経常収支比率がありますが、この経常収支比率の、これは一般家庭でよ

く例に出すんですが、１００万円の収入があって、９０万円は何もしなくたって出ていくんだ

と。９０％という数字。あと１０％しかないんだ、１割しかないんだ。この１割は旅行に行っ

たり、外食をしたり、着物を買ったり、いろいろして、自由に使える金がこの１割しかないん

だと。 

 そうすると、この那須烏山市は１４１億円ぐらい、今の数値でいきますとそのぐらいの財政

規模なんです。そのうちの９０％、これがもう何もしなくたって必要経費で消えていく。義務

的経費で消えていくということになると、これはいよいよ財政構造が非常に硬直化していると

いうことであります。この理想的な数字はどのぐらいなのか。都市部では大体約７５％、これ

プラス５％ぐらい、そういうところはないですよ。ほとんどが８０％台です。 

 ですから、財政構造の柔軟性というものが非常に少ない。こういうふうになってくると、ど

ういうことが起きるかというと、非常事態、災害であるとか、伝染病であるとか、こういうも

のが起きた場合にすぐ金を出さなくちゃならないわけです。それが出せないと。しかし、当市

においては、財政調整基金というのが２１億円か２２億円かあるわけです。ですから、これは

間に合うわけです。これはもうこれでいいんですが、それでもこの財政調整基金も少しずつ取

り崩しをしているんです。これ、いつまでもあるわけじゃない。 

 そうすると、これ、一番問題なのは経常収支の比率、それから、実質公債費比率、実質収支、

その黒字の分だけは半分は財政調整基金に積み立てなさいということになって、地方自治法の

財政を法律がそうなっているわけですから、この黒字が続かないようになると、今度は財政調

整基金へ積み立てするのが間に合わない。できないということになってきて、ますます硬直化

してくる原因になる。 



平成25第５回９月定例会 第５日 

－328－ 

 それともう一つは、公債費比率というものに関しては、これは結局、今、市債を発行してい

ますね。この市債の金額が結局一般財源にどのぐらいの比率か。これは何を意味するのかとい

うと、これは後での負担になってくる、市債というのは、これから。 

 後から支払わなければならないということはどういうことかというと、今、公債を発行する

ときには、償還期限、金利、そういうものを全部決めて公債を発行するわけです。そうすると

いや応なくそれの期日が来れば返さなくちゃならない。そうすると、それは一般財源から返す

わけですから、今、財源、市債の残高というのがこれがまた増えているんです。平成２３年は

１３７億９,９００万円だった。平成２４年度は１４８億１,７００万円、こういうふうに増え

ているんですね。そうすると、これは返すほうも増えるわけです。ですから、償還の期限と金

利が決まっているわけですから、この一番のピーク、償還のピークはいつになるのか。この辺

から１つ質問をいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、公債費の償還のピークということで御質問でござ

いますが、先に皆さんのほうにお示しをいたしました中長期財政計画の中で、今後、合併特例

債事業を満額使うとした場合には、平成３４年度でその償還のピークを迎えるというような推

計をいたしております。 

○議長（佐藤雄次郎）  １８番山隆四郎議員。 

○１８番（山隆四郎）  平成３４年度、ちょっと長いな。しかし、この問題もボディーブ

ローみたいにきいてくるんですね、これ。どういうことかというと、この償還がこれからまた

公債費の市債残高、借り入れ、市債を発行すればするほどこの問題に関しては償還期限よりも

金額も増えてくるわけです。そうすると、今、市税は３０億円ぐらいですよね、決算額で。

２９億９,０００万円ぐらいですから、これは歳入に入るわけです。地方交付税が４７億円ま

で来ている。これもあと３年後からは激減緩和措置で５年間のうちに普通交付税に変わります

からね。増えるはずはないんです、減ることはあっても。 

 それはなぜかというと、交付税の説明を板橋議員のときにやったように、道路の延長である

とか、人口であるかと、これは南那須と烏山が合併する以前、この以前に決定した交付税に関

してはそのまま続けますよと、こういう条件なんです。そのかわり、１０年たったらこれは算

定がえをしますからねと。算定がえをしたときには、ここに書いてあるように、標準財政規模

８２億円ぐらいなんです。 

 ですから、その辺に合わせておかないと、今、１４０億円でしょう、これは大変ですね。こ

れ、義務的経費ですから経常収支、義務的経費を減らさなければ。それでもう一つは義務的経

費を減らすと同時に、この財政力、これ、財政増えますか、これから。増える可能性はないで
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しょう。そうしたら、これはもう本当に大変なことになるので、あと３年後からは来るわけで

すから、そうすると、今までのあれから計算すると、適正規模にいるには激減緩和措置といっ

て、９、７、５、３、１と、こういうふうにして一挙にはいきません。 

 そういうふうなときに収入はないわ。義務的経費は増えていくわ。そうすると、この経常収

支比率がもっとひどくなってくるわけです。９０％というのは大体もう限界ですからね、普通

ね、７５％から８０％がいいと言われているんです。それだってもう既に多いんです。９０％

になったのは初めてですよ。今まで９０％にならない。 

 だから、こういうものを含めたときに、公債費比率、これも公債も市債も発行しなくちゃな

らない。そうしないと予算が組めない。市債を発行したりいろいろやって、やっとこの

１４０億円の合併特例債を使ったりしてやっていますが、これができなくなると、これから先

の問題はもうあと３年先から減らされますからね。こんな金、４７億円、そうすると、税収は

恐らくこのまま横ですよ。アベノミクスでどのくらいなんて言ったって、こっちのほうは関係

ないから。だから、この問題もひどい。 

 そしてあとは足りなければ市債を発行する。そうすればますます財政は硬直化していく。そ

のとき、先ほど言った必要ないものをどうするかという問題になったときに、義務的経費を何

としても減らさなくちゃならない。これはとにかく市民からはぶうぶう文句言われますからね。

文句を言おうが何しようが、だだをこねようが、ぶった切っていく。誰が次の市長になって、

これからまた次の次の市長になるかわかりませんが、私はもう命がけでやるというぐらいの覚

悟じゃないと、この財政状況では硬直化してきてとんでもない話になる。 

 そうすると、いろいろな事業ができないということです。投資的経費も減らさなくちゃなら

ない。こういう状況になってくるということは目に見えている、こういう数値から追えばね。

だから、その辺のところはどのようにこれからの財政の硬直化を正していくか。これは総合政

策課長でも市長でも結構ですから、この問題に関してどういうふうな見方をしているのかをお

答えいただきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  今後の財政の見通しということでございますが、議員御指摘

のとおり、普通交付税につきましては平成２８年度から従来やっておりました合併の算定がえ

の特例の期間が平成２７年度で終了いたしまして、平成２８年度から５年間をかけて徐々に削

減をされるというようなことでございます。 

 ということで、財政、一般財源の状況も非常に厳しくなっていくということでございますが、

中長期財政計画におきましては、当然その歳出、出る部分につきましては人件費の部分につい

てはその定員適正化計画に基づいて段階的に削減を図っていくというようなことであるとか、
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投資的経費につきましても、全て市が直営で事業を実施するということではなくて、ＰＦＩ等

を活用しながら必要な部分については平準化を図りながら、施設の整備等を図っていく。 

 そういう方向で財政計画のほうも積算をしておりますが、財政の規模は平成３４年度、

１０年後には大体１００億円から１０５億円程度が、本市の標準財政規模から言って適正規模

であろうかということで、それに向けて各種行革等も進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １８番山隆四郎議員。 

○１８番（山隆四郎）  ＰＦＩということを一応言いますが、ここでＰＦＩをやる、手を

挙げてくる企業はいますか。これから市庁舎をつくるとか、あるいはよく言われている何とか

会館をつくるといったときに、ＰＦＩで私がやりますなんていう企業はないわね、これ都市部

ならわかりますがね。東京であるとか、宇都宮であるとか、そういうところだったら採算がと

れればやると思いますが、なかなか難しいですよね、これも。 

 そうすると、いかに財政を緊縮化して、市民生活の最低レベルだけは保証する。必要のない

ものは、ばたばたぶった切ると。そういうふうな財政運営をしなかったら、これ、もちません

よ。だって、この借り入れだって、市債だって、大体予算規模の１０％と言うんだから。だっ

てもう既にこの地方債残高だって１４８億円あるんですよ。これだけのものを今度どうやって

返済するんだと。平成３４年度がピークだと。そうすると、あと約１０年後だよね。 

 そのためにどれだけの苦労をしながら、財政規模をその８２億円とは言いませんが、９０億

円ぐらいまでに縮小していかなければ、これはとてもじゃないけれどももたない。よく言うよ

うに、財政問題に関して言うと、夕張みたいなことにはならないのは間違いないんです。ただ、

財政調整基金もあるし、まだまだもちますが、ただ、なぜかというと、安心をしていたらとん

でもない。この１０年間に財政調整基金を少しずつ取り崩して、そのほか、今度は市債を増や

して借金ばかり増えている。 

 あした、あさってのことじゃなくて、これから５年、１０年先のこと、これは今からやらな

くちゃ、これは農業問題と同じなんですよ、考え方。今からやらなくちゃ間に合わないんです。

そのときになってやったってどうにもならないから。だから、今から計画的にどの事業とどう

いうものをぶった切ると。下手すれば、２万７,０００人近くになっているんだから、市なん

か返上して町にしてしまえと言うんです。市のためにどれだけ余分の金がかかっているんだ。

町ならそんなにかからない。 

 そういうところから含めて、市になったからどんなメリットがあったからと言ったって、福

祉事務所ができたぐらいの話で、大したメリットは一般の人は考えていない。だから、これか

らどういうふうにするか。私はその財政計画の中でどういう不必要なものがあるか。それをリ
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ストアップしながら、いかにしてそこを切っていくか。そういう計画も必要なんじゃないのか

というふうなことを考えているわけでありますが、これは人口もそうだった、３万人維持、

３万人維持って言って、結局３万人を。人口が１０年後に幾らになる。８万とか７万５,

０００になっちゃうとかって数字はぴったり合っているんですよ、現状は。 

 だから、こういう意味で、余分な事業費をどう削っていくかと。こういうものに対する計画

も必要じゃないのかと。そして、それを的確に実行していく。そして、財政規模を縮小してい

く。こういうことでありますが、どういうふうに考えてあるのか。この辺のところをお聞きし

たいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  考え方については十分理解ができます。先ほど基本的な考え方は総合

政策課長が申し上げました。私どもの今の標準財政規模は約８２億円でありますから、それプ

ラスやはり１０億円前後ぐらいが適正規模かなと私はそのように思います。したがいまして、

中長期財政規模も１０年後の平成３４年は１００億円というふうなことで、この前御説明をし

たとおりであります。 

 今、一番この中で占めるのはやはり今言われているように、人件費を初めとする義務的経費、

それと投資的経費でございます。そのところをやはり削減することによって、そのような

１００億円程度に近づくという１０カ年の財政計画になっておりますが、先ほど申しましたよ

うに、自主財源は目減りする一方、よくても横ばいでしょう。そういたしますと、さりとて、

１０年後のまちづくりを考えれば、そう投資的経費も削減をするというわけにはまいらないと

いうふうに思います。そういたしますと、民間活力もやはり協働して、視野に入れた対応をし

ていかないと、当然自主財源だけでは賄い切れません。 

 そのようなところから、先ほどＰＦＩ、そしてＴＰＰの問題も今、研究をしておりますけれ

ども、そのような民間の財源も有効活用した１０カ年間の財政計画がやはり必要かなと思って

おりますので、いずれにいたしましても、この交付税あるいはそういったところも当然、今の

約束では１０年後ですね、５億円程度は減ってまいります。そのようなところも今後の国の地

方に対する考え方もこれからどうなるかは注視をしていかなければなりませんけれども、

１０年前の合併時の約束は今、議員御指摘のとおりでございますから、そういう中でこの

１０カ年の中長期財政計画をつくったわけでございますので、それに向けて、この経費等のあ

り方も十分そのようなことで努力を傾注していかなければならないと思います。 

 以上答弁です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（佐藤雄次郎）  それでは、質疑はないようですので、議長において議事を進行し、

これで質疑を打ち切ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま上程中の認定第１号から認定第９号については、所管の常任委

員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号 認定第１号 平成２４年度那須烏山市一般会計決算の認定から認定第

９号 平成２４年度那須烏山市水道事業決算の認定については、各所管の常任委員会に付託い

たします。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐藤雄次郎）  以上で本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は９月

１８日午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。大変御苦労さまでした。 

［午後 ６時３７分散会］ 

 


